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※ 以下の工種について、改定が有るものについて、対比表を添付する。 

工  種  名 改定の有無 

 

工  種  名 
改定の有無 

 

工  種  名 
改定の有無 

第Ⅰ編 機械設備工事積算基準 有り 無し 有り 無し 有り 無し 

第１章 一般共通 ○  第16章 遠方監視操作制御設備  ○ 第８章 共同溝付帯設備  ○ 

第２章 水門設備 ○  第17章 河川浄化設備  ○ 第９章 遠方監視操作制御設備  ○ 

第１ 河川用水門設備  ○ 第18章 鋼製付属設備  ○ 

 

第２ ダム用水門設備 ○  第19章 塗  装 ○  

第３章 ゴム引布製起伏堰ゲート設備 ○   

第４章 揚排水ポンプ設備 ○  工  種  名 改定の有無 

第１ 揚排水ポンプ設備  ○ 第Ⅱ編 機械設備点検・整備積算基準 有り 無し 

第２ コラム形水中ポンプ設備 ○  第１章 一般共通 ○  

第３ 除塵設備  ○ 第２章 水門設備 ○  

第５章 ダム施工機械設備 ○  第３章 揚排水ポンプ設備  ○ 

第６章 トンネル換気設備 ○  第１ 揚排水ポンプ設備  ○ 

第１ ジェットファン設備 ○  第２ コラム形水中ポンプ設備  ○ 

第２ 送風機設備 ○  第４章 トンネル換気設備・非常用施設  ○ 

第７章 トンネル非常用施設  ○ 第５章 道路排水設備  ○ 

第８章 消融雪設備  ○  第６章 消雪設備  ○ 

第９章 道路排水設備  ○ 工  種  名 改定の有無 

第10章 共同溝付帯設備  ○ 第Ⅲ編 機械設備設計業務委託積算基準 有り 無し 

第11章 駐車場設備  ○ 第１章 一般共通 ○  

第１ 自走式駐車場設備  ○ 第２章 水門設備 ○  

第２ 機械式駐車場設備  ○ 第３章 揚排水ポンプ設備  ○ 

第12章 車両重量計設備 ○  第４章 ダム施工機械設備  ○ 

第13章 車両計測設備  ○ 第５章 トンネル換気設備・非常用施設  ○ 

第14章 道路用昇降設備  ○ 第６章 消融雪設備  ○ 

第15章 ダム管理設備 ○  第７章 道路排水設備  ○ 
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第１章 一般共通 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
第１章 一般共通 

 
第１ 目的 
この積算基準は、公共工事に係る土木機械設備の製作据付工事の工事費の算定について必要な事項を定めることに

より、請負工事の予定価格の算定を適正にすることを目的とする。 
 
第２ 適用の範囲 
この積算基準は、各地方整備局及び北海道開発局所管の直轄工事の治水事業、道路事業等における水門設備、ゴム

引布製起伏ゲート設備、揚排水ポンプ設備、ダム施工機械設備、トンネル換気設備、トンネル非常用施設、消融雪設

備、道路排水設備、共同溝付帯設備、駐車場設備、車両重量計設備、車両計測設備、道路用昇降設備、ダム管理設備、

遠方監視操作制御設備、河川浄化設備、鋼製付属設備の製作据付工事に適用する。 
 
第３ 請負工事費の構成 
請負工事費の構成は、次のとおりとする。 

請 負 工 事 費

工 事 原 価

一般管理費等

製 作 原 価

据付工事原価

設 計 技 術 費

消 費 税 等 相 当 額

工 事 価 格

 
 
１ 製作原価 

純 製 作 費

間 接 製 作 費

材 料 費

機 器 単 体 費

労 務 費

塗 装 費

直 接 経 費

間 接 労 務 費

工 場 管 理 費

製 作 原 価

直 接 製 作 費

 
 
２ 据付工事原価 

据付工事原価 純 工 事 費
仮 設 費

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

据 付 間 接 費

直 接 工 事 費

間 接 工 事 費

輸 送 費

材 料 費

労 務 費

塗 装 費

直 接 経 費

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
第４ 請負工事費の費目 
工事費の費目 
１ 製作原価 

製作原価の費目は、次のとおりとする。 
１－１ 直接製作費 
（１） 材料費 

製作に当って、直接及び補助的に使用される材料の費用である。 
（イ） 直接材料費 

設備の構成要素である製品の製作に関して直接消費され原則としてその製品の基本的実体となっ

て再現する材料及び部品の費用 
（ロ） 補助材料費 

設備の構成要素である製品の製作に関して、補助的に消費され、製作過程において多くは消滅し、

原則として製品の基本的実体となって再現されない材料の費用 
（２） 機器単体費 

設備の構成要素である製品の製作に当って、そのまま組込むことが出来る機器、又は単体の製品で設備

の構成要素となるものの費用である。 
（３） 労務費 

設備の構成要素である製品の製作に直接従事する作業者に対して支払われる賃金であり、基準内給与、

通勤手当、諸手当、賞与、退職金及び退職給与引当金繰入額からなる。 
なお、工場社内試験及び工場立会確認のために必要となる製品の仮組立・調整・解体に直接従事する作

業員に対して支払われる賃金は、労務費に含まれる。 
（４） 塗装費 

工場において行う製品の塗装に要する費用である。 
（５） 直接経費 

設備の構成要素である製品の製作に必要な木型費、試運転費、特別経費に要する費用である。 
（イ） 木型費 

木型費が鋳放し単価に含まれていない場合の木型に要する費用。 
（ロ） 試運転費 

特に必要と認められる試運転に要する費用。 
（ハ） 特別経費 

特に必要があると認められる模型実験費、特許使用料等に要する費用。 
 

１－２ 間接製作費 
工場（据付工事部門等を除く）の管理運営のために要する費用及び製作品の製造設計に係る費用（シス

テム設計費用を除く）である。 
なお、工場社内試験及び工場立会確認のために必要となる費用のうち、試験装置・計器等の費用は工場

管理費に含まれ、試験・運転費用は間接労務費、工場管理費に含まれる。 
（１） 間接労務費 

（イ） 間接工・工場管理業務者の給与手当等 
工場における間接工・工場管理業務に従事した従業員に支払われる、基準内給与、通勤手当、諸手

当、賞与、退職金及び退職給与引当金繰入額等 
（ロ） 製造設計に係る従業員並びに間接工の給与手当等 

製作品の製造設計に直接従事した従業員並びに間接工の基準内給与、通勤手当、諸手当、賞与、退

職金及び退職給与引当金繰入額等 
（２） 工場管理費 

（イ） 消耗工具備品費 
消耗工具、備品等の費用 

（ロ） 工場消耗品費 
消耗品等の費用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
（ハ） 事務用品費 

事務用消耗品，新聞，参考図書等の購入費 
（ニ） 修繕維持費 

建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 
（ホ） 通信交通費 

通信費、交通費及び旅費 
（へ） 会議費 

会議に要する費用 
（ト） 交際費 

来客等の応対に要する費用 
（チ） 法定福利費 

従業員に関する労災保険料、雇用保険料・健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額等

に要する費用 
（リ） 福利厚生費 

工場の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞い等福利厚生、文化活動等に要する費用 
（ヌ） 動力用水光熱費 

工場における電気料、水道料、ガス料、重油等燃料費等に要する費用 
（ル） 印刷製本費 

工場における資料のコピー、写真、印刷製本等に要する費用 
（ヲ） 試験試作費 

製品、材料、機械等の検査料及び製品開発、研究、設計、試作等に要する費用 
（ワ） 教育訓練費 

工場における技能養成、啓発、資格取得、安全訓練等に要する費用 
（カ） 地代家賃 

工場の土地、建物等の借地借家料に要する費用 
（ヨ） 保険料 

工場の建物、機械、自動車等の損害保険料、火災保険に要する費用 
（タ） 租税公課 

固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課。ただし機械経費の機械器具等損料に計上された

租税公課は除く。 
（レ） 減価償却費 

工場の有形固定資産、無形固定資産、繰延資産等の償却費に要する費用 
（ソ） 製作外注経費 

製品の加工・塗装等を専門業者等に外注する場合に必要となる費用 
（ツ） 工場内運搬費 

製品の工場内運搬等に要する費用、製品の輸送に伴う荷造り費 
（ネ） 雑費 

（イ）から（ツ）までに属さない諸費用 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
２ 据付工事原価 

据付工事原価の費目は、次のとおりとする。 
２－１ 直接工事費 
（１） 輸送費 

製作工場の所在地から据付現場までの製品の輸送に要する費用である。 
（２） 材料費 

工事を施工するに当り、直接及び補助的に使用される材料の費用である。 
（イ） 直接材料費 

直接に消費され、原則として設備の基本的実体となって再現する材料及び部品の費用 
（ロ） 補助材料費 

補助的に消費され据付過程において多くは消滅し、原則として設備の基本的実体となって再現され

ない材料の費用 
（３） 労務費 

工事を施工するに当り直接従事する作業者に対して支払われる賃金であり、基準内給与、通勤手当、諸

手当、賞与からなる。 
（４） 塗装費 

据付時に行う設備の塗装に要する費用である。 
（５） 直接経費 

工事を施工するに当り、直接必要な特許使用料、水道光熱電力料、機械経費、試運転経費及び特別経費

等に要する費用である。 
（イ） 特許使用料 

契約に基づき使用する特許の使用料 
（ロ） 水道光熱電力料 

工事を施工するために必要とする電力、電灯使用料及び用水使用料 
（ハ） 機械経費 

工事を施工するために必要とする機械器具の経費で、機械損料、運転経費等の合計額 
（ニ） 試運転経費等 

特に必要と認められる総合試運転等に要する費用 
（ホ） 特別経費 

特に必要があると認められる費用 
（６） 仮設費 

工事を施工するために必要とする仮設物の設置・解体、電力等の供給設備、仮道、仮橋、現場補修等に

要する費用 
 

２－２ 間接工事費 
（１） 共通仮設費 

共通仮設費の項目及び内容は、次のとおりとする。 
（イ） 運搬費 

ａ 機械器具の運搬に要する費用 
ｂ 現場内における機材の運搬に要する費用 

（ロ） 準備費 
ａ 工事着手時の準備及び完成時の後片付けに要する費用 
ｂ 調査，測量，丁張等に要する費用 
ｃ 伐開，整地及び除草に要する費用 

（ハ） 事業損失防止施設費 
工事施工に伴って発生する騒音、地盤沈下・地下水の断絶等の事業損失を未然に防止するための仮

施設の設置費・撤去費及び当該施設の維持管理等に要する費用 
（ニ） 安全費 

ａ 交通管理に要する費用 
ｂ 安全施設等に要する費用 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
ｃ 安全管理等に要する費用 
ｄ ａからｃに掲げるもののほか工事施工上必要な安全対策等に要する費用 

（ホ） 役務費 
ａ 土地の借上げに要する費用 
ｂ 電力，用水等の基本料 

（ヘ） 技術管理費 
ａ 品質管理のための試験等に要する費用 
ｂ 出来形管理のための測量等に要する費用 
ｃ 工程管理のための資料の作成に要する費用 
ｄ 完成図書、設備管理台帳等の作成及び電子納品等に要する費用 
ｅ ａからｄにまで掲げるもののほか、技術管理上必要な資料の作成に要する費用 

（ト） 営繕費 
ａ 現場事務所，倉庫及び材料保管場の営繕に要する費用 
ｂ 労働者宿舎の営繕に要する費用又は労働者の宿泊に要する費用 
ｃ 労働者の輸送に要する費用 
ｄ 営繕費に係る敷地の借上げ費用 

（２） 現場管理費 
工事を施工するに当り、工事を管理するために必要な共通仮設費以外の費用である。 

（イ） 労務管理費 
現地採用の労働者及び事務員に係る次の費用 

ａ 募集及び解散に要する費用（赴任旅費及び解散手当を含む。） 
ｂ 慰安，娯楽及び厚生に要する費用 
ｃ 直接工事費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用 
ｄ 賃金以外の食事，通勤等に要する費用 
ｅ 労災保険法等による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 

（ロ） 事務員給料手当等 
現地採用の事務員の給料、諸手当（危険手当，通勤手当等）及び賞与 

（ハ） 退職金 
現地採用の事務員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 

（ニ） 事務用品費 
現地における事務用消耗品，新聞，参考図書等の購入費 

（ホ） 通信交通費 
現地における通信費，交通費及び旅費 

（ヘ） 交際費 
現場への来客等の応対に要する費用 

（ト） 法定福利費 
現地採用の労働者及び事務員に関する労災保険料、雇用保険料・健康保険料及び厚生年金保険料の

法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額 
（チ） 福利厚生費 

現地採用の事務員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動等に要する費

用 
（リ） 安全訓練等に要する費用 

現地における安全・衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用 
（ヌ） 保険料 

自動車保険（機械器具等損料に計上された保険料は除く。）、工事保険，組立保険、法定外の労災保

険，火災保険，その他の損害保険の保険料 
（ル） 租税公課 

固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課。ただし、機械経費の機械器具等損料に計上され

た租税公課は除く。 
（ヲ） 補償費 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
工事施工に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損

失に係る補修費但し、臨時にして巨額なものは除く。 
（ワ） 据付外注経費 

据付工事を専門工事業者等に外注する場合に必要となる経費 
（カ） 工事登録費 

工事実績の登録等に要する費用 
（ヨ） 雑費 

（イ）から（カ）までに属さない諸費用 
（３） 据付間接費 

据付工事部門等を管理運営するために要する費用である。 
（イ） 間接工・管理業務者の給料手当及び機械設備据付工の退職金等 

据付工事部門等の間接工・管理業務に従事した従業員（現場代理人を含む）に支払われる基準内給

与、通勤手当、諸手当、賞与、退職金及び退職給与引当金繰入額並びに機械設備据付工に支払われる

退職金及び退職給与引当金繰入額 
（ロ） 事務用品費 

据付工事部門等の事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費 
（ハ） 交通通信費 

据付工事部門等の従業員の通信費、交通費及び旅費 
（ニ） 会議費 

据付工事部門等の会議に要する費用 
（ホ） 交際費 

据付工事部門等の来客等の応対に要する費用 
（ヘ） 法定福利費 

据付工事部門等の従業員に関する労災保険料，雇用保険料・健康保険料及び厚生年金保険料の法定

の事業主負担額 
（ト） 福利厚生費 

据付工事部門等の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞い等福利厚生文化活動等に要

する費用 
（チ） 動力用水光熱費 

据付工事部門等の電気料、水道料、ガス料、重油等燃料費等に要する費用 
（リ） 印刷製本費 

据付工事部門等の資料のコピー、写真、印刷製本等に要する費用 
（ヌ） 教育訓練費 

据付工事部門等の技能養成、啓発、資格取得、安全訓練等に要する費用 
（ル） 地代家賃 

据付工事部門等の土地、建物等の借地借家料に要する費用 
（ヲ） 保険料 

据付工事部門等の建物、機械、自動車等の損害保険料、火災保険に要する費用 
（ワ） 租税公課 

固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課。ただし機械経費の機械器具等損料に計上された

租税公課は除く。 
（カ） 雑費 

（イ）から（ワ）までに属さない諸費用 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
３ 設計技術費 

（イ） システム設計に係る従業員並びに間接工の給料手当等 
製作品・機器の製造設計以外のシステム設計等に直接従事した従業員並びに間接工の基準内給与、

通勤手当、諸手当、賞与、退職金及び退職給与引当金繰入額 
（ロ） システム設計に係る管理費等 

システム設計等に関して設計部門を管理運営するために要する備品、消耗品、事務用品費、維持修

繕費、通信交通費、会議費、交際費、法定福利費、福利厚生費、動力用水光熱費、印刷製本費、教育

訓練費、雑費等の費用である。  
（ハ） 設計技術費（システム設計に係る費用）と、製作原価における間接労務費及び工場管理費で計上す

る製造（製作）設計に係る費用の区分は下表のとおりとする。 
 

 システム設計に係る費用 製造（製作）設計に係る費用 

設 
計 
計 
算 
書 

・発注設計図書の確認 
・最適設計、細部計画等の立案 
・ 設計計算書の作成（開閉荷重等） 
・実施仕様書、全体取扱説明書の作成 
・設計に関する打合せ資料の作成 
・機器単体品の注文仕様書の作成 
・他工事（土木・建築等）との取合確認等の 

資料作成 

・確定仕様に基づく製作品の設計及び検討 
・製作品の強度計算書等の作成 
・製作品の詳細数量表の作成 
・製作品に組込む材料・部品の注文仕様書の作 

成 
・鋳鍛鋼部品の製作に必要な材料手配資料の作 

成 

設 
計 
図 
面 
関 
係 

・工事全体及び構成機器の完成状態を示す図 
面の作成（全体図、組立図等） 

・フローシート 
・システムシーケンス図の作成 
・機器単体品の注文図面の作成 
・据付工事図面(基礎図、配管配線図等) 
・他工事（土木・建築等）との取合確認等に 

必要な図面の作成 

・工場で製作するために直接必要な各種詳細図 
の作成(部分詳細図、製作図面) 

・製作品に組込む部品等の注文図書の作成 

 
設計技術費で計上 間接労務費・工場管理費で計上 

 
４ 一般管理費等 

一般管理費等の項目及び内容は、次のとおりとする。 
（１） 一般管理費 

施工にあたる企業の経営管理及び活動に必要な本店及び支店における経常的な費用である。 
（イ） 役員報酬 

取締役及び監査役に対する報酬 
（ロ） 従業員給料手当等 

本店及び支店の従業員に対する給料，諸手当及び賞与 
（ハ） 退職金 

退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金 
（ニ） 事務用品費 

事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 
（ホ） 修繕維持費 

建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 
（ヘ） 通信交通費 

通信、交通費及び旅費 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
（ト） 交際費 

本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用 
（チ） 法定福利費 

本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料・健康保険料及び厚生年金保険料の法定の

事業主負担額 
（リ） 福利厚生費 

本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等、福利厚生等、文化活動等に

要する費用 
（ヌ） 動力・用水光熱費 

電力、水道、ガス、薪炭等の費用 
（ル） 調査研究費 

技術研究、開発等の費用 
（ヲ） 広告宣伝費 

広告、公告、宣伝に要する費用 
（ワ） 寄付金 
（カ） 試験研究費償却 

新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 
（ヨ） 開発費償却 

新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 
（タ） 地代家賃 

事務所、寮・社宅等の借地借家料 
（レ） 保険料 

火災保険及びその他の損害保険料 
（ソ） 租税公課 

不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他の公課 
（ツ） 減価償却費 

建物、車両、機械装置・事務用備品等の減価償却額 
（ネ） 契約保証費 

契約の保証に必要な費用 
（ナ） 雑 費 

電算等経費、社内打合わせ等の費用、学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 
（２） 付加利益 

施工にあたる企業が継続して経営するために必要な費用である。 
（イ） 法人税、都道府県民税、市町村民税等 
（ロ） 株主配当金 
（ハ） 役員賞与金 
（ニ） 内部留保金 
（ホ） 支払利息割引料、支払保証料その他の営業外費用 

 
５ 消費税等相当額 

消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分の費用である。 
 
第５ 請負工事費の積算 
１ 製作原価 

工場製作にかかる各費目の積算は、次のとおりとする。 
１－１ 直接製作費 
（１） 材料費 

１） 直接材料費 
（イ） 直接材料費の積算は（所要量）×（単価）とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
（ロ） 所要量の算定は積上げによるものとする。ただし、鋼材、ボルト、ナット、リベット等で実績等に

より標準数量の明らかなものはそれによるものとする。 
なお、積上げによる鋼材等の所要量は、製品質量とし原則としてネット質量の積上げとするがボル

ト穴、リベット穴、スカラップ、ウインチドラムのロープ溝、ネジ溝等は、グロス質量の積上げとす

る。 
（ハ） 単価は次のとおりとする。 

ａ 鋼材の単価は「（ベース価格＋エキストラ料）×（１＋材料割増率）－（スクラップ単価×材料割

増率×0.7）」により算定するものとする。 
ｂ エキストラ料は、規格エキストラ、寸法エキストラを必要に応じ加算するものとする。 
ｃ 材料割増率は、表－１・１によるものとする。 
ｄ スクラップ単価は原則として、表－１・２「スクラップの該当品目」の区分による単価を適用する。 
ｅ 鋳造品のベース価格は、鋳放し単価を採用するものとする。なお、木型費は汎用なものについては

鋳放し単価に含めるが、特殊なものについては「直接経費」として別途計上するものとする。 
ｆ 鍛鋼品は、打放し（鋳造後）の単価を採用するものとする。 

２） 補助材料費 
（イ） 補助材料費の積算は（補助材料費対象額）×（補助材料費率）とする。 
（ロ） 補助材料費率は、各章で定めた率による。 

（補助材料の内訳） 
接着材料、溶接材、ハンダ、酸素、アセチレンガス、油脂類（潤滑油、作動油を除く）、補修材、く

ぎ等である。 
ただし、鋳造に必要なコークス、石灰石、重油等は含まない。 

（２） 機器単体費 
１） 機器単体費の積算は（所要量）×（単価）とする。 
２） 所要量の算定は積上げによるものとする。 

（３） 労務費 
１） 労務費の積算は（工数）×（賃金）とする。 
２） 工数は各章で定めた値によるものとする。 
３） 機械設備製作工の１日あたりの標準賃金は、公共事業企画調整課長が別に定めるものとする。 

（４） 塗装費  
１） 塗装費の積算は（塗装面積）×（１㎡当りの単価）とする。 

ただし、実績等により塗装費の明らかなものはこれによってもよいものとする。 
２） 塗装面積の算定は、積上げによるものとする。 

ただし、実績等により塗装面積の明らかなものはこれによってもよいものとする。 
３） 溶融亜鉛メッキ・ステンレス鋼酸洗費等防食に伴う費用は、塗装費として計上する。 

（５） 直接経費 
１） 個々の費目別に見積書、実績価格等の資料により決定するものとする。 

 
１－２ 間接製作費 
（１） 間接労務費 

１） 間接労務費の積算は（間接労務費対象額）×（間接労務費率）とする。 
２） 間接労務費対象額は、直接製作費中の労務費とする。 
３） 間接労務費率は、表－１・３によるものとする。 
４） 複数工種を一括発注する場合の間接労務費率は、原則として各工種区分毎の率を適用するものとする。 

（２） 工場管理費  
１） 工場管理費の積算は（工場管理費対象額）×（工場管理費率）とする。 
２） 純製作費は、「直接製作費」「間接労務費」の合計額である。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
３） 工場管理費対象額は、「純製作費」から「材料費」「機器単体費」を除いた額とする。 
４） 工場管理費率は、表－１・４によるものとする。 
５） 複数工種を一括発注する場合の工場管理費率は、原則として各工種区分毎の率を適用するものとする。 

 
２ 据付工事原価 

据付に係る各費目の積算は、次のとおりとする。 
２－１ 直接工事費 
（１） 輸送費 

１） 輸送費の積算は、表－１・５による。 
なお、これにより難い場合は別途積み上げる。 

２） 輸送費算定時の出発地は、当該工事における入札参加業者等のうち、輸送距離が最も近い製作所在地

とする。 
３） 継続的工事における随意契約又は変更契約等の場合の輸送起点は、前回契約又は元契約と同一とする。 

（２） 材料費  
１） 直接材料費 
（イ） 直接材料費の積算は（所要量）×（単価）とする。  
（ロ） 所要量の算定は積上げによるものとする。ただし、ボルト、ナット、リベット等で実績等により標

準数量の明らかなものはそれによるものとする。 
（直接材料の例） 
据付用鋼材、電線、電線管、鋼管、銅管等 

２） 補助材料費 
（イ） 補助材料費の積算は（補助材料費対象額）×（補助材料費率）とする。 
（ロ） 補助材料費率は、各章で定めた率による。 

（補助材料の内訳） 
接着材料、溶接材、ハンダ、酸素、アセチレンガス、くぎ等 

（３） 労務費  
１） 労務費の積算は（工数）×（賃金）とする。 
２） 工数は各章で定めた値によるものとする。 
３） 機械設備据付工の１日当りの標準賃金は公共事業企画調整課長が別に定めるものとする。 
４） 機械設備据付工以外の労務費は、「公共工事設計労務単価」による。 
５） 各賃金は次の各項の補正を行うものとする。 
（イ） 積雪寒冷地（豪雪地帯対策特別措置法「昭和３７年法律第７３号」第２条第１）に定められた地域）

における冬期屋外施工については、据付歩掛等の補正として、労務単価を補正する。 
（４） 塗装費 

１） 塗装費の積算は（塗装面積）×（１㎡当りの単価）とする。 
ただし、実績等により塗装費が明らかなものはこれによってもよいものとする。 

２） 塗装面積の算定は、積上げによるものとする。 
ただし、実績等により塗装面積が明らかなものはこれによってもよいものとする。 

３） ステンレス鋼酸洗費等防食に伴う費用は、塗装費として計上する。 
（５） 直接経費 

１） 個々の費目別に見積書、実績価格、標準料金などの資料により決定するものとする。 
なお、機械経費は「請負工事機械経費積算要領」又は「建設機械等賃料積算基準」等によるものとす

る。 
２） 機械経費として計上するラフテレーンクレーン、空気圧縮機、発動発電機の経費は、「建設機械等賃

料積算基準」によることを標準とする。 
（６） 仮設費 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。 
なお、別途工事と並行作業となるような場合は、必要に応じてその区分を特記仕様書に明示し重複計上

のないようにするものとする。 
 

２－２ 間接工事費 
（１） 共通仮設費 

（イ） 共通仮設費の積算は（共通仮設費対象額）×（共通仮設費率）＋（積上げによる費用）とする。 
（ロ） 共通仮設費対象額は、「直接工事費」「事業損失防止施設費」「（無償貸付機械等評価額＋支給品費）」

の合計額とする。 
（ハ） 直接工事費とは、据付工事原価中の「輸送費」「材料費」「労務費」「塗装費」「直接経費」「仮設費」

の合計額とする。 
（ニ） 無償貸付機械等評価額及び支給品費は、「直接工事費」「事業損失防止施設費」に含まれるものを対

象とする。 
（ホ） 共通仮設費率は、表－１・６によるものとする。 
（ヘ） 複数工種を一括発注する場合の共通仮設費率は、原則として主たる工種区分の率を適用するものと

する。 
なお、主たる工種区分とは、共通仮設費対象額が大なる工種区分をいう。 

（ト） 施工地域、工事場所を考慮した共通仮設費率の補正及び計算 
ａ 施工地域、工事場所を考慮した共通仮設費率の補正は、表－１・６の共通仮設費率に下表の補正

値を加算するものとする。 

施工地域・工事場所区分 補正値（％） 

市  街  地 ２．０ 

山間僻地及び離島 １．０ 

地方部 

施工場所が一般交通等の影

響を受ける場合 
１．５ 

施工場所が一般交通等の影

響を受けない場合 
０．０ 

注１） 施工地域の区分は以下のとおりとする。 
市街地：施工地域が人口集中地区（DID 地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

DID 地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が 4,000 
人／km2 以上でその全体が 5,000 人以上となっている地域をいう。 

山間僻地及び離島：施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した

地区、及びこれに準ずる地区をいう。 
地方部：施工地域が上記以外の地区をいう。 

注２） 施工場所の区分は以下のとおりとする。 
一般交通等の影響を受ける場合：①施工場所において、一般交通の影響を受ける場合 

②施工場所において、地下埋設物件の影響を受ける場合 
③施工場所において、５０ｍ以内に人家等が連なってい

る場合 
 

ｂ 施工地域区分が２つ以上となる場合の取扱い 
工事場所において地域区分が２つ以上となる場合には、補正値の大きい方を適用 する。 

１） 運搬費 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
（イ） 共通仮設費率に含まれる運搬費は、次のとおりとする。 

ａ 建設機械の自走による運搬 
ｂ 質量２０ｔ未満の建設機械の搬入、搬出 
ｃ 質量２０ｔ未満の機材等（足場材等）の搬入、搬出 
ｄ トラッククレーン油圧式６０ｔ以下の分解・組立及び輸送に要する費用 
ｅ 建設機械等の日々回送に要する費用 
ｆ 建設機械、機材等（足場材等）の現場内小運搬 

（ロ） 積上げ積算による運搬費は、次のとおりとし、工事施工上必要なものを適正に積上げるものとする。 
ａ 質量２０ｔ以上の建設機械の貨物自動車等による運搬（トラッククレーン油圧式６０ｔ以下を除

く） 
ｂ 仮設材等（覆工板等）の運搬 
ｃ その他、工事施工上必要な建設機械器具の運搬等に要する費用 

２） 準備費 
（イ） 共通仮設費率に含まれる準備費は、次のとおりとする。 

ａ 工事着手前の基準点測量等や工事着手時の準備費用 
ｂ 完成時の後片付け費用 

（ロ） 据付工数に含まれているものは、次のとおりとする。 
施工期間中における準備、後片付け費用 

（ハ） 積上げ積算による準備費は、次のとおりとする。 
伐開、除根、除草、整地、段切り、すり付け等要する費用。この場合は特記仕様書に明示し積上げ

積算するものとする。 
３） 事業損失防止施設費 

現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。 
ａ 工事施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等に起因する事業損失を未然に防

止するための仮施設の設置費、撤去費、及び当該仮施設の維持管理等に要する費用 
ｂ 事業損失を未然に防止するために必要な調査等に要する費用 

４） 安全費 
（イ） 共通仮設費率に含まれる安全費は、次のとおりとする。 

ａ 工事地域内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 
ｂ 不稼働日の保安要員等の費用 
ｃ 安全用品等の費用 
ｄ 安全委員会等に要する費用 
ｅ 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、照明等の安全施設類の設置、撤去、補修に要する費

用及び使用期間中の損料 
（ロ） 積上げ積算による安全費は次のとおりとし、現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正

に積上げるものとする。 
なお、積上げ計上した場合は特記仕様書に明示するものとする。 

ａ 交通誘導警備員及び機械の誘導員等の交通管理に要する費用 
ｂ 鉄道等に近接した工事現場における出入口等に配置する安全管理要員等に要する費用 
ｃ 夜間作業を行う場合における照明に要する費用 
ｄ 酸素欠乏症の予防に要する費用 
ｅ 河川、海岸工事等における救命艇に要する費用 
ｆ 粉塵作業の予防に要する費用 
ｇ 高圧作業の予防に要する費用 
ｈ 長大トンネル等における防火安全対策に要する費用 
ｉ バリケード、転落防止柵、照明、工事標識等の美装化に要する費用 
ｊ その他、現場条件等により積上げを要する費用 

５） 役務費 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
現場条件を適確に把握することにより必要額を適正に積上げるものとする。 

ａ 土地の借上げ等に要する費用 
ｂ 電力、用水等の基本料 

６） 技術管理費 
（イ） 共通仮設費率に含まれる技術管理費は、次のとおりとする。 

ａ 据付において施工管理に必要な試験に要する費用 
ｂ 据付における出来形管理のための測量、計測、図面作成に要する費用 
ｃ 据付における品質管理のための資料の作成に要する費用 
ｄ 据付における工程、出来形、品質管理の確認等に必要な写真管理に要する費用 
ｅ 据付における工程管理のための資料の作成等に要する費用 
ｆ 現場据付試運転報告書等の作成に要する費用 
ｇ 据付における完成図書等の作成に要する費用 
ｈ 据付における塗装膜厚施工管理に要する費用 
ｉ 据付における施工管理で使用するＯＡ機器の費用 
ｊ 品質証明に係る費用（品質証明費） 
 

（ロ） 積上げ積算による技術管理費は次のとおりとし、必要額を適正に積上げるものとする。 
なお、積上げ計上した場合は特記仕様書に明示するものとする。 

ａ マイクロフイルムの作成に要する費用 
ｂ コンクリート中の塩化物総量規制に伴う試験に要する費用 
ｃ 施工管理項目以外の試験等特別な品質管理に要する費用 
ｄ その他、現場条件等により積上げを要する費用 
ｅ 上記以外に特に技術的判断に必要な資料の作成に要する費用 

７） 営繕費 
（イ） 共通仮設費率に含まれる営繕費は，次のとおりとする。 

ａ 現場事務所等の営繕（設置、撤去、維持・補修）に要する費用 
ｂ 労働者宿舎の営繕（設置、撤去、維持・補修）に要する費用又は、労働者が旅館等に宿泊した場合

の宿泊に要する費用 
ｃ 倉庫及び材料保管場の営繕（設置、撤去、維持・補修）に要する費用 
ｄ 営繕費に係る土地・建物の借上げに要する費用 
ｅ 労働者の輸送に要する費用 

（ロ） 積上げ積算による営繕費は次のとおりとし、必要額を適正に積上げるものとする。 
なお、積上げ計上した場合は特記仕様書に明示するものとする。 

ａ 監督員詰所の営繕（設置、撤去、維持・補修）に要する費用 
ｂ 特別に必要な製作品の現場における保管倉庫の営繕（設置、撤去、維持・補修）に要する費用 
ｃ 現場事務所、監督員詰所等の美装化、シャワーの設置、トイレの水洗化等に要する費用 
ｄ 工事施工上、特別に必要な営繕等に要する費用 

（２） 現場管理費 
１） 現場管理費の積算は（現場管理費対象額）×（現場管理費率）とする。 
２） 現場管理費対象額は、「純工事費」「（無償貸付機械等評価額＋支給品費）」の合計額とする。 
３） 純工事費とは、「直接工事費」「共通仮設費」である。 
４） 無償貸付機械等評価額及び支給品費は、「直接工事費」「事業損失防止施設費」に含まれるものを対象

とする。 
５） 現場管理費率は、表－１・７によるものとする。 
６） 複数工種を一括発注する場合の現場管理費は、原則として主たる工種区分の率を適用するものとする。 

なお、主たる工種区分とは、現場管理費対象額が大なる工種区分をいう。 
７） 施工地域、工事場所を考慮した現場管理費率の補正及び計算 

 

 
現行のとおり 

 
 

６） 技術管理費 
（イ） 共通仮設費率に含まれる技術管理費は、次のとおりとする。 

ａ 据付において施工管理に必要な試験に要する費用 
ｂ 据付における出来形管理のための測量、計測、図面作成に要する費用 
ｃ 据付における品質管理のための資料の作成に要する費用 
ｄ 据付における工程、出来形、品質管理の確認等に必要な写真管理に要する費用 
ｅ 据付における工程管理のための資料の作成等に要する費用 
ｆ 現場据付試運転報告書等の作成に要する費用 
ｇ 据付における完成図書等の作成に要する費用 
ｈ 据付における塗装膜厚施工管理に要する費用 
ｉ 据付における施工管理で使用するＯＡ機器の費用 
ｊ 品質証明に係る費用（品質証明費） 
ｋ 情報共有システムに係る費用（登録料および利用料） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
ａ 施工地域、工事場所を考慮した現場管理費率の補正は、表－１・７の現場管理費率に下表の補正値

を加算するものとする。  

施工地域・工事場所区分 補正値（％） 

市  街  地 １．５ 

山間僻地及び離島 ０．５ 

地方部 

施工場所が一般交通等の影響

を受ける場合 
１．０ 

施工場所が一般交通等の影響

を受けない場合 
０．０ 

 

注１） 施工地域の区分は以下のとおりとする。 
市街地：施工地域が人口集中地区（DID 地区）及びこれに準ずる地区をいう。 

DID 地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が 4,000 
人／km2 以上でその全体が 5,000 人以上となっている地域をいう。 

山間僻地及び離島：施工地域が人事院規則における特地勤務手当を支給するために指定した

地区、及びこれに準ずる地区をいう。 
地方部：施工地域が上記以外の地区をいう。 

注２） 施工場所の区分は以下のとおりとする。 
一般交通等の影響を受ける場合：①施工場所において、一般交通の影響を受ける場合 

②施工場所において、地下埋設物件の影響を受ける場合  
③施工場所において、５０ｍ以内に人家等が連なってい

る場合 
 

ｂ 施工地域区分が２つ以上となる場合の取扱い 
工事場所において地域区分が２つ以上となる場合には、補正値の大きい方を適用する。 

（３） 据付間接費 
１） 据付間接費の積算は（据付間接費対象額）×（据付間接費率）とする。 
２） 据付間接費対象額とは、直接工事費中の労務費のうち「機械設備据付工労務費」のみを対象とする。 

なお、機械設備据付工労務費は積雪寒冷地補正、夜間割増等を含んだ価格とする。 
３） 据付間接費率は、表－１・８によるものとする。 
４） 複数工種を一括発注する場合の据付間接費は、原則として主たる工種区分の率を適用するものとする。 

なお、主たる工種区分とは、据付間接費対象額が大なる工種区分をいう。 
また、鋼製付属設備の率は鋼製付属設備単独工事の場合に適用する。 

 
３ 設計技術費 
（１） 設計技術費の積算は（設計技術費対象額）×（設計技術費率）とする。 
（２） 設計技術費対象額は、「製作原価」「据付工事原価」の合計額とする。 
（３） 標準設計技術費率は、表－１・９によるものとする。 
（４） 詳細設計付き施工発注方式の場合も、表－１・９の設計技術費率によるものとする。 
（５） 複数工種を一括発注する場合の設計技術費は、原則として主たる工種区分の率を適用するものとする。

なお、主たる工種区分とは、設計技術費対象額が大なる工種区分をいう。 
また、鋼製付属設備の率は鋼製付属設備単独工事の場合に適用する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
 
４ 一般管理費等 

（１）一般管理費等の積算は（工事原価）×（一般管理費等率）とする。 
（２）一般管理費等率は次式により算定した値とする。 

一般管理費等率＝（標準一般管理費等率）×（前払金支出割合補正係数） 
×（機器単体費補正係数） 

１） 標準一般管理費等率は、表－１・１０によるものとする。 
２） 前払金支出割合補正係数は、表－１・１１による。 
３） 機器単体費補正係数は、表－１・１２による。 
４） 契約保証に係る費用は、別途積算する。 

 
５ 消費税等相当額 

消費税等相当額は、工事価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。 
 
６ 材料等の価格等の取扱い 

工事価格に係る各費目の積算に使用する材料等の価格等は、消費税等相当分を含まないものとする。 
 
７ 支給品の取扱い 
（１） 支給品とは設備の製作、据付けに際して別途契約により取得した材料、電力、機器単体品、製作品等を

受注者に支給するものをいう。 
（２） 支給品の現場管理費に対する取扱いは次のとおりとする。 

１） 直接材料、電力（ダム関係を除く）は全額を現場管理費算定の対象とする。 
２） 機器単体品費及び製作品等は現場管理費算定の対象としない。 

（３） 支給品は一般管理費等の算定の対象としない。 
 
８ 「処分費等」の取扱い 

「処分費等」とは、下記のものとし、「処分費等」を含む工事の積算は、当該処分費等を直接工事費に計上し、

間接工事費等の積算は表のとおりとする。 
１） 処分費（再資源化施設の受入費を含む） 
２） 上下水道料金 
３） 有料道路利用料 

区分 

処分費等が「共通仮設費対象額＋準備

費に含まれる処分費」に占める割合が３

％以下でかつ処分費等が３千万円以下

の場合 

処分費等が「共通仮設費対象額＋準備

費に含まれる処分費」に占める割合が３

％を超える場合又は処分費等が３千万

円を超える場合 

共通仮設費 

全額を率計算の対象とする。 

処分費等が「共通仮設費対象額＋準備

費」に占める割合の３％を超える金額は

、率計算の対象としない。ただし、対象

となる金額は３千万円を上限とする。 

現場管理費 

一般管理費等 

（注） １．上表の処分費等は、準備費に含まれる処分費を含むものとする。 
なお、準備費に含まれる処分費は伐開、除根等に伴うものである。 

２．設計技術費については、処分費等を率計算の対象としない。 
３．これにより難い場合は別途考慮するものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
９ 間接製作費の項目別対象表 

項 目 間接労務費 工場管理費 

材 料 費 × × 

機 器 単 体 費 × × 

労 務 費 ○ ○ 

塗 装 費 × ○ 

直 接 経 費 × ○ 

輸 送 費 × × 

間 接 
製作費 

間 接 労 務 費 － ○ 

工 場 管 理 費 × － 

支 給 
品 費 

直 接 材 料 費 × × 

電 力 × × 

機 器 単 体 品 × × 

製 作 品 × × 

○：対象とする  ×：対象としない 
 

10 間接工事費の項目別対象表 

項 目 共通仮設費 現場管理費 

輸 送 費 ○ ○ 

材 料 費 ○ ○ 

労 務 費 ○ ○ 

塗 装 費 ○ ○ 

直 接 経 費 ○ ○ 

仮 設 費 ○ ○ 

間 接 
工事費 

共 通 仮 設 費 － ○ 

(事業損失防止施設費) ○ ( ○ ) 

据 付 間 接 費 － × 

現 場 管 理 費 － － 

支 給 
品 費 

直 接 材 料 ○ ○ 

電 力 ○＊１ ○＊１ 

機 器 単 体 品 × × 

製 作 品 × × 

無 償 貸 付 評 価 額 ○ ○ 

○：対象とする  ×：対象としない  ＊１：ダム関係は除く 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
11 設計技術費、一般管理費等の項目別対象表 

項 目 設計技術費 一般管理費等 

製 
作 
原 
価 

材 料 費 ○ ○ 

機 器 単 体 費 ○ ○＊２ 

労 務 費 ○ ○ 

塗 装 費 ○ ○ 

直 接 経 費 ○ ○ 

間 接 
製作費 

間接労務費 ○ ○ 

工場管理費 ○ ○ 

据 
付 
工 
事 
原 
価 

輸 送 費 ○ ○ 

材 料 費 ○ ○ 

労 務 費 ○ ○ 

塗 装 費 ○ ○ 

直 接 経 費 ○ ○ 

仮 設 費 ○ ○ 

間 接 
工事費 

共通仮設費 ○ ○ 

据付間接費 ○ ○ 

現場管理費 ○ ○ 

無償貸付機械等評価額 × × 

設 計 技 術 費 － ○ 

支 
給 
品 
費 

直 接 材 料 ○ × 

電 力 × × 

機 器 単 体 品 × × 

製 作 品 × × 

○：対象とする  ×：対象としない  ＊２：補正あり 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
表－１・１ 材 料 割 増 率 

材   料   名 割増率(%) 備     考 

鋼板・ステンレスクラッド鋼板 １２  

ステンレス鋼板 １２  

銅板 ２５  

形鋼・平鋼 
ステンレス平鋼、ステンレス形鋼 

１０  

棒鋼、ステンレス棒鋼などの棒材・丸鋼 ２０ 鉄筋・ＰＣ鋼線は含まない 

鋼管、銅管などの管材 １０  

炭素鋼 １５ ポンプ主軸に適用 

鋳鉄 ２０  

〃 １０ ポンプケーシング吸吐出管に適用 

鋳鋼 ３０  

〃 ２０ ポンプ羽根車に適用 

ステンレス鋳鋼 ２０ ポンプ羽根車に適用 

銅合金鋳物 ４０  

〃 ２０ ポンプ羽根車に適用 

鍛鋼 ３０  

アルミニウム合金鋳物 ２０ 換気設備のファンロータに適用 

アルミニウム合金 板材 １２  

アルミニウム合金 形材・管材 １０  

（注） ステンレス鋼板で中形及び大形水門・堰、ダム用水門設備等の戸当り金物のように機械加工を伴う場合の

材料割増率は、25％とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
表－１・２ ス ク ラ ッ プ の 該 当 品 目 

材   料   名 スクラップの該当品目 

鋼板・ステンレスクラッド鋼板 ヘビーＨ１ 

ステンレス鋼板・銅板 
ステンレス平鋼、ステンレス形鋼 

ステンレス鋼板：ステンレス新断 
銅 板：銅くず（並） 

形鋼・平鋼 ヘビーＨ１ 

棒鋼、ステンレス棒鋼などの棒材・丸鋼 
普 通 棒 鋼 ・ 丸 鋼：鋼ダライ粉Ａ 
ステンレス鋼棒・丸鋼：ステンレス新断 

鋼管、銅管などの管材 
鋼     管：ヘビーＨ１ 
銅     管：銅くず（並） 

鋳鉄 銑ダライ粉Ａ 

鋳鋼 鋼ダライ粉Ａ 

銅合金鋳物 黄、青銅くず 鋳物（並） 

鍛鋼 鋼ダライ粉Ａ 

アルミニウム合金鋳物 アルミくず 機械鋳物 

（注） 表以外の材料は、別途当該材質の品目を適用する。 
 

表－１・３ 間 接 労 務 費 率 

工  種  区  分 間接労務費率(%) 備     考 

水門設備、除塵設備 
ダム施工機械設備 

７５ 
水門設備のうち河川用小形水門は

除く 

河川用小形水門設備、消融雪設備 
鋼製付属設備 

６０  

揚排水ポンプ設備、トンネル換気設備 ９０  

 
表－１・４ 工 場 管 理 費 率 

工  種  区  分 工場管理費率(%) 備     考 

水門設備、除塵設備 
ダム施工機械設備 

２０ 
水門設備のうち河川用小形水門は

除く 

河川用小形水門設備、消融雪設備 
鋼製付属設備 

２５  
 

揚排水ポンプ設備、トンネル換気設備 ３５  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表－１・３ 間 接 労 務 費 率 

工  種  区  分 間接労務費率(%) 備     考 

水門設備、除塵設備 
ダム施工機械設備 

７５ 
水門設備のうち小形水門設備は除

く 

小形水門設備、消融雪設備 
鋼製付属設備 

６０  

揚排水ポンプ設備、トンネル換気設備 ９０  

 
表－１・４ 工 場 管 理 費 率 

工  種  区  分 工場管理費率(%) 備     考 

水門設備、除塵設備 
ダム施工機械設備 

２０ 
水門設備のうち小形水門設備は除

く 

小形水門設備、消融雪設備 
鋼製付属設備 

２５  
 

揚排水ポンプ設備、トンネル換気設備 ３５  
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
表－１・５ 新設工事輸送費（沖縄・離島を除く） 

区  分 輸 送 費［円］ 「x」の定義 

河川用 
水門設備 

小

形

水

門 

プレートガーダ構造ロ

ーラーゲート 
(x×D＜1,500の場合) 
 y＝(58.8x＋155)×D＋51,000 
(x×D≧1,500の場合) 
 y＝(26.5x＋70)×D＋116,000 

扉体面積[㎡／門] 
     ×門数 

プレートガーダ構造ス

ライドゲート 

中

・大

形

水

門、

堰 

プレートガーダ構造ロ

ーラゲート 
(x×D＜1,500の場合) 
 y＝(44.9x＋337)×D＋51,000 
(x×D≧1,500の場合) 
 y＝(20.2x＋152)×D＋116,000 

プレートガーダ構造角

落し 

シェル構造ローラ 
ゲート 

(x×D＜1,500の場合) 
 y＝(135x－1,594)×D＋51,000 
(x×D≧1,500の場合) 
 y＝(60.9x－717)×D＋116,000 

起

伏

堰 
起伏ゲート 

｢小形水門10(㎡/門)未満｣及び｢中・大形水門、

堰10(㎡/門)以上｣に準ずる。 

ダム用 
水門設備 

放

流

設

備 

三方水密ラジアル 
ゲート 

 y＝(30.7x－242)×D＋1,226,000 

扉体面積[㎡／門] 
     ×門数 

四方水密ラジアル 
ゲート 

 y＝(252x－643)×D＋1,226,000 

制

水

設

備 

四方水密ローラ 
ゲート 

 y＝(105x＋694)×D＋1,226,000 

四方水密スライド 
ゲート 

 y＝(55.8x＋797)×D＋1,226,000 

放

流

管 

大容量放流管  y＝(12.4x－811)×D＋1,226,000 
放流管体積[m3] 
     ×条数 

大容量放流管 
（整流板のみ） 

 y＝(6.17x－170)×D＋1,226,000 面積[㎡]×面数 

小容量放流管  y＝(7.42x＋28)×D＋1,226,000 
放流管体積[m3] 
     ×条数 

取

水

設

備 

直線多段ゲート  y＝(55.5x＋922)×D＋1,226,000 
扉体面積[㎡／門] 
     ×門数 

円形多段ゲート  y＝(112x－132)×D＋1,226,000 体積[m3]×門数 

小容量放流設備ゲート 
・バルブ 

 y＝(1.54x－980)×D＋63,000 
口径[㎜]×門数 
(適用範囲： 
    x≧700) 

ゴム引布製起状ゲート設備 

(x×D＜1,500の場合) 
 y＝(17.4x＋12)×D＋51,000 
(x×D≧1,500の場合) 
 y＝(7.80x＋5)×D＋116,000 

扉体面積[㎡／門] 
     ×門数 

揚排水ポンプ 
設備 

固定機場  y＝(7.70x＋805)×D＋104,000 
ポンプ吐出量 
[m3／min]×台数 水中ポンプ 

（φ400以上） 
 y＝(11.0x＋264)×D＋104,000 

水中ポンプ 
（φ400未満） 

「道路排水設備」に準ずる。  

除塵設備  y＝52.0x×D＋145,000 対象設備質量[ｔ] 
（つづく） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 

区  分 輸 送 費［円］ 「x」の定義 

ダム施工機械設備  y＝26.6x×D＋1,226,000 対象設備質量[ｔ] 

トンネル換気 
設備 

ジェットファン・ブース

タファン 
 y＝(0.16x－132)×D＋124,000 

ファン口径[㎜] 
     ×台数 
(適用範囲： 
    x≧1000) 

トンネル非常用 
施設 

消火設備  y＝73.9x×D＋170,000 対象設備質量[ｔ] 

消融雪設備 

消雪設備 
（散・送水管） 

 y＝71.5x＋25,000 
散・送水管の延長 
[ｍ] 

消雪設備 
(ケーシング管･ストレー

ナ･揚水管) 
 y＝348x＋73,000 

ｹｰｼﾝｸﾞ管＋ｽﾄﾚｰﾅ＋揚

水管の延長[ｍ] 

融雪設備  y＝337x＋24,000 融雪面積[㎡] 

道路排水設備 
（φ400未満の揚排水ポンプ含） 

 y＝(0.85x＋44)×D＋103,000 
ポンプ口径 
  [㎜]×台数 

共同溝付帯設備  y＝215x×D＋69,000 対象設備質量[ｔ] 

駐車場設備  y＝30.6x×D＋180,000 対象設備質量[ｔ] 

車両重量計 
設備 

重量計 

(x×D＜1,500の場合) 
 y＝83.9x×D＋51,000 
(x×D≧1,500の場合) 
 y＝37.8x×D＋116,000 

対象設備質量[ｔ] 

軸重計  y＝75.1x×D＋140,000 対象設備質量[ｔ] 

道路用昇降設備  y＝88.2x×D＋130,000 対象設備質量[ｔ] 

ダム管理設備 

昇降設備 
（エレベーター） 

「道路用昇降設備」に準ずる。  

流木止設備 
 y＝52.9x×D＋199,000 対象設備質量[ｔ] 

係船設備 

遠方監視操作制御設備  y＝89.9x×D＋98,000 対象設備質量[ｔ] 

鋼製付属設備  y＝33.6x×D＋46,000 対象設備質量[ｔ] 

（注） １．輸送費［円］の算定式において、「ｘ」は「ｘの定義」によるものとし、［Ｄ］は想定輸送距離［㎞］、「対

象設備質量」は輸送品の質量とする。なお、輸送費[円］は 1,000 円未満を切り捨てるものとする。 
２．各算定式は、各章で定める構成機器全ての輸送費である。 
３．揚排水ポンプ設備には救急排水ポンプ設備は含まれないことから、別途積上げによる。 
４．消融雪設備には、プレキャスト製品の輸送には適用しないものとし、別途積上げによる。 
５．「鋼製付属設備」の算定式は、鋼製付属設備単独の工事及び水門等に付随する管理橋に適用するものと

し、他の設備の算定式には付随する鋼製付属設備（手摺、防護柵、タラップ及び埋設する据付架台等）を

含んでいる。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
表－１・６ 共 通 仮 設 費 率 

 
対象額 

 
 

適用区分 
工種区分 

300万円以下 300万円を超え５億円以下 
５億円を超えるも

の 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

水門設備、ゴム引布製起伏 
ゲート設備、ダム施工機械設備、 
ダム管理設備 

19.81 240.90 -0.1675 8.41 

揚排水ポンプ設備（新設）、除塵設備 17.80 212.61 -0.1663 7.60 

 
 

対象額 
 
 

適用区分 
工種区分 

300万円以下 300万円を超え１億円以下 
１億円を超えるも

の 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

揚排水ポンプ設備（維持修繕） 25.92 8679.61 -0.3898 6.61 

 
 

対象額 
 
 

適用区分 
工種区分 

300万円以下 300万円を超え２億円以下 
２億円を超え 

るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

道路付帯設備（トンネル換気設備・トン

ネル非常用施設・消融雪設備・道路排水

設備・共同溝付帯設備・ 
車両重量計設備） 

24.01 762.79 -0.2319 9.07 

（１） 算定式 
Ｋｒ＝Ａ・Ｐｂ 
ただし Ｋｒ ：共通仮設費率（％） 

Ｐ  ：対象額（円） 
Ａ・ｂ：変数値 

（注）Ｋｒの値は、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 

 
表－１・６ 共 通 仮 設 費 率 

 
対象額 

 
 

適用区分 
工種区分 

300万円以下 300万円を超え５億円以下 
５億円を超えるも

の 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

水門設備、ダム施工機械設備、 
ダム管理設備 

19.81 240.90 -0.1675 8.41 

揚排水ポンプ設備（新設）、除塵設備 17.80 212.61 -0.1663 7.60 

 
 

 
対象額 

 
 

適用区分 
工種区分 

300万円以下 300万円を超え１億円以下 
１億円を超えるも

の 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

揚排水ポンプ設備（維持修繕） 25.92 8679.61 -0.3898 6.61 

 
 

対象額 
 
 

適用区分 
工種区分 

300万円以下 300万円を超え２億円以下 
２億円を超え 

るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

道路付帯設備 24.01 762.79 -0.2319 9.07 

（１） 算定式 
Ｋｒ＝Ａ・Ｐｂ 
ただし Ｋｒ ：共通仮設費率（％） 

Ｐ  ：対象額（円） 
Ａ・ｂ：変数値 

（注）Ｋｒの値は、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
表－１・７ 現 場 管 理 費 率 

 
対象額 

 
適用区分 

 
工種区分 

300万円以下 300万円を超え５億円以下 
５億円を超え 
るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

水門設備、ゴム引布製起伏ゲート 
設備、ダム施工機械設備、 
ダム管理設備 

20.62 41.99 -0.0477 16.15 

揚排水ポンプ設備、除塵設備 22.64 87.29 -0.0905 14.25 

 
 

対象額 
 

適用区分 
 

工種区分 

300万円以下 300万円を超え２億円以下 
２億円を超え 
るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

道路付帯設備 
（トンネル換気設備・トンネル非常用施

設・消融雪設備・道路排水設備・共同溝

付帯設備・車両重量計設備） 

20.56 49.41 -0.0588 16.06 

（１） 算定式 
Ｊｏ＝Ａ・Ｐｂ 
ただし Ｊｏ ：現場管理費率（％） 

Ｐ  ：対象額（円） 
Ａ・ｂ：変数値 

（注）Ｊｏの値は、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 
 

表－１・８ 据 付 間 接 費 率 
工 種 区 分 据付間接費率(%) 備   考 

水門設備 

水門等 
新設 １３０ 

 
維持修繕 １４０ 

河川用小形 
水門設備 

新設  ８０ 
 

維持修繕  ９０ 

ゴム引布製起伏ゲート設備  ９０  

揚排水ポンプ設備 １４０  

除塵設備 １１０  

ダム施工機械設備 １１０  
トンネル換気設備、トンネル非常用施設、 
車両重量計、消融雪設備 

１１０  

道路排水設備・共同溝付帯設備  ９０  
ダム管理設備(流木止設備以外) １３０  
流木止設備  ８０  
鋼製付属設備  ６５ 単独工事に適用 

 

 
表－１・７ 現 場 管 理 費 率 

 
対象額 

 
適用区分 

 
工種区分 

300万円以下 300万円を超え５億円以下 
５億円を超え 
るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

水門設備、ダム施工機械設備、 
ダム管理設備 21.30 47.16 -0.0533 16.22 

揚排水ポンプ設備、除塵設備 23.83 105.57 -0.0998 14.30 

 
 

対象額 
 

適用区分 
 

工種区分 

300万円以下 300万円を超え２億円以下 
２億円を超え 
るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

道路付帯設備 21.78 59.51 -0.0674 16.41 

 
 
 
（１） 算定式 

Ｊｏ＝Ａ・Ｐｂ 
ただし Ｊｏ ：現場管理費率（％） 

Ｐ  ：対象額（円） 
Ａ・ｂ：変数値 

（注）Ｊｏの値は、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 
 

表－１・８ 据 付 間 接 費 率 
工 種 区 分 据付間接費率(%) 備   考 

水門設備 

水門等 
新設 １３０ 

 
維持修繕 １４０ 

小形水門設備 
新設  ８０ 

 
維持修繕  ９０ 

ゴム引布製起伏ゲート設備  ９０  

揚排水ポンプ設備 １４０  

除塵設備 １１０  

ダム施工機械設備 １１０  
トンネル換気設備、トンネル非常用施設、 
車両重量計、車両計測設備、消融雪設備、 
駐車場設備、道路用昇降設備 

１１０  

道路排水設備・共同溝付帯設備  ９０  
ダム管理設備(流木止設備以外) １３０  
流木止設備  ８０  
鋼製付属設備  ６５ 単独工事に適用 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
 

対象額 
 
 

適用区分 
工種区分 

1000万円以下 1000万円を超え10億円以下 
10億円を超え 
るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

水 
門 
設 
備 

河川用水門、ダム用水門、放流

管、取水設備、小容量放流設備

用ゲート・バルブ 
3.32 23.589 -0.1217 1.89 

ゴム引布製起伏ゲート設備 4.22 743.22 -0.3209 0.96 

揚排水ポンプ設備 4.47 65.910 -0.1669 2.07 

ダム施工機械設備 4.28 13.580 -0.0717 3.07 

トンネル換気設備 2.77 47.925 -0.1769 1.23 

 
 

対象額 
 
 

適用区分 
工種区分 

500万円以下 500万円を超え２億円以下 
２億円を超え 

るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

河川用小形水門設備 3.68 350.05 -0.2953 1.24 

除塵設備 3.77 170.04 -0.2469 1.52 

ダム管理設備 3.62 70.164 -0.1922 1.78 

トンネル非常用施設 3.21 43.530 -0.1690 1.72 

車両重量計 3.55 25.921 -0.1289 2.21 

消融雪設備 2.80 351.05 -0.3131 0.88 

道路排水設備・共同溝付帯設備 4.34 40.425 -0.1447 2.54 

鋼製付属設備（単独工事に適用） 3.68 350.05 -0.2953 1.24 

（１） 算定式 
Ｓｅ＝Ａ・Ｐｂ 
ただし Ｓｅ ：設計技術費率（％） 

Ｐ  ：対象額（円） 
Ａ・ｂ：変数値 

（注）Ｓｅの値は、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 

 
 

対象額 
 
 

適用区分 
工種区分 

1000万円以下 1000万円を超え10億円以下 
10億円を超え 
るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

水門設備（小形水門設備除く） 3.32 23.589 -0.1217 1.89 

ゴム引布製起伏ゲート設備 4.22 743.22 -0.3209 0.96 

揚排水ポンプ設備 4.47 65.910 -0.1669 2.07 

ダム施工機械設備 4.28 13.580 -0.0717 3.07 

トンネル換気設備、駐車場設備、 
道路用昇降設備 

2.77 47.925 -0.1769 1.23 

 
 
 

 
対象額 

 
 

適用区分 
工種区分 

500万円以下 500万円を超え２億円以下 
２億円を超え 

るもの 

下記の率と 
する。 

(1)の算定式より算出された 
率とする。ただし、変数値は 
下記による。 

下記の率と 
する。 

Ａ ｂ 

小形水門設備 3.68 350.05 -0.2953 1.24 

除塵設備 3.77 170.04 -0.2469 1.52 

ダム管理設備 3.62 70.164 -0.1922 1.78 

トンネル非常用施設 3.21 43.530 -0.1690 1.72 

車両重量計、車両計測設備 3.55 25.921 -0.1289 2.21 

消融雪設備 2.80 351.05 -0.3131 0.88 

道路排水設備・共同溝付帯設備 4.34 40.425 -0.1447 2.54 

鋼製付属設備（単独工事に適用） 3.68 350.05 -0.2953 1.24 

（１） 算定式 
Ｓｅ＝Ａ・Ｐｂ 
ただし Ｓｅ ：設計技術費率（％） 

Ｐ  ：対象額（円） 
Ａ・ｂ：変数値 

（注）Ｓｅの値は、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
表－１・１０ 標 準 一 般 管 理 費 等 率 

対  象  額 標準一般管理費等率 

５００万円以下 １６．０３ ％ 

５００万円を超え 
３０億円以下 

Ｇ１＝－１．５４３４Ｌｏｇ（Ｃ１）＋２６．３６８ 
ただし、Ｇ１ ：標準一般管理費等率（％） 

Ｃ１ ：対象額（単位：円） 

３０億円を超えるもの １１．７４ ％ 

（注） Ｇ１の値は、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 
 

表－１・１１ 前 払 金 支 出 割 合 補 正 係 数 

前払金支出割合 
区     分 

０％から 
５％以下 

５％を超え 
１５％以下 

１５％を超え 
２５％以下 

２５％を超え 
３５％以下 

３５％を超え 
４０％以下 

補正係数 １．０５ １．０４ １．０３ １．０１ １．００ 

（注） なお、各機関で別途定めているところは各機関の定めによる。 
 

表－１・１２ 機 器 単 体 費 補 正 係 数 
 

Ｋ 
Ｒ＝１ －  

１．２５ 
 

ただし、Ｒ：機器単体費補正係数（小数） 
Ｋ：工事原価に占める機器単体費の比率（小数） 

 
（注） Ｒ及びＫは、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 

 

 
表－１・１０ 標 準 一 般 管 理 費 等 率 

対  象  額 標準一般管理費等率 

５００万円以下 ２１．７８ ％ 

５００万円を超え 
３０億円以下 

Ｇ１＝－３．５９８１Ｌｏｇ（Ｃ１）＋４５．８８３ 
ただし、Ｇ１ ：標準一般管理費等率（％） 

Ｃ１ ：対象額（単位：円） 

３０億円を超えるもの １１．７８ ％ 

（注） Ｇ１の値は、小数点以下第３位を四捨五入して第２位止めとする。 
 

 
 
 
 

現行のとおり 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 水門設備 

第２ ダム用水門設備 



1－2－49 

平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
第２章 水門設備 

 
第２ ダム用水門設備 
１ 適用範囲 

この基準は、ダム用水門設備の製作、据付けに適用する。 
 

１－１ 区分及び構成 
水門設備の区分及び構成は、表－２・２７のとおりとする。 

 
表－２・２７ 区 分 及 び 構 成 

区    分 構        成 

放 流 設 備 
扉体、戸当り、開閉装置、基礎材、空気管、充水装置、操作制御設備

等 

制 水 設 備 
扉体、戸当り、開閉装置、基礎材、空気管、充水装置、操作制御設備

等 

取 水 設 備 
扉体、戸当り、開閉装置、整流装置、スクリーン、取水塔、操作制御

設備等 

放 
流 
管 

大容量放流管 フード、ベルマウス、管胴、整流板等 

小容量放流管 ベルマウス、直管、曲管、漸縮管、異径管、分岐管等 

小容量放流設備用ゲート・バルブ 
扉体又は弁体、ﾎﾞﾝﾈｯﾄ、ｹｰｼﾝｸﾞ又は弁胴、ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰ、開閉装置、空

気管、充水装置、操作制御設備等 

付 属 設 備 操作橋、管理橋、階段、手摺等 

（注） １．制水設備とは、予備水門扉又は修理用水門扉に使用されるプレートガーダ構造のローラゲート、スライ

ドゲート（サーニットゲートを含む）をいう。 
２．取水設備とは、円形多段及び直線多段ゲートをいう。 
３．大容量放流管とは、ダムの放流設備の上流部に設けられる矩形断面を有する管路及び下流部に設けられ

る整流板等をいう。 
４．小容量放流管とは、円形断面を有する取水設備、小容量放流設備用水圧鉄管及び発電用水圧鉄管をいう。 
５．水門設備に付随する、管理橋、階段、防護柵等の付属設備の製作据付は、「第１８章 鋼製付属設備」

によるものとする。 
 

 
 
 
 現行どおり 
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河川用

水門設備

制水設備

三方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ（ｸﾚｽﾄﾛｰﾗｹﾞｰﾄ）

四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ（予備ｹﾞｰﾄ、修理用ｹﾞｰﾄ）

四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ：ｻｰﾆｯﾄｹﾞｰﾄ含む

横引きゲート

放流設備

（予備ｹﾞｰﾄ、修理用ｹﾞｰﾄ）

取水設備 直線多段ｹﾞｰﾄ 整流装置

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置

円形多段ｹﾞｰﾄ 整流装置

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置

半円形多段ｹﾞｰﾄは、別途積上げによる

ｽｸﾘｰﾝ（受桁を含む）

ｽｸﾘｰﾝ（受桁を含む）

小容量放流設備用

ｹﾞｰﾄ・ﾊﾞﾙﾌﾞ

ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ

高圧ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ
ﾎﾛｰｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾌｨｯｸｽﾄｺｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ

整流管

整流板

大容量放流管

ベルマウス部

管胴放流管

ﾍﾞﾙﾏｳｽ部

整流板

フード

部分管理形

小容量放流管

漸縮管

異径管

全管路形

直管・曲管・分岐管

水門設備

プレートガーダ構造ローラゲート

プレートガーダ構造角落しゲート
プレートガーダ構造ローラゲート

プレートガーダ構造スライドゲート

三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ（ｸﾚｽﾄﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ）
四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ（ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ、ｺﾝﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ）

小形水門

起伏堰

特殊ゲート

ダム用

起伏ゲート（トルク軸型）

ゴム引布製起伏堰ゲート

マイタゲート、スイングゲート

中・大形水門・堰

シェル構造ローラゲート

準
用
で
き
る

準用できる

準用できる

準用できる

準用できる

河川用

水門設備

制水設備

三方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ（ｸﾚｽﾄﾛｰﾗｹﾞｰﾄ）

四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ（予備ｹﾞｰﾄ、修理用ｹﾞｰﾄ）

四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ：ｻｰﾆｯﾄｹﾞｰﾄ含む

横引きゲート

放流設備

（予備ｹﾞｰﾄ、修理用ｹﾞｰﾄ）

取水設備 直線多段ｹﾞｰﾄ 整流装置

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置

円形多段ｹﾞｰﾄ 整流装置

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置

半円形多段ｹﾞｰﾄは、別途積上げによる

ｽｸﾘｰﾝ（受桁を含む）

ｽｸﾘｰﾝ（受桁を含む）

小容量放流設備用

ｹﾞｰﾄ・ﾊﾞﾙﾌﾞ

ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ

高圧ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ
ﾎﾛｰｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ

ﾌｨｯｸｽﾄｺｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ

整流管

整流板

大容量放流管

ベルマウス部

管胴放流管

ﾍﾞﾙﾏｳｽ部

整流板

フード

部分管理形

小容量放流管

漸縮管

異径管

全管路形

直管・曲管・分岐管

水門設備

プレートガーダ構造ローラゲート

プレートガーダ構造角落しゲート
プレートガーダ構造ローラゲート

プレートガーダ構造スライドゲート

三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ（ｸﾚｽﾄﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ）
四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ（ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ、ｺﾝﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄ）

小形水門

起伏堰

特殊ゲート

ダム用

起伏ゲート（トルク軸型）

ゴム引布製起伏堰ゲート

マイタゲート、スイングゲート

中・大形水門・堰

シェル構造ローラゲート

準
用
で
き
る

準用できる

準用できる

準用できる

準用できる

平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
１－２ 区分の解説 

表－２・２７における、区分に該当する設備は以下のとおりとする。 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 河川用水門設備とダム用水門設備に区分されているが、構造が同じであれば、相互に準用できる。 
② ダム用水門設備の制水設備は、「水圧バランス操作方式の水門」「流水遮断が可能な水門」のどちらにも適用可

能である。 
③ ダム用水門設備の放流設備において、クレストゲート等に三方水密ローラゲートを使用する場合は、河川用水

門のプレートガーダ構造ローラゲートを準用出来るものとする。 
④ ダム用水門設備の放流設備において四方水密ローラゲートを使用する場合は、制水設備の四方水密ローラゲー

トを準用出来るものとする。 
⑤ 小容量放流設備用ゲート・バルブに設置する整流管は、小容量放流管を準用出来るものとする。 
⑥ 小容量放流設備用ゲート・バルブに設置する整流板は、大容量放流管の整流板を準用出来るものとする。 

 

 
１－２ 区分の解説 

表－２・２７における、区分に該当する設備は以下のとおりとする。 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 河川用水門設備とダム用水門設備に区分されているが、構造が同じであれば、相互に準用できる。 
② ダム用水門設備の制水設備は、「水圧バランス操作方式の水門」「流水遮断が可能な水門」のどちらにも適用可

能である。 
③ ダム用水門設備の放流設備において、クレストゲート等に三方水密ローラゲートを使用する場合は、河川用水

門のプレートガーダ構造ローラゲートを準用出来るものとする。 
④ ダム用水門設備の放流設備において四方水密ローラゲートを使用する場合は、制水設備の四方水密ローラゲー

トを準用出来るものとする。 
⑤ 小容量放流設備用ゲート・バルブに設置する整流管は、小容量放流管を準用出来るものとする。 
⑥ 小容量放流設備用ゲート・バルブに設置する整流板は、大容量放流管の整流板を準用出来るものとする。 

 

 

 
 

（10m2未満）

（10m2未満） 

準用出来る 

準用出来る 

準用出来る 

準用出来る 

準
用
出
来
る 

（10m2未満）

（10m2未満） 

準用出来る 

準用出来る 

準用出来る 

準用出来る 

準
用
出
来
る 

含まない） 

部分管路形 
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⑦ 大容量放流管に円形断面の全管路形を使用する場合は、「小容量放流管」を準用出来るものとする。 
⑧ 小容量放流設備用ゲート・バルブ等に設置する「異径管（円形断面から矩形断面等の径の断面が異なる管）」

は、漸縮管を準用出来るものとする。 
⑨ 側壁付円形多段ゲートの扉体、整流装置、開閉装置は円形多段ゲートを準用出来るものとする。 

（注）上記について、構造上特に異なるものには別途積算するものとする。 
 
２ 直接製作費 
２－１ 材料費 
（１） 材料費構成 

材料費の構成は、次のとおりとする。 
材料費 ＝ 主要部材費 ＋ 副部材費 ＋ 部品費 ＋ 補助材料費 

（２） 主要部材費 
１） 主要部材費の積算は、次式による。なお、各区分毎の主要部材の範囲は、表－２・２８のとおりとす

る。 
主要部材費 ＝ 主要部材所要量 × 主要部材単価 

２） 主要部材の所要量の算定及び主要部材単価は「第１章一般共通 第５ １－１（１） １）」直接材

料費に準ずる。 
３） 鋼材単価に関するエキストラは、必要に応じて計上するものとする。 
４） 主要部材には水密ゴム押え金物、クサビは含まれない（副部材に含まれる）。 
５） 円形多段ゲートの主要部材には、シーブブラケットが含まれるが、その他のゲートについては副部材

に含まれる。 
（３） 副部材費 

１） 副部材費の積算は、次式による。なお、各区分毎の副部材の範囲は、表－２・２８のとおりとする。 
なお、副部材費率は、表－２・２９によるものとする。 
副部材費 ＝ 主要部材費 × 副部材費率 （％） 

２） プレートガーダ構造のゲートのカバープレートは、副部材料費率に含まれないため、所要量を副部材

費として別途積上げるものとする。 
３） 四方水密ラジアルゲートの開閉器は油圧シリンダ式開閉装置であり、副部材費率には油圧配管は含ま

れていないため、所要量を副部材費として別途積上げるものとする。 
 

 
⑦ 大容量放流管に円形断面の全管路形を使用する場合は、「小容量放流管」を準用出来るものとする。 
⑧ 小容量放流設備用ゲート・バルブ等に設置する「異径管（円形断面から矩形断面等の径の断面が異なる管）」は、

漸縮管を準用出来るものとする。 
⑨ 側壁付円形多段ゲートの扉体、整流装置、開閉装置は円形多段ゲートを準用出来るものとする。 

（注）上記について、構造上特に異なるものには別途積算するものとする。 
 
２ 直接製作費 
２－１ 材料費 
（１） 材料費構成 

材料費の構成は、次のとおりとする。 
材料費 ＝ 主要部材費 ＋ 副部材費 ＋ 部品費 ＋ 補助材料費 

（２） 主要部材費 
１） 主要部材費の積算は、次式による。なお、各区分毎の主要部材の範囲は、表－２・２８のとおりとす

る。 
主要部材費 ＝ 主要部材所要量 × 主要部材単価 

２） 主要部材の所要量の算定及び主要部材単価は「第１章一般共通 第５ １ １－１（１） １）直接

材料費」に準ずる。 
３） 鋼材単価に関するエキストラは、必要に応じて計上するものとする。 
４） 主要部材には水密ゴム押え金物、クサビは含まれない（副部材に含まれる）。 
５） 円形多段ゲートの主要部材には、シーブブラケットが含まれるが、その他のゲートについては副部材

に含まれる。 
（３） 副部材費 

１） 副部材費の積算は、次式による。なお、各区分毎の副部材の範囲は、表－２・２８のとおりとする。 
なお、副部材費率は、表－２・２９によるものとする。 
副部材費 ＝ 主要部材費 × 副部材費率 （％） 

２） プレートガーダ構造のゲートのカバープレートは、副部材料費率に含まれないため、所要量を副部材

費として別途積上げるものとする。 
３） 四方水密ラジアルゲートの開閉器は油圧シリンダ式開閉装置であり、副部材費率には油圧配管は含ま

れていないため、所要量を副部材費として別途積上げるものとする。 
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表－２・２８ 主要部材・副部材範囲 

区     分 
主 要 ・ 副 部 材 の 範 囲 

主要部材(所要量を積上げる部材) 副部材(副部材費率に含まれる部材) 

放 
流 
設 
備 

三方水密 
ラジアル 
ゲート 

扉  体 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､主桁(F､W)､補助桁(F､W)､
端縦桁(F､W)､ｼｰﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ)､脚柱(F､
W)､脚柱間ﾄﾗｽ(F､W)､ﾄﾗﾆｵﾝﾊﾌﾞ(F､W､

ﾄﾗﾆｵﾝﾎﾞｽ)､ﾄﾗﾆｵﾝﾋﾟﾝ(主軸) 

扉体を構成する主要部材以外の部材（ｼ

ｰﾌﾞ軸､ｻｲﾄﾞﾛｰﾗ､点検用梯子､手摺､歩廊

滑り止め、開度計取付金物､非常上限検

出金物取付材等を含む） 
戸 当 り 敷金物(敷金物桁､敷金物ｺﾞﾑ当り)側部

戸当り金物(側部戸当りｺﾞﾑ当り､裏桁) 
戸当りを構成する主要部材以外の部材 

開閉装置 ﾄﾞﾗﾑ(ｼｪﾙ､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾎﾞｽ)､各ｷﾞﾔ､ﾋﾟﾆｵﾝ､ｼｰ

ﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､軸)､軸類(ﾄﾞﾗﾑ軸､

ｷﾞﾔ軸､ﾋﾟﾆｵﾝ軸､ﾄﾙｸ軸)､開閉装置ﾌﾚｰﾑ

(主桁F･W) 

開閉装置を構成する主要部材以外の部

材(ｵｲﾙ受け､ｷﾞﾔ等のｶﾊﾞｰ､大形開閉装置

等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む) 
基 礎 材 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ部(ﾄﾗﾆｵﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ)､ﾄ

ﾗﾆｵﾝｶﾞｰﾀﾞ部(ﾄﾗﾆｵﾝｶﾞｰﾀﾞ､ｶﾞｰﾀﾞ補助

桁､ｶﾞｰﾀﾞﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ)､ﾃﾝｼｮﾝﾋﾞｰﾑ部(F､
W､支圧板)､ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝﾋﾞｰﾑ部(F､W､

支圧板)ｽﾗｽﾄ受台(ｽﾗｽﾄ受板) 

基礎材を構成する主要部材以外の部材

（ﾏﾝﾎｰﾙ等を含む） 

四方水密 
ラジアル 
ゲート 

扉  体 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､主桁(F､W)､補助桁(F､W)､
端縦桁(F､W)､脚柱(F､W)､脚間補剛材

(F､W)脚ﾌﾞﾚｰｽ(F､W)､ﾄﾗﾆｵﾝﾊﾌﾞ(F､W､

ﾄﾗﾆｵﾝﾎﾞｽ)､ﾄﾗﾆｵﾝﾋﾟﾝ(主軸) 

扉体を構成する主要部材以外の部材（ｻ

ｲﾄﾞﾛｰﾗ､点検用梯子､手摺､歩廊滑り止

め、開度計取付金物､非常上限検出金物

取付材､ｾｸﾄﾋｰﾀ取付座等を含む） 

戸 当 り 敷金物(桁､受台)､空気箱(ﾎﾞｯｸｽ､端面

板)､側部戸当り金物(ｺﾞﾑ当り､裏桁)､
上部戸当り金物(取付部､噴流防止ｺﾞﾑ

取付座) 

戸当りを構成する主要部材以外の部材

(空気箱部のｽﾃｨﾌﾅ､ﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ等を含む) 

開閉装置 軸受部ﾌﾞﾗｹｯﾄ､休止装置 開度計架台等 
基 礎 材 ﾍﾟﾃﾞｽﾀﾙ部(ﾄﾗﾆｵﾝﾌﾞﾗｹｯﾄ)､ﾄﾗﾆｵﾝｶﾞｰﾀﾞ

部(ﾄﾗﾆｵﾝｶﾞｰﾀﾞ､補助桁､ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ)､ﾃﾝｼｮ
ﾝﾋﾞｰﾑ(F､W)､ﾃﾝｼｮﾝﾋﾞｰﾑ支圧板(F､W)､
PC部(ｼｰｽ管､ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ) 

基礎材を構成する主要部材以外の部材

（ﾏﾝﾎｰﾙ等を含む） 

（つづく） 
 

 
 現行どおり 
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区     分 
主 要 ・ 副 部 材 の 範 囲 

主要部材(所要量を積上げる部材) 副部材(副部材費率に含まれる部材) 

制 
水 
設 
備 

四方水密 
ローラ 
ゲート 

扉  体 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､主桁(F､W)､補助桁(F､W)､
端縦桁(F､W)､主ﾛｰﾗ部(主ﾛｰﾗ､軸)､ｼｰ
ﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ) 

扉体を構成する主要部材以外の部材（ｼ

ｰﾌﾞ軸､ｻｲﾄﾞﾛｰﾗ､扉体付点検用梯子、手摺

等を含む） 
戸 当 り 敷金物(桁､水密板)､側部戸当り金物

(主ﾛｰﾗﾚｰﾙ､ﾛｰﾗ踏面､水密部､ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚ

ｰﾄ､ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾗﾚｰﾙ､膜板)､上部戸当り金

物(水密部､ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ) 

戸当りを構成する主要部材以外の部材 

開閉装置 ﾄﾞﾗﾑ(ｼｪﾙ､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾎﾞｽ)､各ｷﾞﾔ､ﾋﾟﾆｵﾝ､ｼｰ

ﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､軸)､軸類(ﾄﾞﾗﾑ軸､

ｷﾞﾔ軸､ﾋﾟﾆｵﾝ軸､ﾄﾙｸ軸)､開閉装置ﾌﾚｰﾑ

(主桁F･W) 

開閉装置を構成する主要部材以外の部

材(ｵｲﾙ受け､ｷﾞﾔ等のｶﾊﾞｰ､大形開閉装置

等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む) 
四方水密 
スライド 
ゲート 

扉  体 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､主桁(F､W)､補助桁(F､W､

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑF･W)､端縦桁(F､W､ｶﾞｲﾄﾞｼｭ

ｰ､支圧板)､ｼｰﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ) 

扉体を構成する主要部材以外 
の部材（ｼｰﾌﾞ軸､扉体付点検用梯子、手

摺等を含む） 
戸 当 り 敷金物(桁､水密板)､側部戸当り金物(ﾚ

ｰﾙ､支圧板､水密板､ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ､ｶﾞｲﾄﾞ

ﾛｰﾗﾚｰﾙ､膜板)､上部戸当り金物(水密

部､ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ) 

戸当りを構成する主要部材以外の部材 

開閉装置 ﾄﾞﾗﾑ(ｼｪﾙ､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾎﾞｽ)､各ｷﾞﾔ､ﾋﾟﾆｵﾝ､ｼｰ

ﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､軸)､軸類(ﾄﾞﾗﾑ軸､

ｷﾞﾔ軸､ﾋﾟﾆｵﾝ軸､ﾄﾙｸ軸)､開閉装置ﾌﾚｰﾑ

(主桁F･W) 

開閉装置を構成する主要部材以外の部

材(ｵｲﾙ受け､ｷﾞﾔ等のｶﾊﾞｰ､大形開閉装置

等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む) 
取 
水 
設 
備 

直線多段 
ゲート 

扉  体 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､主桁(F､W)､補助桁(F､W)､
端縦桁(F､W)､吊桁部(吊桁F､W)､主ﾛｰ

ﾗ部(主ﾛｰﾗ､軸)､ｼｰﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ) 

扉体を構成する主要部材以外の部材（ｼ

ｰﾌﾞ軸､扉体付点検用梯子、手摺等を含

む） 
戸 当 り 敷金物(敷金物桁､敷金物ｺﾞﾑ当り)､戸

当り金物(主ﾛｰﾗﾚｰﾙF･W､ｺﾞﾑ当り､膜

板､基礎金物) 

戸当りを構成する主要部材以外の部材 

整流装置 整流板(上面板･側面板･下面板各F､
W) 

整流板(補助桁､継ぎ手材､裏当て材)､手
摺等 

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置 主桁(F､W)､補助桁(F､W)､ｼｰﾌﾞ部(ﾌﾞﾗ
ｹｯﾄF､W､ｼｰﾌﾞ)､ﾃﾝｼｮﾝﾛｯ ﾄﾞ 

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置を構成する主要部材以外の

部材(取水深変更装置､戸当りｶﾞｲﾄﾞ･取

付材､手摺等を含む) 
開閉装置 ﾄﾞﾗﾑ(ｼｪﾙ､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾎﾞｽ)､各ｷﾞﾔ､ﾋﾟﾆｵﾝ､ｼｰ

ﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､軸)､軸類(ﾄﾞﾗﾑ軸､

ｷﾞﾔ軸､ﾋﾟﾆｵﾝ軸､ﾄﾙｸ軸)､開閉装置ﾌﾚｰﾑ

(主桁F･W) 

開閉装置を構成する主要部材以外の部

材(ｵｲﾙ受け､ｷﾞﾔ等のｶﾊﾞｰ､大形開閉装置

等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む) 
スクリーン ﾊﾟﾈﾙ部(ｽｸﾘｰﾝﾊﾞｰ､綴りﾊﾞｰ､ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟ

ｰｽ)､受桁(F､W) 
ﾊﾟﾈﾙ部(止め金具､ﾋﾝｼﾞ､取付板)､ｽｸﾘｰﾝ
受け台等 

（つづく） 
 

 
 現行どおり 
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区     分 

 

主 要 ・ 副 部 材 の 範 囲 

主要部材(所要量を積上げる部材) 副部材（副部材費率に含まれる部材) 

取 
水 
設 
備 

円形多段 
ゲート 

扉  体 管胴部(管胴呑口部､管胴､ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀﾞ)､
ﾊﾝｶﾞｰ掛金物部(掛金物､ﾌﾞﾗｹｯﾄ)､ｶﾞｲﾄﾞ
ﾛｰﾗ部(ｶﾞｲﾄﾞｱｰﾑF､W､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾛｰﾗ､

軸)､ｼｰﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ) 

扉体(管胴)を構成する主要部材以外の

部材（ｼｰﾌﾞ軸､ﾊﾝｶﾞｰ掛金物部のｷｰﾌﾟﾚｰﾄ

等を含む） 

戸当り 取水塔に含まれる。  
開閉装置 ﾄﾞﾗﾑ(ｼｪﾙ､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾎﾞｽ)､各ｷﾞﾔ､ﾋﾟﾆｵﾝ､ｼｰ

ﾌﾞ部(ｼｰﾌﾞ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､軸)､軸類(ﾄﾞﾗﾑ軸､

ｷﾞﾔ軸､ﾋﾟﾆｵﾝ軸､ﾄﾙｸ軸)､開閉装置ﾌﾚｰﾑ

(主桁F､W) 

開閉装置を構成する主要部材以外の部

材(ｵｲﾙ受け､ｷﾞﾔ等のｶﾊﾞｰ､大形開閉装置

等に設ける開閉装置付の点検用梯子を

含む) 
整流装置 整流板(ｺｰﾝ､上面板･側面板･下面板各

F､W) 
整流板(補助桁､継ぎ手材､裏当て材)､手
摺等 

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置 主桁(F､W)､補助桁(F､W)､ｼｰﾌﾞ部(ﾌﾞﾗ
ｹｯﾄF､W､ｼｰﾌﾞ)､ﾃﾝｼｮﾝﾛｯ ﾄﾞ 

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置を構成する主要部材以外の

部材(取水深変更装置､戸当りｶﾞｲﾄﾞ･取

付材､手摺等を含む) 
取水塔 支柱(F､W)水平桁(F､W)､補助桁(F､

W)､床板部(床板､床桁) 
取水塔を構成する主要部材以外の部材

(ｽｸﾘｰﾝ受け台を含む) 
スクリーン ﾊﾟﾈﾙ部(ｽｸﾘｰﾝﾊﾞｰ､綴りﾊﾞｰ､ﾃﾞｨｽﾀﾝｽﾋﾟ

ｰｽ) 
ﾊﾟﾈﾙ部(止め金具､ﾋﾝｼﾞ､取付板)等 

放 
流 
管 

大容量放 
流管 

管胴 
ﾍﾞﾙﾏｳｽ 

管胴部(管胴板､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀﾞ、ｽﾃｨ

ﾌﾅ) 
管胴部(吊ﾌｯｸ､ｼﾞﾍﾞﾙ､ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ､裏当

て金､止水板)､内部支保工等 

フード 上面板、底面板､側面板 吊ﾌｯｸ､ｽﾃｨﾌﾅ等 
整流板 底面板､側面板､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀﾞ ｼﾞﾍﾞﾙ､ｽﾃｨﾌﾅ、ｴﾝﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ､内部支保工等 

小容量放流管 管胴部(管胴板､ﾌﾗﾝｼﾞ､ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀﾞ、ｽﾃｨ

ﾌﾅ) 
管胴部(吊ﾌｯｸ､ｼﾞﾍﾞﾙ､ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ､止水

板)等 

小
容
量
放
流
設
備
用
ゲ
ー
ト
・
バ
ル
ブ 

ジェット 
フローゲ 
ート 

扉体部 板構造 ｹﾞｰﾄﾘｰﾌ､摺動板 扉体を構成する主要部材以外の部材 
桁構造 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､主桁(F､W)､端縦桁(F､W)､

縦桁(F､W)､ｽﾃﾑﾎﾞｽ､摺動板 
扉体を構成する主要部材以外の部材 

ｹｰｼﾝｸﾞ部 漸拡管､漸拡管ﾌﾗﾝｼﾞ､ｹｰｼﾝｸﾞ胴板､ｹｰｼ

ﾝｸﾞF､ｹｰｼﾝｸﾞ水平桁(F､W)､ｺﾆｶﾙﾉｽﾞﾙ､
ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ､ｼｰﾙﾘﾝｸﾞ押え､支圧板 

ｹｰｼﾝｸﾞｽﾃｨﾌﾅ等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ部 ﾎﾞﾝﾈｯﾄ胴板､ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ､ﾎﾞﾝﾈｯﾄ水平

桁(F､W)､支圧板 
ﾎﾞﾝﾈｯﾄｽﾃｨﾌﾅ､縦桁､吊り金物、脚等 
 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ 
ｶﾊﾞｰ部 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰ(F､W) ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰｽﾃｨﾌﾅ､ﾊﾟｯｷﾝ押え等 
 

（つづく） 
 

 
現行どおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
 

区     分 
主 要 ・ 副 部 材 の 範 囲 

主要部材(所要量を積上げる部材) 副部材(副部材費率に含まれる部材) 

小
容
量
放
流
設
備
用
ゲ
ー
ト
・
バ
ル
ブ 

 

高圧スラ 
イドゲー 
ト 

扉体部 板構造 ｹﾞｰﾄﾘｰﾌ､摺動板 扉体を構成する主要部材以外の部材 
桁構造 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､側板(F､W)､主桁(F,W)､端

縦桁(F､W)､縦桁(F､W)､ｽﾃﾑﾎﾞｽ､摺動

板 

扉体を構成する主要部材以外の部材 

ｹｰｼﾝｸﾞ部 ｹｰｼﾝｸﾞ胴板､ｹｰｼﾝｸﾞF､ｹｰｼﾝｸﾞ水平桁

(F､W)､支圧板 
ｹｰｼﾝｸﾞｽﾃｨﾌﾅ等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ部 ﾎﾞﾝﾈｯﾄ胴板､ﾎﾞﾝﾈｯﾄF､ﾎﾞﾝﾈｯﾄ水平桁

(F,W)､支圧板 
ﾎﾞﾝﾈｯﾄｽﾃｨﾌﾅ､縦桁､吊り金物､脚等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰ部 ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰ(F､W) ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰｽﾃｨﾌﾅ､ｴｱ抜き管､ﾊﾟｯｷﾝ押え､

空気管F､空気管座板等 
スルース 
バルブ 

扉体部 板構造 ｹﾞｰﾄﾘｰﾌ､摺動板 扉体を構成する主要部材以外の部材 
桁構造 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､側板(F､W)､主桁(F､W)､端

縦桁(F､W)､縦桁(F､W)､ｽﾃﾑﾎﾞｽ､摺動

板 

扉体を構成する主要部材以外の部材 

ｹｰｼﾝｸﾞ部 ｹｰｼﾝｸﾞ胴板､ｹｰｼﾝｸﾞF､ｹｰｼﾝｸﾞ水平桁

(F､W)､支圧板 
ｹｰｼﾝｸﾞｽﾃｨﾌﾅ等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ部 ﾎﾞﾝﾈｯﾄ胴板､ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ､ﾎﾞﾝﾈｯﾄ水平

桁(F､W)､支圧板 
ﾎﾞﾝﾈｯﾄｽﾃｨﾌﾅ､縦桁､吊り金物､脚等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ 
ｶﾊﾞｰ部 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰ(F､W) ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰｽﾃｨﾌﾅ､ｴｱ抜き管､ﾊﾟｯｷﾝ押え

等 
ホロー 
ジェット 
バルブ 

スピン 
ドル式 

上・下流側本体､ﾆｰﾄﾞﾙ､ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ､ 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ､ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙｶﾊﾞｰ､本体ｻﾎﾟｰﾄ主桁､

本体内筒 

ｽﾌﾟﾘｯﾀ､ｽｸﾘｭｰ軸､中間軸､駆動軸､ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾅｯﾄ､吊金物､ｽﾃｨﾌﾅ､ﾌﾞﾗｹｯﾄ､ﾊﾟｯｷﾝ押え等 

油圧式 上・下流側本体､ﾆｰﾄﾞﾙ､ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｰ､ 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ(上下流)､ｼｰﾄ､ﾌﾞｯｼｭ(上下流)､ｼ
ﾘﾝﾀﾞｶﾊﾞｰ､本体ｻﾎﾟｰﾄ主桁､ｼﾘﾝﾀﾞ 

ｽﾌﾟﾘｯﾀ､油圧配管､吊金具､ｽﾃｨﾌﾅ,ﾊﾟｯｷﾝ
押え等 

フィックストコーン 
バルブ 

弁胴､弁胴ﾌﾗﾝｼﾞ､ｺｰﾝ､整流板､水切板､

ｻﾎﾟｰﾄ､ｻﾎﾟｰﾄﾘﾝｸﾞ､ｼｰﾄﾘﾝｸﾞ､ｽﾃﾑﾅｯﾄ 
つぎ軸､駆動軸､吊金物､ｽﾃﾑ､ｽﾃﾑｶﾊﾞｰ､ﾌﾞ

ﾗｹｯﾄ､ﾌﾗﾝｼﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ､ｽﾃｨﾌﾅ､ﾊﾟｯｷﾝ押え

等 
（注） １．表中「Ｆ」はフランジ、「Ｗ」はウェブを示す。 

２．開閉装置にラック式・スピンドル式開閉機を使用する場合は、機器単体品として計上し、副部材費、部

品費の計上は行わないものとする。 
３．ダム用水門設備の、充水装置、空気管については、別途積算するものとする。 
４．油圧シリンダ式開閉装置の油圧配管の材料費は、副部材費率に含まれないため、所要量を副部材費とし

て別途積上げるものとする。 
５．付属設備については、別途積算するものとする。 

 
（４） 部品費 

部品費の積算は、次式による。なお、部品費率は、表－２・２９によるものとする。 
部品費 ＝ 主要部材費 × 部品費率（％） 

なお、部品費率に含まれる部品の品目は、次のとおりとする。 
・各種軸受（オイルレスベアリング、ピローユニット）、水密ゴム、オイルシ－ル、各種スイッチ、各

種リレ－、軸継手、チェン、スプロケット、ボルト、ナット等 
 

 
 

区     分 
主 要 ・ 副 部 材 の 範 囲 

主要部材(所要量を積上げる部材) 副部材(副部材費率に含まれる部材) 

小
容
量
放
流
設
備
用
ゲ
ー
ト
・
バ
ル
ブ 

 

高圧スラ 
イドゲー 
ト 

扉体部 板構造 ｹﾞｰﾄﾘｰﾌ､摺動板 扉体を構成する主要部材以外の部材 
桁構造 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､側板(F､W)､主桁(F,W)､端

縦桁(F､W)､縦桁(F､W)､ｽﾃﾑﾎﾞｽ､摺動

板 

扉体を構成する主要部材以外の部材 

ｹｰｼﾝｸﾞ部 ｹｰｼﾝｸﾞ胴板､ｹｰｼﾝｸﾞF､ｹｰｼﾝｸﾞ水平桁

(F､W)､支圧板 
ｹｰｼﾝｸﾞｽﾃｨﾌﾅ等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ部 ﾎﾞﾝﾈｯﾄ胴板､ﾎﾞﾝﾈｯﾄF､ﾎﾞﾝﾈｯﾄ水平桁

(F,W)､支圧板 
ﾎﾞﾝﾈｯﾄｽﾃｨﾌﾅ､縦桁､吊り金物､脚等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰ部 ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰ(F､W) ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰｽﾃｨﾌﾅ､ｴｱ抜き管､ﾊﾟｯｷﾝ押え､

空気管F､空気管座板等 
スルース 
バルブ 

扉体部 板構造 ｹﾞｰﾄﾘｰﾌ､摺動板 扉体を構成する主要部材以外の部材 
桁構造 ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ､側板(F､W)､主桁(F､W)､端

縦桁(F､W)､縦桁(F､W)､ｽﾃﾑﾎﾞｽ､摺動

板 

扉体を構成する主要部材以外の部材 

ｹｰｼﾝｸﾞ部 ｹｰｼﾝｸﾞ胴板､ｹｰｼﾝｸﾞF､ｹｰｼﾝｸﾞ水平桁

(F､W)､支圧板 
ｹｰｼﾝｸﾞｽﾃｨﾌﾅ等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ部 ﾎﾞﾝﾈｯﾄ胴板､ﾎﾞﾝﾈｯﾄﾌﾗﾝｼﾞ､ﾎﾞﾝﾈｯﾄ水平

桁(F､W)､支圧板 
ﾎﾞﾝﾈｯﾄｽﾃｨﾌﾅ､縦桁､吊り金物､脚等 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄ 
ｶﾊﾞｰ部 

ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰ(F､W) ﾎﾞﾝﾈｯﾄｶﾊﾞｰｽﾃｨﾌﾅ､ｴｱ抜き管､ﾊﾟｯｷﾝ押え

等 
（注） １．表中「Ｆ」はフランジ、「Ｗ」はウェブを示す。 

２．開閉装置にラック式・スピンドル式開閉機を使用する場合は、機器単体品として計上し、副部材費、部

品費の計上は行わないものとする。 
３．ダム用水門設備の、充水装置、空気管については、別途積算するものとする。 
４．油圧シリンダ式開閉装置の油圧配管の材料費は、副部材費率に含まれないため、所要量を副部材費とし

て別途積上げるものとする。 
５．付属設備については、別途積算するものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 現行どおり 
 
 
 
 
 

 

 
 



1－2－56 

平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
表－２・２９ 扉体・戸当り・基礎材 副部材費率及び部品費率    （％） 

区     分 副部材費率 部品費率 備   考 
放 
流 
設 
備 

三方水密 
ラジアルゲート 

扉  体 １１．５ ３０．０  

戸当り ３．５ ５．０  

開閉装置 ２６．０ ３８．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 

基礎材 １９．０ ３１．０  
四方水密 
ラジアルゲート 

扉  体 １４．５ ４２．５  

戸当り １４．０ ２７．５  

開閉装置 ５．０ １７．０  

基礎材 ２３．０ ２３．５  
制 
水 
設 
備 

四方水密 
ローラゲート 

扉  体 ２０．０ ２４．０  

戸当り ９．０ １．０  

開閉装置 ２２．０ ２４．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 
四方水密 
スライドゲート 

扉  体 ２４．０ ３９．５  

戸当り ９．０ １．０  

開閉装置 ２２．０ ２４．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 
取 
水 
設 
備 

直線多段ゲート 扉  体 １２．５ ２１．５  

戸当り １４．５ ０．５  

開閉装置 ２２．０ ２４．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 

スクリーン １．５ ０．５  
円形多段ゲート 扉  体 １１．５ １５．５  

戸当り 取水塔に含む  

開閉装置 ２２．０ ２４．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 

取水塔 １２．０ １．０  

スクリーン ４．０ １．０  

整  流  装  置 ５．５ １８．０  

リフティング装置 １６．０ ２３．０  

放 
流 
管 

大 容 量 放 流 管 ２．０ ０．５  

大容量放流管(整流板) ８．０ ０．５  

小 容 量 放 流 管 ３．５ ０．５  

小
容
量
放
流
設
備
用 

ゲ
ー
ト
・
バ
ル
ブ 

ジェットフローゲート ５．０ １１．５  

高圧スライドゲート ５．０ １２．５  

スルースバルブ ５．０ １１．５  

ホロージェットバルブ ３．５ １３．５  

フィックスドコーンバルブ １５．１ ９．２  
（注） １．ダム用水門設備の四方水密ラジアルゲートの開閉装置は、油圧シリンダ式であり、他はワイヤロープウ

インチ式である。 
２．油圧シリンダ式開閉装置において、シリンダ軸受（ころがり軸受、すべり軸受）については、部品費率

に含まれないため、部品費として所要量を積上げるものとする。 
また、油圧配管の材料費は、副部材費率、部品費率に含まれないため、所要量を副部材として別途積上

げるものとする。 
 

 
表－２・２９ 扉体・戸当り・基礎材 副部材費率及び部品費率    （％） 

区     分 副部材費率 部品費率 備   考 
放 
流 
設 
備 

三方水密 
ラジアルゲート 

扉  体 １１．５ ３０．０  

戸当り ３．５ ５．０  

開閉装置 ２６．０ ３８．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 

基礎材 １９．０ ３１．０  
四方水密 
ラジアルゲート 

扉  体 １４．５ ４２．５  

戸当り １４．０ ２７．５  

開閉装置 ５．０ １７．０  

基礎材 ２３．０ ２３．５  
制 
水 
設 
備 

四方水密 
ローラゲート 

扉  体 ２０．０ ２４．０  

戸当り ９．０ １．０  

開閉装置 ２２．０ ２４．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 
四方水密 
スライドゲート 

扉  体 ２４．０ ３９．５  

戸当り ９．０ １．０  

開閉装置 ２２．０ ２４．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 
取 
水 
設 
備 

直線多段ゲート 扉  体 １２．５ ２１．５  

戸当り １４．５ ０．５  

開閉装置 ２２．０ ２４．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 

スクリーン １．５ ０．５  
円形多段ゲート 扉  体 １１．５ １５．５  

戸当り 取水塔に含む  

開閉装置 ２２．０ ２４．０ 表-2･30補正係数を乗ずる 

取水塔 １２．０ １．０  

スクリーン ４．０ １．０  

整  流  装  置 ５．５ １８．０  

リフティング装置 １６．０ ２３．０  

放 
流 
管 

大 容 量 放 流 管 ２．０ ０．５  

大容量放流管(整流板) ８．０ ０．５  

小 容 量 放 流 管 ３．５ ０．５  
小
容
量
放
流
設
備
用 

ゲ
ー
ト
・
バ
ル
ブ 

ジェットフローゲート ５．０ １１．５  

高圧スライドゲート ５．０ １２．５  

スルースバルブ ５．０ １１．５  
（注） １．ダム用水門設備の四方水密ラジアルゲートの開閉装置は、油圧シリンダ式であり、他はワイヤロープウ

インチ式である。 
２．油圧シリンダ式開閉装置において、シリンダ軸受（ころがり軸受、すべり軸受）については、部品費率

に含まれないため、部品費として所要量を積上げるものとする。 
また、油圧配管の材料費は、副部材費率、部品費率に含まれないため、所要量を副部材として別途積上

げるものとする。 
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３．開閉装置にラック式・スピンドル式開閉機を使用する場合は機器単体品とし、副部材費、部品費は計上

しないものとする。 
４．四方水密ラジアルゲート以外の開閉装置（ワイヤロープウインチ式）は、次式により開閉装置の副部材

費率、部品費率の補正を行うものとする。 
副部材費率 ＝ 副部材費率 × F1 × F2 
部品費率  ＝ 部品費率 × F1 × F2 

F1：休止装置の有無による補正係数 
F2：ﾄﾞﾗﾑ直結式(ｵｰﾌﾟﾝｷﾞﾔ無し)補正係数 

なお、補正係数は、表－２・３０による。 
 

表－２・３０ ワイヤロープウィンチ式開閉装置補正係数 

補正の種別 補正係数 

休止装置の有無による補正係数 F1 
休止装置有り 

1.00 
休止装置無し 

0.75 

ﾄﾞﾗﾑ直結式の補正係数 F2 
ドラム直結式 

1.25 
その他 
1.00 

（注）「ドラム直結式」とは、オープンギヤ等による減速を行わず、減速機のみにより減速し、カウン

タシャフト等を介し、ドラムを直接駆動する構造とする。 
 

５．円形多段ゲートの取水塔は、独立塔形式及び堤体支持形式を標準とする。 
６．扉体の全主要部材にステンレス鋼及びステンレスクラッド鋼を使用する場合は、扉体の副部材及び部品

所要量は別途積上げるものとする。（ただし、円形多段ゲートは除く。） 
 

（５） 補助材料費 
補助材料費の積算は、次式による。 
なお、補助材料費率は、表－２・３１によるものとする。 
補助材料費 ＝ （主要部材費 ＋ 副部材費） × 補助材料費率 （％） 

 
表－２・３１ 補助材料費率        （％） 

区     分 補助材料費率 

放 流 設 備 
三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

１０．０ 

四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

制 水 設 備 
四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 

四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

取 水 設 備 
直線多段ｹﾞｰﾄ 

円形多段ｹﾞｰﾄ 

放  流  管 
大容量放流管 

小容量放流管 

小容量放流設備用 
ゲート・バルブ 

全て 

 
（６） 据付架台の材料費の算出 

据付架台（設備据付けに際し工場製作されｺﾝｸﾘｰﾄ等に埋設されるもの）のうちダム用放流設備に設置さ

れる「大容量放流管」「小容量放流管」「四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ基礎材架台」の直 
 

 
 現行どおり 
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接材料費は、次式による。 
直接材料費 ＝ 据付架台質量(kg)×構成する代表単価 

据付架台質量及び構成する代表単価は、表－２・３２を標準とする。 
 

表－２・３２ 据付架台質量及び構成する代表単価 

区   分 
据付架台標準 
質量算定式 

構成する代表単価 
(円/kg) 

摘       要 

大容量放流管 y=63.8χ+17,185 SS H200×200単価 
ｙ：質量(kg) 
χ：容量(m３)=(下流端高+上流端高) 

/2×長さ×幅 

小容量放流管 y=30.5χ+3,688 SS L75×75×9単価 
ｙ：質量(kg) 
χ：容量(m３)=(下流端高+上流端高) 

/2×長さ×幅 

四方水密 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ基礎材 

y=6.24χ SS H200×200単価 
ｙ：質量(kg) 
χ：扉体面積(㎡)×設計水深(m) 

 
２－２ 機器単体費 
（１） 機器単体費として計上する品目は、次のとおりとする。 

・電動機、原動機、減速機、クラッチ、制動機、油圧シリンダ、油圧ユニット、油圧ポンプ、油圧モー

タ、自動濾過装置、パワーシリンダ、スピンドル式開閉機、ラック式開閉機、バルブ駆動装置、集中

給油装置、ワイヤロープ、ワイヤ弛み過負荷検出装置、開度計、電気防食用流電陽極、自家発電装置、

始動用抵抗器、速度制御用抵抗器、自動制御機器、監視操作盤類、接続端子盤、凍結防止装置、計装

機器、水位測定装置、流量測定装置、天井走行クレーン、ホイスト、チェンブロック、弁及び管継手

等 
（２） 凍結防止装置（鋼管発熱式）工事、シャッター工事、ＰＣ鋼棒・鋼線工事 

１） 凍結防止装置（鋼管発熱式）工事 
凍結防止装置（鋼管発熱式）の製作費は、見積によるものとし、材料費、労務費、間接労務費、工場

管理費、一般管理費を含む一式を機器単体費として計上する。 
なお、設計技術費及び一般管理費等の算定時の取扱は、機器単体費と同様とする。 

２） シャッター工事 
積雪寒冷地域等で、小容量放流設備用ゲート・バルブ下流側にシャッターを設置する場合、製作費は、

見積によるものとし、材料費、労務費、間接労務費、工場管理費、一般管理費を含む一式を機器単体費

として計上する。 
なお、設計技術費及び一般管理費等の算定時の取扱は、機器単体費と同様とする。 

３） ＰＣ鋼棒・鋼線工事 
ＰＣ鋼棒・鋼線工事の製作費は、見積によるものとし、材料費、労務費、間接労務費、工場管理費、

一般管理費を含む一式を機器単体費として計上する。 
なお、設計技術費及び一般管理費等の算定時の取扱は、機器単体費と同様とする。 

 
２－３ 製作工数 
（１） 製作工数は、次式による。 

Ｙ ＝ ｙ × Km × Ks × Kh × Kn 
Ｙ：製作区分毎１門当りの製作工数（人／門） 
ｙ：製作区分毎１門当りの標準製作工数（人／門） 
Km：使用材料による補正係数 
Ks：構造による補正係数 
Kh: 水深による補正係数 
Kn：製作数による補正係数 

 
 

 
 現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２－３ 製作工数 
（１） 製作工数は、次式による。 

Ｙ ＝ ｙ × Km × Ks × Kh × Kn 
Ｙ：製作区分毎１門当りの製作工数（人／門） 
ｙ：製作区分毎１門当りの標準製作工数（人／門） 
Km：使用材料による補正係数 
Ks：構造による補正係数 
Kh: 水深による補正係数 
Kn：製作数による補正係数 

 
（２） 標準製作工数 

１） 水門 
水門の標準製作工数は表－２・３３による。 
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表－２・３３ 標準製作工数 

区 分 扉  体 戸 当 り 開閉装置 基 礎 材 

ダ 
 

ム 
 

用 
 

水 
 

門 
 

設 
 

備 

放 
流 
設 
備 

三方水密 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

y=8.33χ+10 y=0.83χ+18 (1M1D) 
y=6.64χ0.６３８８ 
(1M2D) 
y=2.74χ0.８０１６ 
(2M2D) 
y=34.8χ0.４３６８ 

y=3.35χ-75 

四方水密 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

y=40.6χ-80 y=3.38χ+134 y=0.01χ+113 y=7.39χ+82 

制 
水 
設 
備 

四方水密 
ﾛ-ﾗｹﾞ-ﾄ 

y=15.0χ+62 y=6.77χ-21 (1M1D) 
y=26.6χ0.５０９４ 
(1M2D) 
y=2.74χ0.８０１６ 

 
 

― 

四方水密 
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

y=12.0χ+49 y=6.77χ-21 (1M1D) 
y=26.6χ0.５０９４ 
(1M2D) 
y=2.74χ0.８０１６ 

 
 

    ― 

摘要 三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 
χ：扉体面積 
(60～200㎡) 
(純径間(m)×扉高

(m)) 
 
 
四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 
χ：扉体面積 
(6～50m2) 
(純径間(m)×扉高

(m)) 
表-2･44補正係数を

乗ずる。 
 
四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 
四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 
χ：扉体面積 
(7～75m2)  
(純径間(m)×扉高

(m)) 
表-2･44補正係数を

乗ずる。 

三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 
χ：戸当り延長 
(20～60m) 
(片側扉体円弧長(m)
×２＋純径間(m)) 
 
四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 
χ：戸当り延長 
(20～50m) 
(片側扉体円弧長(m)
×４＋純径間(m)×
２) 
表-2･44補正係数を

乗ずる。 
 
四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 
四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 
χ：戸当り延長 
(15～140m) 
(片側側部戸当り高

さ(m)×２＋純径間

(m)×２) 
表-2･40及び44補正

係数を乗ずる。 

三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 
χ：開閉荷重(KN) 
 
 
 
 
 
四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 
χ：開閉荷重(KN) 
×シリンダストロー

ク長(m) 
(490～26,000KNm) 
 
 
 
 
四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 
四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 
χ：開閉荷重(KN) 
表-2･41及び42補正

係数を乗ずる。 

三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 
χ：扉体面積 
(60～200m2) 
（純径間(m)×扉高

(m)) 
 
 
四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 
χ：扉体面積 
(6～50m2) 
表-2･44補正係数を

乗ずる。 

（注） １．ｙは標準製作工数（人／門、門分、基）、χは摘要に記載している１門当りの各々の要素である。 
 

 
 
 現行どおり 

 

 
 



1－2－60 

平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
２．標準製作工数に含む内容は、次のとおりである。 

なお、標準製作工数は、材料費に示す「主要部材」、「副部材」の範囲が全て含まれる。 
ゲート形式毎の構成（扉体、戸当り、基礎材、開閉装置）の製作工数 

(1) 扉体     扉体及び扉体付点検梯子・手摺・歩廊等。 
(2) 戸当り    戸当り及び戸当りに設置される空気箱等。 
(3) 開閉装置   （注）９項による。 
(4) 基礎材    基礎材及びトラニオンピン等の硬質クロムメッキ加工等。 

３．四方水密ローラゲート及び四方水密スライドゲート戸当りは、構造補正を行うものとし、補正係数は、

表－２・４０による。 
４．ダム用水門の放流設備及び制水設備は、水深による補正を行うものとし、補正係数は、表－２・４４に

よる。 
５．ダムのクレストゲートにローラゲートを使用する場合は、河川用水門設備の中・大形水門（プレートガ

ーダ構造ローラゲート）を適用する。 
６．特殊ゲートの工数は下記のとおりとする。 

(1) 起伏ゲート付の場合は起伏ゲートの工数を、下段扉はその形式のゲートの工数を求め合算する。 
(2) 全アルミニウム製、全鋳鉄製の水門（扉体）は、別途積上げる。 
(3) 「直線多段ゲート」＋「保安ゲート」の場合は、直線多段ゲート工数に保安ゲート（一般的にﾌﾗｯﾌﾟ

ｹﾞｰﾄであるが、起伏ゲートを準用する）の工数を合算する。 
(4) 制水設備のローラゲート又はスライドゲートの扉体に取付られるリフティングビームは、別途積算す

るものとする。 
７．開閉装置の標準製作工数 

(1) １Ｍ１Ｄ.１Ｍ２Ｄ.２Ｍ２Ｄ開閉装置は、ドラムをオープンギアで減速駆動する方式で休止装置が設

けられるものを標準とする工数であり、標準以外のものは、補正するものとする。 
なお、制水設備の開閉装置は揚程が２０ｍ以内のものを標準とする工数であり、 標準以外のものは

補正するものとする。 
(2) ダム用水門設備の四方水密ラジアルゲートの開閉装置は、油圧シリンダ式の場合であり他はワイヤロ

ープウインチ式の場合である。 
(3) 標準製作工数に含む内容は、次のとおりである。 

開閉装置毎の製作工数 
1) ワイヤロープウインチ式 ・・・・・開閉機全体、大形開閉装置付の点検梯子等。 
2) 油圧ｼﾘﾝﾀﾞ式(起伏ゲート) ・・・・・トルクアーム等。 
3) 油圧ｼﾘﾝﾀﾞ式(四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ)・・軸受部ブラケット、休止装置、開度計架台、油圧配管(た 

だし、異なるユニットを連結するためのものは別途積算 
するものとする）。 

８．下記については標準製作工数に含まれないため別途積算するものとする。 
(1) 開閉装置の点検設備（ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ形の通路、転向シーブ点検架台）、ロープダクト、油圧開閉装置の

シリンダフレーム等。 
(2) ガントリクレ－ン形式の開閉装置。 
(3) 空気管、充水装置。 
(4) ダム堤体下流側に設置される四方水密ローラゲート基礎材。 
(5) 据付架台（設備の現地据付等に際して使用する架台で、工場製作され埋設するもの）。 
(6) 組立架台（工場製作され一時的に設備を支持する架台等で埋設されないもの） 

（「３ ３－５ （４）」による）。 
 

 
２．標準製作工数に含む内容は、次のとおりである。 

なお、標準製作工数は、材料費に示す「主要部材」、「副部材」の範囲が全て含まれる。 
ゲート形式毎の構成（扉体、戸当り、基礎材、開閉装置）の製作工数 

(1) 扉体     扉体及び扉体付点検梯子・手摺・歩廊等。 
(2) 戸当り    戸当り及び戸当りに設置される空気箱等。 
(3) 開閉装置   （注）７項による。 
(4) 基礎材    基礎材及びトラニオンピン等の硬質クロムメッキ加工等。 

３．四方水密ローラゲート及び四方水密スライドゲート戸当りは、構造補正を行うものとし、補正係数は、

表－２・４０による。 
４．ダム用水門の放流設備及び制水設備は、水深による補正を行うものとし、補正係数は、表－２・４４に

よる。 
５．ダムのクレストゲートにローラゲートを使用する場合は、河川用水門設備の中・大形水門（プレートガ

ーダ構造ローラゲート）を適用する。 
６．特殊ゲートの工数は下記のとおりとする。 

(1) 起伏ゲート付の場合は起伏ゲートの工数を、下段扉はその形式のゲートの工数を求め合算する。 
(2) 全アルミニウム製、全鋳鉄製の水門（扉体）は、別途積上げる。 
(3) 「直線多段ゲート」＋「保安ゲート」の場合は、直線多段ゲート工数に保安ゲート（一般的にﾌﾗｯﾌﾟｹﾞ

ｰﾄであるが、起伏ゲートを準用する）の工数を合算する。 
(4) ローラゲート又はスライドゲートの扉体に取り付けられるリフティングビームは、別途積算するもの

とする。 
 
 
 現行どおり 
 
 

 

 
 



1－2－61 

平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
２） 放流管 

放流管の標準製作工数は、表－２・３４とする。 
 

表－２・３４ 標準製作工数 

製 作 区 分 標準製作工数 摘     要 

放 
 

流 
 

管 

大 
容 
量 
放 
流 
管 

管胴 y=4.72χ+223 χ：体積(25～400m３) 

ベルマウス部 y=5.94χ+223 χ：体積(4～240m３) 

フード y=4.72χ+223 χ：体積(20～90m３) 

整流板 y=0.82χ+129 χ：表面積(25～300㎡) 

小 
容 
量 
放 
流 
管 

直管 y=1.6χ+3 χ：体積(30～900m3) 

曲管 y=3.18χ+3 χ：体積(1～550m3) 

漸縮管 y=3.71χ+3 χ：体積(1～160m3) 

分岐管 y=5.74χ+3 χ：体積(4～90m3) 

ベルマウス部 y=4.33χ+3 χ：体積(0.5～10m3) 

（注） １．ｙは標準製作工数（人／条）、χは摘要に記載している１条当りの各々の要素である。 
２．標準製作工数には補剛材の製作も含むものとする。 
３．大容量放流管の管胴及び小容量放流管は、ｽﾁﾌﾅ、ﾘﾝｸﾞｶﾞｰﾀﾞ、ｼﾞﾍﾞﾙ補剛を標準とする。 
４．整流板は、スチフナ、ジベル補剛を標準とする。 
５．輸送中の変形防止及び溶接による変形低減のために放流管内に設けられる内部支保工の製作工数は、

標準製作工数に含まれている。 
６．曲管とは曲率を構成する各節が３ｍに満たないものの曲率を構成する部分をいう。 
７．曲率が大きい場合で、各節が３ｍ以上となるものは、直管とする。 
８．小容量放流管の直(曲)管が複数ある場合で、管内径が同一の場合は複数の延べ延長で算出する。 

 
 

 
 現行どおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
３） 取水設備 

取水設備の標準製作工数は、表－２・３５とする。 
 

表－２・３５ 標準製作工数 

製 作 区 分 標準製作工数 摘      要 

取 
 

水 
 

設 
 

備 

直
線
多
段
ゲ
ー
ト 

扉体 y=7.75χ-85 ｙ:標準製作工数(人／門) 
χ:扉体面積(15～350㎡) 
（純径間(m)× 全伸長(m)） 

戸当り y=7.10χ+385 ｙ:標準製作工数(人／門分) 
χ:戸当り延長(30～550m) 
（片側戸当り高(m)×２＋純径間(m)）×段数 

開閉装置 (1M1D) 
y=26.6χ０．５０９４ 
(1M2D) 
y=2.74χ０．８０１６ 

ｙ:標準製作工数(人／門分) 
χ:開閉荷重(KN) 

整流装置 y=25.9χ+182 ｙ：標準製作工数（人／基） 
χ：整流装置投影面積(2～40㎡) 

スクリーン y=1.31χ-5 ｙ：標準製作工数（人／基） 
χ：パネル総面積(60～760㎡) 

円
形
多
段
ゲ
ー
ト 

扉体 y=2.75χ+230 ｙ：標準製作工数（人／門） 
χ：体積(10～830m3) 
（最大口径面積(ﾍﾞﾙﾏｳｽ除く)(m2)×全伸長(m)） 

開閉装置 (1M1D) 
y=26.6χ０．５０９４ 
(1M2D) 
y=2.74χ０．８０１６ 

ｙ:標準製作工数(人／門分) 
χ:開閉荷重(KN) 

整流装置 y=25.9χ+182 ｙ：標準製作工数（人／基） 
χ：整流装置投影面積(2～40㎡) 

スクリーン y=0.56χ+4 ｙ：標準製作工数（人／基） 
χ：パネル面積(600～2,000㎡) 

取水塔 
（架構） 

y=49.7χ0.714 ｙ：標準製作工数（人／基） 
χ：扉体体積(10～830m３) 

最大口径面積(ﾍﾞﾙﾏｳｽ除く)(m２)×全伸長(m) 

（注） １．ｙは標準製作工数（人／門、門分、基）、χは摘要に記載している１門当りの各々の要素である。 
２．直線多段ゲートの「スクリーン」は受桁も含まれるが、円形多段ゲートのスクリーンは受桁を含まない

（取水塔に含まれる）。 
３．開閉装置の標準製作工数 

(1) 取水設備の開閉装置は、ワイヤロープウインチ式の場合である。 
(2) １Ｍ１Ｄ、１Ｍ２Ｄ開閉装置は、ドラムをオープンギアで減速駆動する方式で、休止装置が設けられ

るものを標準とする工数であり、標準以外のものは補正するものとする。 
なお、取水設備の開閉装置は揚程が２０ｍ以内のものを標準とする工数であり、標準以外のものは

補正するものとする。 
(3) 標準製作工数に含む内容は、次のとおりである。 

開閉装置毎の標準製作工数 
 

 
 現行どおり 

 

 
 



1－2－63 

平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

1) ワイヤロープウインチ・・・・・開閉機全体、大形開閉装置付の点検梯子等 
４．「開閉装置」は１基当りとし、多段ゲートで上段扉、下段扉用とある場合は、各々で算出し合算するも

のとする。 
５．整流装置はリフティング装置を含むものとする。 
６．円形多段ゲートの取水塔は、独立塔形式及び堤体支持方式を標準とする。 
７．円形多段ゲートの取水塔には、戸当りを含むものとする。 
８．下記については標準製作工数に含まれないため別途積算するものとする。 

(1) 開閉装置の点検設備(ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾘｯｼﾞ形の通路、転向シーブ点検架台）、ロープダクト等。 
(2) 据付架台（設備の現地据付等に際して使用する架台で、工場製作され埋設するもの。） 
(3) 組立架台（工場製作され一時的に設備を支持する架台等で埋設されないもの） 

（「３ ３―５（４）」による）。 
 

４） 小容量放流設備用ゲ－ト・バルブ 
小容量放流設備用ゲ－ト・バルブの製作工数は、表－２・３６を標準とする。 

 
表－２・３６ 小容量放流設備用ゲート・バルブ標準製作工数 

種      別 標準製作工数 適用口径（ｍｍ） 

ジェットフローゲート ｙ＝０．３６６χ＋２０ １８０～２,４００ 

高圧スライドゲート ｙ＝０．４２４χ－７８ ４００～１,７００ 

スルースバルブ ｙ＝０．２９３χ－３１ ４００～１,６００ 

ホロージェットバルブ ｙ＝０．６１５χ＋１９ ２５０～１,９００ 

フィックストコーンバルブ ｙ＝０．３７０χ＋２０ ２００～２,１００ 

（注） １．ｙは標準製作工数（人／台）、χは口径（㎜）である。 
２．標準製作工数に含む内容は、次のとおりとする。 

(1) 扉体又は弁体の製作工数 
(2) ボンネット・ケーシング又は弁胴の製作工数（なお、ボンネット又は弁胴と空気管又は充水装置が

一体となっている場合は、最寄りのフランジまでの配管を含む。） 
(3) 支持台の製作工数 
(4) 開閉装置の製作工数については、次のとおりとする。 

1) ジェットフローゲート、高圧スライドゲート、スルースバルブについては、スピンドル、油圧

シリンダ等の機器単体品は、含まない。 
2) ホロージェットバルブ、フィクストコーンバルブについては、スピンドル、油圧シリンダを含

むが、機器単体品は含まない。 
3) フィクストコーンバルブについては、電動式とし、スピンドルを含むが、機器単体品は、含ま

ない。 
4) 油圧シリンダ式開閉装置の場合において、油圧ユニット以降の油圧配管の製作工数は、標準製

作工数に含まれる。 
ただし、異なる油圧ユニットを連結するための油圧配管の製作工数は、別途積上げするものと

する。 
また、フィクストコーンバルブの標準製作工数はスピンドル式開閉装置のみである為、油圧シ

リンダ式開閉装置のフィックストコーンバルブには適用できない為、別途積上げするものとする。 
３．ゲ－ト・バルブの本体の通水路断面が矩形の場合、矩形通水路断面積を円形通水路断面積に置き換え

た場合に相当する口径とする。 
＜口径について＞ 
ジェットフローゲートの口径χはコニカルノズル内径の１．２倍とする。又、他のゲート・バルブ

について、円形通水路の場合はその口径とし、矩形通水路断面積を等価な円形断面積に置き換えた場

合の等価口径とする。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４） 小容量放流設備用ゲ－ト・バルブ 
小容量放流設備用ゲ－ト・バルブの製作工数は、表－２・３６を標準とする。 

 
表－２・３６ 小容量放流設備用ゲート・バルブ標準製作工数 

種      別 標準製作工数 適用口径（ｍｍ） 

ジェットフローゲート ｙ＝０．３６６χ＋２０ １８０～２,４００ 

高圧スライドゲート ｙ＝０．４２４χ－７８ ４００～１,７００ 

スルースバルブ ｙ＝０．２９３χ－３１ ４００～１,６００ 

（注） １．ｙは標準製作工数（人／台）、χは口径（㎜）である。 
２．標準製作工数に含む内容は、次のとおりとする。 

(1) 扉体又は弁体の製作工数 
(2) ボンネット・ケーシング又は弁胴の製作工数（なお、ボンネット又は弁胴と空気管又は充水装置が

一体となっている場合は、最寄りのフランジまでの配管を含む。） 
(3) 支持台の製作工数 
(4) 開閉装置の製作工数については、次のとおりとする。 

1) ジェットフローゲート、高圧スライドゲート、スルースバルブについては、スピンドル、油圧シ

リンダ等の機器単体品は、含まない。 
2) 油圧シリンダ式開閉装置の場合において、油圧ユニット以降の油圧配管の製作工数は、標準製作

工数に含まれる。 
ただし、異なる油圧ユニットを連結するための油圧配管の製作工数は、別途積上げするものと

する。 
３．ゲ－ト・バルブの本体の通水路断面が矩形の場合、矩形通水路断面積を円形通水路断面積に置き換え

た場合に相当する口径とする。 
＜口径について＞ 
ジェットフローゲートの口径χはコニカルノズル内径の１．２倍とする。又、他のゲート・バルブ

について、円形通水路の場合はその口径とし、矩形通水路断面積を等価な円形断面積に置き換えた場

合の等価口径とする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
通水路断面が矩形の場合の置き換え方は、次のとおりとする。 
（例） Ｂ＝1,300mm、Ｈ＝1,000mm の場合 

Ｄ＝２×（Ｂ×Ｈ／π）１／２ 
＝1,286.5… 
φ1,287mm として置き換える。 

４．高圧スライドゲートは、主ゲート、副ゲートのいずれの場合においても適用できる。 
５．ジェットフローゲート、高圧スライドゲート、スルースバルブのスピンドル、油圧シリンダは標準製

作工数に含まれていないため、機器単体品として計上するものとする。 
また、ホロージェットバルブのスピンドル、油圧シリンダは標準製作工数に含まれているものとする。 
フィクストコーンバルブのスピンドルは、標準製作工数に含まれているが、油圧シリンダについては

機器単体品として計上するものとする。 
 

表－２・３７ 標準製作工数範囲区分 

ゲート区分 
標準製作工数範囲区分  

スピンドル 油圧シリンダ  

ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ × × 機器単体品計上 

高圧ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ × × 機器単体品計上 

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ × × 機器単体品計上 

ﾎﾛｰｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ ○ ○  

ﾌｨｯｸｽﾄｺｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ ○ × 機器単体品計上 

 
６．フィクストコーンバルブ油圧シリンダ式の工場製作工数、クレーン運転日数、溶接機運転日数、据付

工数はフィックストコーンバルブスピンドル式を準用するものとする。 
工場製作材料費、塗装費、輸送費、据付材料費については別途積算するものとする。 
なお、油圧シリンダの積算方法は、標準製作工数には含まれていないものとし、機器単体品として計

上するものとする。 
７．下記については標準製作工数に含まれないため別途積算とするものとする。 

(1) 設計水深が 150ｍを超える場合。 
(2) 主ゲート・バルブ、副ゲート・バルブ間の接続管、空気管、充水装置（弁胴の製作工数に含まれな

いもの） 
(3) 開閉装置が油圧式であるフィクストコーンバルブ。 
(4) フィクストコーンバルブの下流に設けられる整流装置用フードの製作。 
(5) 据付架台（設備の現地据付等に際して使用する架台で、工場製作され埋設されるもの） 

 
５） 付属設備 

ダム用水門設備に付帯する管理橋、階段、防護柵等の付属設備の製作工数は、「第１８章 鋼製付属

設備」によるものとする。 
ダム用水門設備に付帯する付属設備の標準製作工数は、表－２・３８とする。 

 
 

 
通水路断面が矩形の場合の置き換え方は、次のとおりとする。 
（例） Ｂ＝1,300mm、Ｈ＝1,000mm の場合 

Ｄ＝２×（Ｂ×Ｈ／π）＾（１／２） 
＝1,286.5… 
φ1,287mm として置き換える。 

４．高圧スライドゲートは、主ゲート、副ゲートのいずれの場合においても適用できる。 
５．ジェットフローゲート、高圧スライドゲート、スルースバルブのスピンドル、油圧シリンダは標準製

作工数に含まれていないため、機器単体品として計上するものとする。 
 
 
 
 

表－２・３７ 標準製作工数範囲区分 

ゲート区分 
標準製作工数範囲区分  

スピンドル 油圧シリンダ  

ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ × × 機器単体品計上 

高圧ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ × × 機器単体品計上 

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ × × 機器単体品計上 

 
６．下記については標準製作工数に含まれないため別途積算とするものとする。 

(1) 設計水深が 150ｍを超える場合。 
(2) 主ゲート・バルブ、副ゲート・バルブ間の接続管、空気管、充水装置（弁胴の製作工数に含まれな

いもの） 
 (3) 据付架台（設備の現地据付等に際して使用する架台で、工場製作され埋設されるもの） 

 
５） 付属設備 

ダム用水門設備に付帯する管理橋、階段、防護柵等の付属設備の製作工数は、「第１８章 鋼製付属設

備」によるものとする。 
ダム用水門設備に付帯する付属設備の標準製作工数は、表－２・３８とする。 
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表－２・３８ 鋼製付属設備の適用区分 

製作区分 適用区分 摘        要 

操作橋 区分Ａ Ｈ形鋼、溝形鋼、鋼板を主体として製作するもの 

転向シーブ点検架台 区分Ａ  

ロープダクト 区分Ｄ  

空気管及び充水管 
区分Ａ 鋼板を巻いて製作するもの 

区分Ｄ 既製管を加工製作するもの 

油圧ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾚｰﾑ 区分Ａ  

据付架台 
区分Ａ 大容量放流管用(鋼板のﾋﾞﾙﾄﾞｱｯﾌﾟを伴うもの) 

区分Ｄ 小容量放流管用(形鋼のみにより製作するもの) 

油圧配管 区分Ｄ 既製管による 

（注） １．間接労務費率、工場管理費率、補助材料費率は鋼製付属設備の率とする。 
２．上記区分において、主体となる設備と一体で主設備の機能の一部となる場合は、間接製作費は、主設

備主体の率とする。 
３．ステンレス及びステンレスクラッド鋼を使用した場合は、鋼製付属設備に準じて補正を行うものとす

る。 
４．基礎材の据付架台は、鋼製付属設備区分Ｄを準用するものとする。 

 
（３） 工数補正 

１） 使用材料による補正 
主要部材にステンレス鋼、ステンレスクラッド鋼を使用した場合の補正係数（Ｋｍ）は表－２・３９

による。 
 

表－２・３９ ｽﾃﾝﾚｽ鋼及びｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼の補正係数（Ｋｍ） 

設 備 区 分 区 分 
係数 
Km０ 

係数 
Km１００ 

補正係数算定式 

三方水密ラジアルゲート 扉 体 0.91 1.18 Ｗ１ 
Ｋｍ＝(Km１００－Km０)     +Km０ 

Ｗ２ 

Ｋｍ  ：使用材料による補正係数 
Km１００：設備区分毎の係数 
Km０  ：設備区分毎の係数 
Ｗ１  ：主要部材におけるｽﾃﾝﾚｽ鋼及びｽﾃﾝ

ﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼の質量(㎏) 
Ｗ２  ：主要部材質量(kg) 
Ｋｍは、小数点第３位を四捨五入し２位止

めとする。 

四方水密ラジアルゲート 扉 体 0.91 1.18 

四方水密ローラゲート 扉 体 0.91 1.18 

四方水密スライドゲート 扉 体 1.00 1.30 

多段ローラゲート 扉 体 0.91 1.18 

多段シリンダゲート 扉 体 0.77 1.00 

小容量放流設備用 
ゲート・バルブ 

全 て Ｋｍ ＝ １．００ 

（注） １．各設備の「扉体」のみ補正を行うものとし、「戸当り」、「開閉装置」、「基礎材」については、材質によ

る補正を行わないものとする。 
２．取水設備の「スクリーン」、「取水塔」はステンレス鋼を使用した場合の標準工数であり、ステンレス鋼、

ステンレスクラッド鋼以外の部材を使用する場合の補正係数は、「0.77」とする。 
３．大容量及び小容量放流管はステンレス鋼、ステンレスクラッド鋼を使用した場合の標準工 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３） 工数補正 
１） 使用材料による補正 

主要部材にステンレス鋼、ステンレスクラッド鋼を使用した場合の補正係数（Ｋｍ）は表－２・３９

による。 
 

表－２・３９ ｽﾃﾝﾚｽ鋼及びｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼の補正係数（Ｋｍ） 

設 備 区 分 区 分 
係数 
Km０ 

係数 
Km１００ 

補正係数算定式 

三方水密ラジアルゲート 扉 体 0.91 1.18 Ｗ１ 
Ｋｍ＝(Km１００－Km０)     +Km０ 

Ｗ２ 

Ｋｍ  ：使用材料による補正係数 
Km１００：設備区分毎の係数 
Km０  ：設備区分毎の係数 
Ｗ１  ：主要部材におけるｽﾃﾝﾚｽ鋼及びｽﾃﾝ

ﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼の質量(㎏) 
Ｗ２  ：主要部材質量(kg) 
Ｋｍは、小数点第３位を四捨五入し２位止

めとする。 

四方水密ラジアルゲート 扉 体 0.91 1.18 

四方水密ローラゲート 扉 体 0.91 1.18 

四方水密スライドゲート 扉 体 1.00 1.30 

直線多段ゲート 扉 体 0.91 1.18 

円形多段ゲート 扉 体 0.77 1.00 

小容量放流設備用 
ゲート・バルブ 

全 て Ｋｍ ＝ １．００ 

（注） １．各設備の「扉体」のみ補正を行うものとし、「戸当り」、「開閉装置」、「基礎材」については、材質による

補正を行わないものとする。 
２．取水設備の「スクリーン」、「取水塔」はステンレス鋼を使用した場合の標準工数であり、ステンレス鋼、

ステンレスクラッド鋼以外の部材を使用する場合の補正係数は、「0.77」とする。 
３．大容量及び小容量放流管はステンレス鋼、ステンレスクラッド鋼を使用した場合の標準工 
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数であり、他の部材を使用した場合の補正係数は「0.77」とする。 
４．小容量放流設備用ゲート・バルブの標準工数は接水部にステンレス鋼、ステンレスクラッド鋼を使用し

た場合（オールステンレスの場合を含む）を標準としており、使用材料による補正は行わないものとし、

他の材料を使用する場合は別途考慮するものとする。 
 
２） 構造による補正 
（イ） 四方水密ローラゲート及び四方水密スライドゲート戸当りは、重構造戸当り延長による補正を行う

ものとし、補正係数(Ks)は、表－２・４０による。 
 

表－２・４０ 四方水密ローラゲート及び四方水密スライドゲート戸当り 補正係数（Ｋs） 

製 作 区 分 区  分 重構造戸当り延長比率λ 補正係数 Ｋs 

四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 
四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

戸 当 り λ Ｋｓ＝0.0109λ+0.36 

（注） 重構造戸当り延長比率λは、 
｛（片側重構造戸当り高さ×２＋純径間×２） 

／(片側側部戸当り高さ×２＋純径間×２)｝×100 とする。 
 

（ロ） ワイヤロープウィンチ式開閉装置は、構造による補正を行うものとし、補正係数（Ｋｓ）は、次式に 
よる。 
また、ダム用水門設備の制水設備及び取水設備用ワイヤロープ式開閉装置は、上記に加え揚程による

補正を行うものとする。 
Ｋｓ ＝ Ｆ１×Ｆ２×Ｆ３ 

なお、Ｆ１、Ｆ２は、表－２・４１、Ｆ３は、表－２・４２による。 
 

表－２・４１ ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟｳｲﾝﾁ式開閉装置 補正係数（Ｋs） 
Ｆ１ 
休止装置の有無による補正 

Ｆ２ 
ドラム駆動方式による補正 

休止装置あり １．０ ドラム直結式 ０．９ 

休止装置なし ０．９ オープンギア式 １．０ 

 
表-２・４２ ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟｳｲﾝﾁ式開閉装置 揚程補正（Ｆ３） 

設備区分 開閉装置型式 揚程による補正係数 Ｆ３ 

四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ開閉装置 
四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ開閉装置 
取水設備開閉装置 

１ﾓｰﾀ１ﾄﾞﾗﾑ 
１ﾓｰﾀ２ﾄﾞﾗﾑ 

Ｆ３＝0.006×揚程(m)＋0.88 
（ただし、20ｍ以内では１とする） 

 
（ハ） 大容量放流管ベルマウス部は構造により補正を行うものとし補正係数（Ｋｓ）は、 

表－２・４３による。 
 

表－２・４３ 大容量放流管ベルマウス形式による補正係数（Ｋｓ） 

構  造 ４面ベルマウス １面ベルマウス 円形ベルマウス 

補 正 係 数 １．００ ０．７４ ０．９２ 

 
（ニ） 小容量放流管に既製管を使用する場合は標準工数に「０．８」を乗じるものとする。 

 

 
 現行どおり 
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３） 水深による補正 

ダム用放流設備の放流設備及び制水設備のうち、下記の製作区分については、水深による補正を行う

ものとし、補正係数（Ｋｈ）は、表－２・４４による。 
 

表－２・４４ 水深による補正係数    （Ｋｈ） 

  製作区分 扉 体 戸 当 り 基 礎 材 摘 要 

ダ 
ム 
用 
水 
門 
設 
備 

放 
流 
設 
備 

四方水密 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞ-ﾄ 

Kh=0.0295h+0.41 Kh=0.0382h+0.236 Kh=0.0212h+0.576 

h：設計水深 
制 
水 
設 
備 

四方水密 
ﾛ-ﾗｹﾞ-ﾄ 
四方水密 
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

Kh=0.0402h+0.197 Kh=0.0165h+0.670 ― 

 
４） 製作数による補正 

同形状規格のものを複数（門、条）同時発注する場合の補正係数（Ｋｎ）は、 
表－２・４５による。 

 
表－２・４５ 製作数による補正係数   （Ｋｎ） 

製作数（門、条、基） ２ ３ ４ ５以上 

補正率（１門、条、基当り） 0.95 0.93 0.92 0.91 

 
２－４ 工場塗装費 

標準塗装面積は、積上げによるものとする。 
なお、扉体、戸当り、放流管等のステンレス鋼表面の防錆等のための養生費は、別途積上げるものとす

る。 
標準的な構造の水門設備についての標準塗装面積は、表－２・４６、２・４７とする。 

 
表－２・４６ 標準塗装面積 

構  成 
区  分 

扉    体 摘    要 

ダ 
ム 
用 
水 
門 
設 
備 

三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ Y=6.7X+111 

Y：標準塗装面積(m2) 
X：扉体面積(m2) 
(純径間×扉高） 

四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ Y=15.5X+36 

四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ Y=7.1X+71 

四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ Y=4.8X+101 

 
 

 
 現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４） 製作数による補正 
同形状規格のものを複数（門、条）同時発注する場合の補正係数（Ｋｎ）は、 

表－２・４５による。 
 

表－２・４５ 製作数による補正係数   （Ｋｎ） 

製作数（門、条、基） ２ ３ ４ ５以上 

補正係数（１門、条、基当り） 0.95 0.93 0.92 0.91 
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表－２・４７ 標準塗装面積 

形  式 設置方法 標準塗装面積:y(㎡) 適用口径(mm) 

ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ 
高圧ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

露 出 y=0.03χ-2.5 
180 ～ 2,400 

埋 設 y=0.004χ+2.1 

スルース 
バルブ 

露 出 y=0.004χ+0.2 
400 ～ 1,600 

埋 設 y=0.005χ+0.9 

摘    要 
ｙ：塗装面積（㎡） 
χ：口径（mm） 
（ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄのχはｺﾆｶﾙﾉｽﾞﾙ径×1.2倍とする） 

（注） １．戸当り、開閉装置、基礎材等の面積については、別途積上げるものとする。 
２．上表における標準塗装面積は、大気露出部での塗装面積であり、据付けまでの防錆を目的としたコ

ンクリート埋設部等のプライマ塗装及びステンレス材の酸洗いが必要な場合は、その面積を別途積上

げるものとする。 
 

２－５ ステンレス鋼表面処理費 
ステンレス鋼表面処理費の積算は、次式による。 
ステンレス鋼表面処理費 ＝ 製作労務費×ステンレス鋼表面処理率(％) 

なお、製作労務費とは、Km（使用材料による補正係数）、Ks（構造による補正係数）、Kh（水深による

補正係数）、Kn（製作数による補正係数）を加味されたものであり、ステンレス鋼表面処理率は、表－２・

４８によるものとする。 
 

             表－２・４８ ステンレス鋼表面処理率         （単位：％） 

構  成 
区  分 

扉  体 戸当り そ の 他 適用範囲 

ダ 
ム 
用 
水 
門 
設 
備 

三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

ｙ＝0.84ｘ＋1.43 4.0 ―  
四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 

四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

放流管：大容量放流管 
― ― ｙ＝27.78ｘ－11.71 ｘ＞0.5 

放流管：小容量放流管 

取水設備：直線多段ｹﾞｰﾄ 
別途積上による 

別 途 
積 上 

別途積上による  
取水設備：円形多段ｹﾞｰﾄ 

小容量放流設備用 
ゲート・バルブ 

― ― ｙ＝3.68ｘ－0.39 ｘ＞0.5 

注） ｙは、ステンレス鋼表面処理工率（％）、ｘは、１門(基)当りのステンレス使用率である。 
 

主要部材におけるｽﾃﾝﾚｽ鋼及び 
Ｗ１          ｽﾃﾝﾚｽｸﾗｯﾄﾞ鋼の質重（㎏） 

ステンレス使用率 ＝     ＝                      
Ｗ２        主要部材質重（㎏） 

 
 

 
表－２・４７ 標準塗装面積 

形  式 設置方法 標準塗装面積:y(㎡) 適用口径(mm) 

小
容
量
放
流
設
備
用

ゲ
ー
ト
・
バ
ル
ブ 

ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ 
高圧ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

露 出 y=0.03χ-2.5 
180 ～ 2,400 

埋 設 y=0.004χ+2.1 

スルース 
バルブ 

露 出 y=0.004χ+0.2 
400 ～ 1,600 

埋 設 y=0.005χ+0.9 

摘    要 ｙ：塗装面積（㎡） 
χ：口径（mm） 
（ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄのχはｺﾆｶﾙﾉｽﾞﾙ径×1.2倍とする） 

（注） １．戸当り、開閉装置、基礎材等の面積については、別途積上げるものとする。 
２．上表における標準塗装面積は、大気露出部での塗装面積であり、据付けまでの防錆を目的としたコ

ンクリート埋設部等のプライマ塗装及びステンレス材の酸洗いが必要な場合は、その面積を別途積上

げるものとする。 
 
 
 
 現行どおり 
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２－６ 直接経費 
（１） 木型費は、鋳放し単価に含めるものとし、積算の対象としない。 
（２） 特許又は特殊技術に係る製作で、専門業者により行われるものは直接経費の項で計上するものとする。 
 

３ 直接工事費 
３－１ 材料費 
（１） 材料費構成 

材料費の構成は、次のとおりとする。 
材料費 ＝ 据付材料費 ＋ 補助材料費 

（２） 据付材料費 
据付材料費の積算は次式による。 
据付材料費 ＝ 据付労務費×据付材料費率（％） 
据付労務費は、据付対象設備の据付けに従事する機械設備据付工、普通作業員の労務費をいい、別途

計上される土木工事費、電気工事費中の労務費は対象としない。 
なお、据付材料費率は、表－２・４９によるものとする。 

 
表－２・４９ 据付材料費率（％） 

区     分 据付材料費率 

放流設備 
三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

２．５ 

四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

制水設備 
四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 

四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

取水設備 
直線多段ｹﾞｰﾄ 

円形多段ｹﾞｰﾄ 

放流管 
大容量放流管 

小容量放流管 

小容量放流設備用 
ｹﾞｰﾄ・ﾊﾞﾙﾌﾞ 

全 て ６．０ 

（注） 据付材料費率に含まれる据付材料は次のとおりとする。 
据付けに必要な現地加工するステー材・アンカー材、機側操作盤以降の電気配線・配管材、油

脂類等（作動油、潤滑油を含む）は、据付材料費率に含まれている。 
なお、別途積上げ計上する材料の単価は材料割増及びｽｸﾗｯﾌﾟ控除しないものとする。 
開閉装置が油圧式の場合の油圧配管の材料費については、直接製作費の直接材料費（副部材費）

にて別途積上げる。 
 

 

 
 現行どおり 

 

 



1－2－70 

 
平成２７年度 機械設備積算基準【ダム用水門設備】対比表 

現   行 改   訂 備 考 

 
（３） 据付補助材料費 

据付補助材料費の積算は、次式による。 
据付補助材料費 ＝ 据付労務費×据付補助材料費率（％） 

据付労務費は、据付対象設備の据付に従事する機械設備据付工、普通作業員の労務費をいい、別途計上

される土木工事費、電気工事費中の労務費は、対象としない。 
なお、据付補助材料費率は、表-２・５０によるものとする。 

 
表－２・５０ 据付補助材料費率 （％） 

区     分 据付補助材料費率 

放流設備 三方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

６．５ 

四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

制水設備 四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 

四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

取水設備 直線多段ｹﾞｰﾄ 

円形多段ｹﾞｰﾄ 

放流管 大容量放流管 

小容量放流管 

小容量放流設備用 
ｹﾞｰﾄ・ﾊﾞﾙﾌﾞ 

全 て 
５．０ 

 
３－２ 据付工数 
（１） 据付工数 

据付工数は、次式による。 
Ｙ ＝ ｙ × Kh × Kn 

Ｙ：設備１門当りの据付工数（人） 
ｙ：設備１門当りの標準据付工数（人） 
Kh：水深による補正係数 
Kn：据付数による補正係数 

（２） 標準据付工数 
１） ダム用水門設備 

ダム用水門設備の標準据付工数は、表－２・５１とする。 
 

 

 
 現行どおり 
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表－２・５１ 標準据付工数 

区    分 
標準据付工数 
y:据付工数 

(人／門) 
摘    要 

職種別構成割合(%) 

機械設備 
据付工 

普 通 
作業員 

放流設備 

三方水密 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

y=7.54χ+142 
χ:扉体面積(60～200㎡) 
(純径間(m)×有効高(m)) 

８０ ２０ 

四方水密 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

y=33.4χ+120 
χ:扉体面積(6～50㎡) 
(純径間(m)×扉高(m)) 

制水設備 

四方水密 
ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 

y=17.3χ+310 
χ:扉体面積(7～75㎡) 
(純径間(m)×扉高(m)) 

四方水密 
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

y=13.8χ+248 
χ:扉体面積(7～75㎡) 
(純径間(m)×扉高(m)) 

取水設備 

直線 
多段ｹﾞｰﾄ 

y=9.76χ+678 
χ:扉体面積(15～350㎡) 
(純径間(m)×全伸長(m)) 

円形 
多段ｹﾞｰﾄ 

y=9.15χ+656 
χ:扉体体積(10～830m３) 
全伸長(m)×最大口径面積(m２) 
(ベルマウス除く) 

大容量 
放流管 

管胴部 y=y１+y２ 
y１=1.14χ１+1153 
y２=0.66χ２ 

χ１:体積(25～400m３) 

整流板 χ２:面積(25～300㎡) 

小容量放流管 y=1.23χ+366 χ:管体積(100～900m３） 

小容量放 
流設備用 
ゲート・ 
バルブ 

ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ 

y=0.06χ+55 

χ:放流管径(180～2,400mm) 
（ｺﾆｶﾙﾉｽﾞﾙ内径×1.2） 

高圧ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ χ:放流管径(400～1,700mm) 

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ χ:放流管径(400～1,600mm) 

ﾎﾛｰｼﾞｪｯﾄﾊﾞﾙﾌﾞ χ:放流管径(250～1,900mm) 

ﾌｨｯｸｽﾄｺｰﾝﾊﾞﾙﾌﾞ χ:放流管径(200～2,100mm) 

（注） １．標準据付工数の範囲 
(1) ダム用水門設備の標準据付工数の範囲は、扉体、戸当り、開閉装置、基礎材、各種配電盤、機側操作

盤以降の電気配線及び配管、据付架台の据付け、組立架台の設置及び撤去等、準備、試運転調整、後

片付けまでとする。 
(2) 取水設備には、スクリーン、整流装置､ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置、取水塔を含むものとする。 
(3) 小容量放流設備用ゲート・バルブの標準据付工数の範囲は、扉体又は弁体、ケーシング及びボンネッ

ト又は弁胴、開閉装置、支持台、機側操作盤（機側操作盤以降の電気配線、配管を含む)､据付架台、

準備、試運転調整、後片付けであり、放流管との接続作業は含むが、放流管及び主ゲート・バルブ、

副ゲート・バルブ間の接続管については、別途積算するものとする。 
(4) 放流管の標準据付工数の範囲は、据付架台、ベルマウス、フード、管胴・補剛材等の据付け、内部支

保工の撤去、準備、後片付けまでとする。 
２．標準据付工数と範囲外の分界点 

(1) 土木工事（二次コンクリート、仮締切、水替、コンクリートはつり等)､電気工事（一次側配管・配線、

照明等)､塗装及び特殊工事については、標準据付工数に含まれていないため、別途積算するものとす

る。 
 

 
表－２・５１ 標準据付工数 

区    分 
標準据付工数 
y:据付工数 

(人／門) 
摘    要 

職種別構成割合(%) 

機械設備 
据付工 

普 通 
作業員 

放流設備 

三方水密 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

y=7.54χ+142 
χ:扉体面積(60～200㎡) 
(純径間(m)×有効高(m)) 

８０ ２０ 

四方水密 
ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ 

y=33.4χ+120 
χ:扉体面積(6～50㎡) 
(純径間(m)×扉高(m)) 

制水設備 

四方水密 
ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 

y=17.3χ+310 
χ:扉体面積(7～75㎡) 
(純径間(m)×扉高(m)) 

四方水密 
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

y=13.8χ+248 
χ:扉体面積(7～75㎡) 
(純径間(m)×扉高(m)) 

取水設備 

直線 
多段ｹﾞｰﾄ 

y=9.76χ+678 
χ:扉体面積(15～350㎡) 
(純径間(m)×全伸長(m)) 

円形 
多段ｹﾞｰﾄ 

y=9.15χ+656 
χ:扉体体積(10～830m３) 
全伸長(m)×最大口径面積(m２) 
(ベルマウス除く) 

大容量 
放流管 

管胴部 y=y１+y２ 
y１=1.14χ１+1153 
y２=0.66χ２ 

χ１:体積(25～400m３) 

整流板 χ２:面積(25～300㎡) 

小容量放流管 y=1.23χ+366 χ:管体積(100～900m３） 

小容量放 
流設備用 
ゲート・ 
バルブ 

ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ 

y=0.06χ+55 

χ:放流管径(180～2,400mm) 
（ｺﾆｶﾙﾉｽﾞﾙ内径×1.2） 

高圧ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ χ:放流管径(400～1,700mm) 

ｽﾙｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ χ:放流管径(400～1,600mm) 

（注） １．標準据付工数の範囲 
(1) ダム用水門設備の標準据付工数の範囲は、扉体、戸当り、開閉装置、基礎材、各種配電盤、機側操作

盤以降の電気配線及び配管、据付架台の据付け、組立架台の設置及び撤去等、準備、試運転調整、後片

付けまでとする。 
(2) 取水設備には、スクリーン、整流装置､ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ装置、取水塔を含むものとする。 
(3) 小容量放流設備用ゲート・バルブの標準据付工数の範囲は、扉体又は弁体、ケーシング及びボンネッ

ト又は弁胴、開閉装置、支持台、機側操作盤（機側操作盤以降の電気配線、配管を含む)､据付架台、準

備、試運転調整、後片付けであり、放流管との接続作業は含むが、放流管及び主ゲート・バルブ、副ゲ

ート・バルブ間の接続管については、別途積算するものとする。 
(4) 大容量放流管の標準据付工数の範囲は、据付架台、ベルマウス、フード、管胴、整流板、補剛材等の

据付け、内部支保工の撤去、準備、後片付けまでとする。 
２．標準据付工数と範囲外の分界点 

(1) 土木工事（二次コンクリート、仮締切、水替、コンクリートはつり等)､電気工事（一次側配管・配線、

照明等)､塗装及び特殊工事については、標準据付工数に含まれていないため、別途積算するものとする。 
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(2) ダム用水門設備の四方水密ラジアルゲート及び小容量放流設備用ゲート・バルブには、油圧ユニット

以降の油圧配管の据付を含むものとする。 
ただし、異なるユニットを連結するためのものは別途積算するものとする。 

(3) ダム用水門設備において、空気管、充水装置は標準据付工数に含まれないため別途積算するものとす

るが、主体となる設備と一体となっている場合は最寄りのフランジまでの配管を含むものとする。 
３．作業環境等 

(1) ダム用水門設備は、ケーブルクレーン等を用い、堤体打設と競合する条件下において据付ける場合の

ものである。 
４．分割発注の場合の区分別工数は、次式による。 

区分別工数（人／門）＝全体工数（人／門）×区分別工数比率 
区分別工数比率は、表－２・５２のとおりとする。 

 
表－２・５２ 区分別工数比率 

区  分 
種  別 

工  数  比  率  （％） 

扉  体 戸当り 開閉装置 基礎材 

放流設備 
三方水密ラジアルゲート ５０ １０ ２０ ２０ 

四方水密ラジアルゲート ３５ ２０ ２５ ２０ 

制水設備 
四方水密ローラゲート ３５ ５５ １０ ― 

四方水密スライドゲート ３５ ５５ １０ ― 

 

区  分 
種  別 

扉 体 戸当り 開閉装置 
取水 
ｽｸﾘｰﾝ 

整流装置 
ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 
装置 

取水設備 
直線多段ゲート ２０ ３５ １５ ２５ ５ 

円形多段ゲート １５ ― １０ ７０ ５ 

 
２） 付属設備 

ダム用水門設備に付帯する管理橋、階段、防護柵等の付属設備の据付工数は、「第１８章 鋼製付属

設備」によるものとする。 
なお、据付工数は、当該設備の構造を勘案し適用区分を決定するものとする。 

 
（３） 工数補正 

１） 水深による補正 
ダム用水門の放流設備及び制水設備は、水深による補正を行うものとし、水深による補正係数（Ｋｈ）

は、表－２・５３による。 
 

表－２・５３ 水深による補正係数 （Ｋｈ） 
区  分 水深による補正係数（Kh） 摘   要 

四方水密ﾗｼﾞｱﾙｹﾞｰﾄ Kh＝0.0316h+0.367 

h：設計水深 四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 
四方水密ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 

Kh＝0.0257h+0.486 

 
 

 
(2) ダム用水門設備の四方水密ラジアルゲート及び小容量放流設備用ゲート・バルブには、油圧ユニット

以降の油圧配管の据付を含むものとする。 
ただし、異なるユニットを連結するためのものは別途積算するものとする。 

(3) ダム用水門設備において、空気管、充水装置は標準据付工数に含まれないため別途積算するものとす

るが、主体となる設備と一体となっている場合は最寄りのフランジまでの配管を含むものとする。 
３．作業環境等 
  ダム用水門設備は、ケーブルクレーン等を用い、堤体打設と競合する条件下において据付ける場合の

ものである。 
 
 
 現行どおり 
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２） 据付数による補正 

同時期・現場、同形状・規格の水門設備を複数（門、条）据付ける場合は、据付数により工数の補正

を行うものとする。 
なお、据付数による補正係数（Ｋｎ）は、表－２・５４による。 

 
表－２・５４ 据付数による補正係数 

据  付  数（門、条） ２ ３ ４ ５以上 

補正率（１門、１条当り） 0.95 0.92 0.90 0.88 

 
３－３ 凍結防止装置（鋼管発熱式）工事、シャッター工事、ＰＣ鋼棒・鋼線工事及び据付後の緊張工事・グラ

ウト工事 
（１） 凍結防止装置（鋼管発熱式）工事 

凍結防止装置（鋼管発熱式）の据付費は、見積によるものとし、据付に要する材料費、労務費、共通

仮設費、現場管理費、据付間接費、一般管理費等を含む一式を直接経費として計上する。 
なお、共通仮設費及び現場管理費算定の取扱は、算定の対象外とし、設計技術費、一般管理費等の算

定時の取扱は、機器単体品と同様とする。 
（２） シャッター工事 

シャッター工事の据付費は、見積によるものとし、据付に要する材料費、労務費、共通仮設費、現場管

理費、据付間接費、一般管理費等を含む一式を直接経費として計上する。 
なお、共通仮設費及び現場管理費算定の取扱は、算定の対象外とし、設計技術費、一般管理費等の算定

時の取扱は、機器単体品と同様とする。 
（３）ＰＣ鋼棒・鋼線工 

ＰＣ鋼棒・鋼線工事の据付工数は、本体の据付工数に含まれる。 
（４）据付後の緊張工事・グラウト工事 

据付後の緊張工事・グラウト工事は、見積によるものとし、材料費、労務費、共通仮設費、現場管理費、

据付間接費、一般管理費等含む一式を直接経費として計上する。 
なお、共通仮設費及び現場管理費算定の取扱は、算定の対象外とし、設計技術費、一般管理費等の算定時

の取扱は、機器単体品と同様とする。 
 

３－４ 取替工数 
（１） ワイヤーロープ 
（イ） 第 1 河川用水門設備 ３ 直接工事費 ３－６ 取替工事 （１）ワイヤロープ取替工数を使用する。 

 
３－５ 機械経費 
（１） 標準機械器具 

据付にかかる機械経費は、表－２・５５を標準として計上するものとする。 
なお、機種選定、所要数量、運転日数等については、据付条件ならびに関連工事などを勘案のうえ決定

するものとする。 
ただし、ダム用水門設備についての運転時間等は、別途積上げるものとする。 
また、小容量放流設備用ゲート・バルブのクレーン標準運転日数は、（２）によるものとする。 
さらに、小容量放流設備用ゲート・バルブの電気溶接機運転日数については（３）によるものとする。 

 

 
２） 据付数による補正 

同時期・現場、同形状・規格の水門設備を複数（門、条）据付ける場合は、据付数により工数の補正

を行うものとする。 
なお、据付数による補正係数（Ｋｎ）は、表－２・５４による。 

 
表－２・５４ 据付数による補正係数（Ｋｎ） 

据  付  数（門、条） ２ ３ ４ ５以上 

補正係数（１門、１条当り） 0.95 0.92 0.90 0.88 

 
 
 
 現行どおり 
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表－２・５５ 標準機械器具 

機械器具名 規   格 摘        要 

クレーン  
クレーンの能力は最大部材重量、作業半径等を考慮

して決定する 

電気溶接機 交流200～500A  

  〃 直流500A ガウジング用 

  〃 ｴﾝｼﾞﾝ駆動200～500A 商用電源がない場合 

空気圧縮機 排出ガス対策型 ガウジング その他 

発動発電機 排出ガス対策型 商用電源がない場合 

組立架台  「３ ３―５（４）」による 

その他必要なもの   

雑器具損料  機械器具費×２％ 

（注） 雑器具損料とはジャッキ、チェンブロック類、溶接用雑器具、据付用雑器具等の損料である。 
 

（２） クレーン標準運転日数 
クレーンの標準運転日数は、表－２・５６とする。 

 
表－２・５６ クレーン標準運転日数 

対 象 設 備 機   種 規  格 標準運転日数等 摘    要 

 
 

小容量放流設備用 
ゲート・バルブ 

ラフテレーン 
クレーン 

現場条件により

決定する 
D=0.002χ＋2.3 

Ｄ：運転日数 
χ：放流管径（㎜） 

ケーブルクレーン又

はジブクレーン 

ダム工事施工用

として設置して

いるｸﾚｰﾝ 
h=0.004χ＋2.7 

ｈ：運転時間(h) 
χ：放流管径（㎜） 

（注） １．標準運転日数の範囲 
(1) クレーンの標準運転日数に含まれる範囲は、扉体又は弁体、ケーシング及びボンネット又は弁胴、開

閉装置、支持台、機側操作盤（機側操作盤以降の電気配線配管含む）、油圧ユニット以降の油圧配管、

据付架台の据付け及び放流管との接続作業に伴う運転日数である。 
２．標準運転日数と範囲外の分担 

(1) 本表の適用範囲は、小容量放流設備用ゲート・バルブの放流管径が 180mm 以上 2,400mm 以下の場

合であり、180mm 未満又は 2,400mm を超える場合は、別途積算する。 
なお、ジェットフローゲートのχはコニカルノズル径の 1.2 倍とする。 

(2) 放流管及び主ゲート・バルブ、副ゲート・バルブ間の接続管については、別途積算する。 
(3) 異なる油圧ユニットを連結するための油圧配管の据付けについては、別途積算する。 
(4) ラフテレーンクレーンの標準運転日数には、現場までの回送時間は含まれていない。 

３．クレーンの機種は、現場条件等により、いずれかを選定する。また、ラフテレーンクレーンとジブクレ

ーンを併用使用する場合は、別途積算する。 
 

（３） 電気溶接機標準運転日数 
溶接機の標準運転日数は、表－２・５７とする。 

 
 

 
 現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） クレーン標準運転日数 
クレーンの標準運転日数は、表－２・５６とする。 

 
表－２・５６ クレーン標準運転日数 

対 象 設 備 機   種 規  格 標準運転日数等 摘    要 

 
 

小容量放流設備用 
ゲート・バルブ 

クレーン 
現場条件により

決定する 
D=0.002χ＋2.3 

Ｄ：運転日数 
χ：放流管径（㎜） 

ケーブルクレーン又

はジブクレーン 

ダム工事施工用

として設置して

いるｸﾚｰﾝ 
h=0.004χ＋2.7 

ｈ：運転時間(h) 
χ：放流管径（㎜） 

（注） １．標準運転日数の範囲 
(1) クレーンの標準運転日数に含まれる範囲は、扉体又は弁体、ケーシング及びボンネット又は弁胴、開

閉装置、支持台、機側操作盤（機側操作盤以降の電気配線配管含む）、油圧ユニット以降の油圧配管、

据付架台の据付け及び放流管との接続作業に伴う運転日数である。 
２．標準運転日数と範囲外の分担 

(1) 本表の適用範囲は、小容量放流設備用ゲート・バルブの放流管径が 180mm 以上 2,400mm 以下の場

合であり、180mm 未満又は 2,400mm を超える場合は、別途積算する。 
なお、ジェットフローゲートのχはコニカルノズル径の 1.2 倍とする。 

(2) 放流管及び主ゲート・バルブ、副ゲート・バルブ間の接続管については、別途積算する。 
(3) 異なる油圧ユニットを連結するための油圧配管の据付けについては、別途積算する。 
(4) クレーンの標準運転日数には、現場までの回送時間は含まれていない。 

３．クレーンの機種は、現場条件等により、いずれかを選定する。また、クレーンとジブクレーンを併用使

用する場合は、別途積算する。 
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表－２・５７ 溶接機の規格及び標準運転日数 

対象設備 機   種 規  格 標準運転日数 摘    要 

小容量放流設備用 
ゲート・バルブ 

交流アーク溶接機 
又はエンジン 
駆動溶接機 

200～500A D=0.004x＋4 
D：運転日数 
x：放流管径(mm) 

（注） １．標準運転日数の範囲 
(1) 溶接機の標準運転日数に含まれる範囲は、扉体又は弁体、ケーシング及びボンネット又は弁胴、開閉

装置、支持台、機側操作盤（機側操作盤以降の電気配線、配管含む）、油圧ユニット以降の油圧配管、

据付架台の据付け及び放流管との接続作業に伴う運転日数である。 
２．標準運転日数と範囲外の分担 

(1) 本表の適用範囲は、小容量放流設備用ゲート・バルブの放流管径が 180mm 以上 2,400mm 以下の場

合であり、180mm 未満又は 2,400mm を超える場合は、別途積算する。 
なお、ジェットフローゲートのχはコニカルノズル径の 1.2 倍とする。 

(2) 放流管及び主ゲート・バルブ、副ゲート・バルブ間の接続管については、別途積算する。 
(3) 異なる油圧ユニットを連結するための油圧配管の据付けについては、別途積算する。 

３．溶接機の機種は、現場条件により決定する。 
４．溶接機の規格は、溶接対象物の形状、寸法等により選定する。 
５．溶接機の１日当り標準運転時間は、５時間とする。 

 
（４） 組立架台 

組立架台の経費は、次式による。 
組立架台経費 ＝ 基礎価格 × 損料率 

基礎価格及び損料率は、表－２・５８のとおりとする。 
 

表－２・５８ 組立架台の基礎価格及び損料率 

区 分 

基 礎 価 格 

損料率 直接製作費 間接製作費 
一般管理費等 

材料費 労務費 間接労務費率 工場管理費率 

組立架台 
所要量を積上

げ 

「第18章 鋼製

付属設備 適用

区分Ｄ」による

製作工数に賃金

を乗じて算出す

る。 

75% 20% 14% 30% 

（注） １．組立架台は、分割搬入した扉体等を地組する際に使用する埋設されない架台であり、複数契約で転用使

用することを標準とし、１契約当り３０％を減価償却費及び転用補修費として損料計上するものとする。 
なお、同一契約で同時期、同現場において組立架台を再利用しながら複数門を順次据付ける場合であっ

ても、１契約で３０％を計上するものとする。 
２．基礎価格には組立架台の製造設計に係る経費として間接労務費及び工場管理費は計上するが、設計技術

費は計上しない。 
３．コンクリート等に埋設される据付架台は別途計上するものとする。 

 
３－６ 試運転費 

試運転工数は、標準据付工数に含まれているので計上しないものとする。 
 

 
 現行どおり 
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 別表－２－１ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

三方水密ラジアルゲート 

 

扉  体 

 

基 礎 材 

 

y=8.33χ+10 

 

y=3.35χ-75 

 

χ：扉体面積（ｍ２）   ［χの適用範囲；６０ｍ２～２００ｍ２］ 

扉体面積：純径間（ｍ）×扉高（ｍ）  （図－１参照） 

 

 

図－１ 三方水密ラジアルゲート 扉体 

 

戸 当 り 

 

y=0.83χ+18 

 

χ：片側扉体円弧長（ｍ）×２＋純径間（ｍ）   ［χの適用範囲；２０ｍ～６０ｍ］ 

片側扉体円弧長は水密延長とする。  （図－２参照） 

 

 

図－２ 三方水密ラジアルゲート 戸当り 

扉高（ｍ）

純径間（ｍ）

水流→

片側扉体
　円弧長（ｍ）

純径間（ｍ）

水流→

片側扉体
　円弧長（ｍ）
(水密延長とする)

別表－２－２ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

四方水密ラジアルゲート 

 

扉  体 

 

 

基 礎 材 

 

 

 

水深補正 

 

扉  体 

 

基 礎 材 

 

y=40.6χ-80 

 

 

y=7.39χ+82 

 

 

 

kh=0.0295h+0.410 

 

kh=0.0212h+0.576 

 

χ：扉体面積（ｍ２）   ［χの適用範囲；６ｍ２～５０ｍ２］ 

扉体面積：扉高（ｍ）×純径間（ｍ）  （図－３参照） 

ｈ：設計水深：扉体の直上流における水深に波浪高さを加えた水深のうち、 

扉体設計に支配的となる水深をいう（ｍ）   ［ｈの適用範囲；２０ｍ～１２０ｍ］ 

 

図－３ 四方水密ラジアルゲート 扉体 

 

戸 当 り 

 

水深補正 

 

戸 当 り 

 

y=3.38χ+134 

 

kh=0.0382h+0.236 

 

χ：（片側扉体円弧長(m)×４＋純径間(m)×２）   （図－４参照） 

［χの適用範囲；２０ｍ～５０ｍ］ 

［ｈの適用範囲；２０ｍ～１２０ｍ］ 

 

図－４ 四方水密ラジアルゲート 戸当り 

 

開閉装置 

 

y=0.01χ+113 

 

χ：開閉荷重(kN)×ｼﾘﾝﾀﾞｽﾄﾛｰｸ長(m)［χの適用範囲490KNm～26000KNm］ 

設
計
水
深
（
ｍ
）

ゲート敷高

扉高(m)
吐口断面の高さ

純径間(m) ： 吐口断面の幅

ダム堰P237図4.3.
2-1での基準点

水流→ 片側扉体円弧長
(上部水密点と下
部水密点の延長)

側部戸当り長＝
　扉体円弧長×４

純径間

純径間

「ダム・堰施設技術基準（案）」
図2.3，2-1 p358での基準点 
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別表－２－３ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 
四方水密ローラゲート 
 
 
四方水密スライドゲート 

 
扉体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水深補正 

 
ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 
y=15.0χ+62 

 
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 
y=12.0χ+49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kh=0.0402h+0.197 

 
χ：扉体面積（ｍ２） 

扉体面積：純径間×扉高 （図－５参照） 
［ﾛｰﾗｹﾞｰﾄのχの適用範囲；７ｍ２～７５ｍ２］、［ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄのχの適用範囲；７ｍ２～７５ｍ２］ 

ｈ：設計水深：扉体の直上流における水深に波浪高さを加えた水深のうち、 
扉体設計に支配的となる水深をいう。（ｍ）   ［ｈの適用範囲；２０ｍ～７０ｍ］ 

 
図－５ 四方水密ローラゲート 扉体 

 
戸当り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水深補正 

 
ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ 
y=6.77χ-21 

 
ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 
y=6.77χ-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kh=0.0165h+0.670 

 
χ：（片側側部戸当り高さ(m)×２＋純径間(m)×２）  (図－６参照) 

［χの適用範囲；１５ｍ～１４０ｍ］、［ｈの適用範囲；２０ｍ～７０ｍ］ 
 

図－６ 四方水密ローラゲート 戸当り 

純径間（ｍ）

扉　高（ｍ）

重
構
造
部
戸
当
り
長
（
ｍ
）

軽
構
造
戸
当
り
長
（
ｍ
）

片
側
側
部
戸
当
り
高
さ
（
ｍ
）

下部戸当り長（ｍ）
純径間とする

上部戸当り長（ｍ）
純径間とする

別表－２－４ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

直線多段ゲート 

 

 扉  体 

 

y=7.75χ-85 

 

χ：扉体面積（ｍ２）   ［χの適用範囲；１５ｍ２～３５０ｍ２］ 

扉体面積：純径間（ｍ）×全伸長（ｍ） 

 

 戸当り 

 

y=7.10χ+385 

 

χ：（片側側部戸当り高(m)×２＋純径間(m)）×段数  （図－７参照） 

［χの適用範囲；３０ｍ～５５０ｍ］ 

 

 

図－７ 直線多段ゲート 

  

 整流装置 

 

y=25.9χ+182 

 

χ：整流装置投影面積   ［χの適用範囲；２ｍ２～４０ｍ２］ 

重
構
造
部
戸
当
り
長

軽
構
造
戸
当
り
長片
側
側
部
戸
当
り
高
（
ｍ
）

全
伸
長
（
ｍ
）

軽構造
戸当り重構造部

戸当り

扉　体

投影面積(m2)
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 別表－２－５ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

円形多段ゲート 

 

扉  体 

 

y=2.75χ+230 

 

χ：最大口径面積（ｍ２）×全伸長（ｍ）  （図－８参照） 

［χの適用範囲；１０ｍ３～８３０ｍ３］ 

 

 

図－８ 円形多段ゲート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整流装置のχの適用範囲；２㎡～４０㎡］ 

 

戸当り 

 

戸当りは取水塔に含まれる。 

 

整流装置 

 

y=25.9χ＋182 

最大面積（内径）（ｍ2）

整流装置平面投影面積（㎡）

投影面積（㎡

全
伸
長
（
ｍ
）

整流装置

別表－２－６ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

取水設備 

 

スクリーン 

（直線多段ゲート用） 

 

スクリーン 

（円形多段ゲート用） 

 

y=1.31χ-5 

 

 

 

y=0.59χ+4 

 

χ：面積（ｍ２） 

面積＝パネル幅(m)×パネル長(m)×パネル数  （図－９参照） 

［直線多段用χの適用範囲；６０ｍ２～７６０ｍ２］ 

［円形多段用χの適用範囲；６００ｍ２～２０００ｍ２］ 

 

 

図－９ スクリーン 

パネル幅

パ
ネ
ル
長
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別表－２－７ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

取水設備 

 

取 水 塔 

（架構） 

 

y=49.7χ0.714 

 

χ：扉体最大口径面積（ｍ２）×全伸長（ｍ）（扉体に準じる） 

［χの適用範囲；１０ｍ３～８３０ｍ３］  （図－10参照） 

 

 

図－10 取水塔 

主
柱
長
（
ｍ
）

扉体最大口径面積(m2)

別表－２－８ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

大容量放流管 

 

管  胴 

 

y=4.72χ+223 

 

χ：体積（m３）   ［χの適用範囲；２５ｍ３～４００ｍ３］ 

(ﾍﾞﾙﾏｳｽ終端高×ﾍﾞﾙﾏｳｽ終端幅＋管胴終端高×管胴終端幅)／２×管胴斜距離  （図－11参照） 

 

 

図－11 大容量放流管 
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ベルマウス始端中心点から
ベルマウス終端中心点斜距離

ベルマウス斜距離 管胴斜距離

ベルマウス終端中心点から
管胴終端斜距離

ダム堰P237図4.3.
2-1での基準点

管
胴
終
端
高(

m
)

管
胴
終
端
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m
)

フード

ダム堰P354図2.3
2-1での基準点

「ダム・堰施設技術基準（案）」
図2.3，2-1 p358での基準点 
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別表－２－９ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

大容量放流管 

 

ベルマウス部 

 

y=5.94χ+223 

 

χ：体積（m３）   ［χの適用範囲；４ｍ３～２４０ｍ３］ 

(ﾍﾞﾙﾏｳｽ始端高×ﾍﾞﾙﾏｳｽ始端幅＋ﾍﾞﾙﾏｳｽ終端高×ﾍﾞﾙﾏｳｽ終端幅)／２×ﾍﾞﾙﾏｳｽ斜距離  （図－11参照） 

「ベルマウス斜距離」の定義：ダム・堰施設技術基準（案）P499表3.1.3-1による」 

 

ダム・堰施設技術基準(案）表3.1.2-1 ベルマウス形状（抜粋） 

 

種  別 
断面 

形状 
№ 

ﾍﾞﾙﾏｳｽ形状 
形式 

 

a/D b/D 

楕円曲線 
 

          

 

 

2a：長径 

2b：短径 

円形 1 

2 

3 

4 

5 

1 

0.75 

0.6 

0.5 

0.8 

1/3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.15 

四面 

矩形 6 

7 

8 

9 

10 

1 

0.6 

1 

1 

1 

1/3 

0.2 

0.25 

0.25 

0.25 

11 

12 

1 

1.5 

1/3 

2/3 

三面 

一面 

 

【例 №１、６の場合】 

ﾍﾞﾙﾏｳｽ終端部高さ    Ｄ＝6.0m 

ﾍﾞﾙﾏｳｽの体積算出時の長さａ＝6.0m 

【例 №７の場合】 

ﾍﾞﾙﾏｳｽ終端部高さ    Ｄ＝6.0m 

ﾍﾞﾙﾏｳｽの体積算出時の長さａ＝3.6m (6.0m×0.6) 

X２ Y２ 

a２  ＋  b２ 

別表－２－１０ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

大容量放流管 

 

フード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整流板 

 

y=4.72χ+223  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y=0.82χ+129 

 

χ：体積（m３）   ［χの適用範囲；２０ｍ３～９０ｍ３］ 

体積＝（長1(m)×長2(m)＋長3(m)×長4(m)）／２×斜距離(m)  （図－12参照） 

 

 

図－12 大容量放流管（フード） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χ：表面積（ｍ２）   ［χの適用範囲；２５ｍ２～３００ｍ２］ 

片側側部面積（ｍ２）×２＋底部面積（ｍ２）  （図－13参照） 

 

 

図－13 整流板 
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長４

長３斜距離
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現行どおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別表－２－１１ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

小容量放流管 
直管 y=1.6χ+3  

χ：体積（ｍ３） 

管断面積(ｍ２)×延長(m)  （図－14 参照） 

［直管部のχの適用範囲；３０ｍ３～９００ｍ３］ 

［曲管部のχの適用範囲； １ｍ３～５５０ｍ３］ 

曲管 y=3.18χ+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一内径の直（曲）管が１条内に分割となっている場合 

① 直(曲)管１と直(曲)管２が同一径の場合 

χ＝π／４×(直(曲)管１)２×直(曲)管延長１＋π／４×(直(曲)管２)２×直(曲)管延長２ 

② 直(曲)管１と直(曲)管２の径が異なる場合 

直(曲)管１と直(曲)管２は各々算出する。 

直(曲)管１χ＝π／４×(直(曲)管１)２×直(曲)管延長１ 

直(曲)管２χ＝π／４×(直(曲)管２)２×直(曲)管延長２ 

直管延長１

漸縮管

直管延長２

曲管延長１
直管内径１

直管１

直管２
直管内径１

曲管１

曲管２
曲管延長２

曲管内径１

曲管内径２

分岐管

ﾍﾞﾙﾏｳｽ

図－14　小容量放流管（直管・曲管）

別表－２－１２ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 標準製作工数算定式 χ  の  定  義 

 

小容量放流管 
漸縮管 y=3.71χ+3  

χ：管断面積(m)×延長(m)  （図－15～17参照） 

 

漸縮管（異形管） 

χ：π/4×{(D1＋D2)/2}２×Ｌ 

［χの適用範囲；１ｍ３～１６０ｍ３］ 

一方が円形、他方が矩形の場合は、 

両端断面積の平均値にＬを乗じた 

値とする。 

 

 

 

分岐管 

χ：π/4×D1２×L1+π/4×D2２×L2+π/4×D3２×L3 

［χの適用範囲；４ｍ３～９０ｍ３］ 

 

 

 

 

 

 

 

ベルマウス部（円形） 

χ：π/4×{(D1＋D2)/2}２×Ｌ 

 

Ｌ＝ﾍﾞﾙﾏｳｽ呑口端面から曲率を形成し、 

直線部分との接点までの距離とする。 

［χの適用範囲；0.5ｍ３～１０ｍ３］ 

分岐管 y=5.74χ+3 

ベルマウス y=4.33χ+3 図－15　漸縮管

Ｄ１ Ｄ２

Ｌ

   Ｌ３  Ｄ３ 

Ｄ１

ｄ

Ｌ
ｄ

Ｌ１ Ｌ２

図－16　分岐管

Ｄ２

Ｄ１

Ｄ２

図－17　ベルマウス部
Ｌ

図－15 漸縮管 

図－16 分岐管 

図－17 ベルマウス部 
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現行どおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行どおり 
 

 
別表－２－１３ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 
標準製作・据付工数 

算 定 式 
ｘ  の  定  義 

 

ジェットフローゲート 

 

電動スピンドル式 

 

油圧シリンダ式 

 

(製作工数) 

 

ｙ=0.366ｘ+20 

 

適用口径 

180≦ｘ≦2,400(㎜) 

 

ｘ：コニカルノズル内径(㎜)×１.２倍 

 

 

図－１８ ジェットフローゲート 

 

(据付工数) 

 

ｙ＝0.06ｘ＋55 

 

適用口径 

180≦ｘ≦2,400(㎜) 

開閉装置

ボンネットカバー

空気管
ボンネット

ケーシング 戸当り

コニカルノズル

扉体

コニカルノズル内径×1.2倍(mm) コニカルノズル内径

別表－２－１４ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 
標準製作・据付工数 

算 定 式 
ｘ  の  定  義 

 

高圧スライドゲート 

 

電動スピンドル式 

 

油圧シリンダ式 

 

(製作工数) 

 

ｙ=0.424ｘ-78 

 

適用口径 

400≦ｘ≦1,700(㎜) 

 

１）通水路断面が円形状の場合 

ｘ：口径(mm) 

 

２）通水路断面が矩形状の場合 

ｘ：矩形断面積を等価な円形断面積に置換えた場合の等価口径(mm) 

ｘ=2×(B×H／π)１／２   

B：純径間(㎜) 

H：有効高(㎜) 

 

 

図－１９ 高圧スライドゲート 

 

(据付工数) 

 

ｙ＝0.06ｘ＋55 

 

適用口径 

400≦ｘ≦1,700(㎜) 

開閉装置

ボンネットカバー

空気管ボンネット

ケーシング 戸当り

扉体
口径(mm)
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別表－２－１５ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 
標準製作・据付工数 

算 定 式 
ｘ  の  定  義 

 

スルースバルブ 

 

電動スピンドル式 

 

油圧シリンダ式 

 

(製作工数) 

 

ｙ=0.293ｘ-31 

 

適用口径 

400≦ｘ≦1,600(㎜) 

 

ｘ：口径(㎜) 

 

 

図－２０ スルースバルブ 

 

(据付工数) 

 

ｙ＝0.06ｘ＋55 

 

適用口径 

400≦ｘ≦1,600(㎜) 

開閉装置

ボンネットカバー

空気管ボンネット

ケーシング 戸当り

扉体
口径(mm)

別表－２－１６ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 
標準製作・据付工数 

算 定 式 
ｘ  の  定  義 

 

ホロージェットバルブ 

 

スピンドル式 

 

油圧式 

 

(製作工数) 

 

ｙ=0.615ｘ+19 

 

適用口径 

250≦ｘ≦1,900(㎜) 

 

ｘ：口径(㎜) 

 

 

図－２１ ホロージェットバルブ 

 

(据付工数) 

 

ｙ＝0.06ｘ＋55 

 

適用口径 

250≦ｘ≦1,900(㎜) 

開閉装置

バルブ本体

ニードル

スプリッタ

口径(mm)

スプリッタ 

バルブ本体 
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削 除 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

別表－２－１７ 標準製作工数算定要領 

ゲート形式 区  分 
標準製作・据付工数 

算 定 式 
ｘ  の  定  義 

 

フィクストコーンバルブ 

 

スピンドル式 

 

(製作工数) 

 

ｙ=0.370ｘ+20 

 

適用口径 

200≦ｘ≦2,100(㎜) 

 

ｘ：口径(mm) 

 

 

図－２２ フィクストコーンバルブ 

 

(据付工数) 

 

ｙ＝0.06ｘ＋55 

 

適用口径 

200≦ｘ≦2,100 (㎜) 

 

開閉装置

コーン

バルブ本体

口径(mm)



 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 ゴム引布製起伏ゲート設備 
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第３章 ゴム引布製起伏ゲート設備 
 
１ 適用範囲  

この基準は、ゴム引布製起伏ゲート設備の製作、据付けに適用する。 
１－１ 区分及び構成 

ゴム引布製起伏ゲート設備の区分及び構成は、表－３・１のとおりとする。 
 

表－３・１ 区分及び構成 

区     分 構        成 

ゴム引布製起伏ゲート設備 袋体、取付金具、給・排気設備、操作設備 

（注） １．ゴム引布製起伏ゲート設備とは、河川及び開水路に設置するものをいう。 
２．管路内に設置されるゴム引布製起伏ゲ－トは、含まないものとする。 
３．適用出来る方式は空気式のみであり、水式には適用出来ない。 

 
２ 直接製作費  
２－１ 材料費 
（１） 材料費の構成 

材料費の構成は、次のとおりとする。 
材料費 ＝ 部品費 

（２） 部品費 
１） 部品費の積算は、次式による。 

部品費 ＝ 部品所要量 × 部品単価 
部品費に含まれる部品の品目は、次のとおりである。 
給・排気管、ボルト・ナット、パッキン、ジョイント、フランジ、ソケット、ブッシュ、レジュー

サー、ニップル、ティー、エルボ、各種スイッチ、各種リレー等である。 
２） 機器単体費  

機器単体費として計上する品目は、表－３・２のとおりとする。 
 

表－３・２ 機器単体品目 

区   分 内            訳 

袋    体 ゴム袋体、袋体保護材（緩衝材または補強材） 

取 付 金 具 
受け金具、押さえ金具、アンカーボルト、ナット、ワッシャー、補強材、各種フランジ

等 

給・排気設備 給気･排気ブロワーまたはポンプ、各種バルブ類、伸縮継手 

操 作 設 備 
操作室内排水ポンプ、機側操作盤、袋体内圧検知装置、水位検知装置、各種安全装置、

ストレーナー等 
 

３） 直接経費 
特許又は特殊技術に係る製作で、専門業者により行われるものは直接経費の項で計上するものとす

る。 
 

２－２ 付属設備製作費 
ゴム引布製起伏ゲート設備に付帯する鋼製付属設備（階段、防護柵、管理歩廊等）の製作費については、

「第１８章 鋼製付属設備」により算出するものとする。 
 
３ 直接工事費 
３－１ 材料費 
（１） 材料費構成 
 

 
 
 現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 直接工事費 
３－１ 材料費 

据付に使用するアンカーボルト布設用金具、鉄筋、法面部治具支持材、屋外配管支持材、フランジ整形 
金具、電気配線管等は積上げ計上するものとする。 
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材料費の構成は、次のとおりとする。 
材料費 ＝ 据付材料費 ＋ 据付補助材料費 

（２） 据付材料費 
据付材料費の積算は、次式による。 
据付材料費 ＝ 据付材料所要量 × 据付材料単価 
（注）据付材料費は、アンカーボルト布設用金具、鉄筋、法面部治具支持材、屋外配管支持材、フラ

ンジ整形金具、電気配線管等である。 
（３） 据付補助材料費 

１） 据付補助材料費の積算は、次式による。 
据付補助材料費 ＝ 据付労務費 × 据付補助材料費率（％） 

据付労務費は、据付対象設備の据付に従事する機械設備据付工、普通作業員の労務費をいい、別途計

上される土木工事費、電気工事費中の労務費は対象としない。 
なお、据付補助材料費率は、表－３・３によるものとする。 

 
表－３・３ 据付補助材料費率 

区    分 据付補助材料費率（％） 

ゴム引布製起伏ゲート設備 ７．０ 

 
３－２ 据付工数 
（１） 据付工数は、次式による。 

Ｙ ＝ ｙ × Ｋｎ 
Ｙ  ： 設備１連当りの据付工数（人／連） 
ｙ  ： 設備１連当りの標準据付工数（人／連） 
Ｋｎ ： 据付数による補正係数 

（注）１．標準据付工数は、表－３・４によるものとする。 
２．据付数による補正係数は、表－３・５によるものとする。 

（２） 標準据付工数 
標準据付工数は、表－３・４を標準とする。 

 
表－３・４ 標準据付工数 

区  分 
標準据付工数 

（人／連） 
適用範囲（ｍ２） 

職種別構成割合(％) 

機械設備据付工 普通作業員 

袋   体 y＝1.44x＋10.38 2.0≦ｘ≦150 
８０ ２０ 操作設備･給排気 

配管設備 
y＝1.04x＋17.51 2.0≦ｘ≦150 

（注） １．ｘ：袋体投影面積（ｍ２）の算出は以下のとおりである。 
ｘ＝１／２×（堰頂長(m)＋堰底長(m)）×有効高(m) 

２．標準据付工数の範囲 
(1) 袋体の標準仕様は次のとおりである。 

1) 膨張媒体   空気式 
2) 倒伏方式   片倒れ式 

(2) 操作設備の標準仕様は次のとおりである。 
1) 倒伏動力   原動機、電動機 
2) 倒伏装置   機械式、電気式 

(3) 操作設備・給排気配管設備の標準据付工数算出式は、袋体より操作設備までの給排気管延長（複

数門ある場合は平均）距離が３０ｍを超える場合は適用出来ないので別途積上げることとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３－２ 据付工数 
    据付・試運転調整に要する必要工数を積上げるものとする。 
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(4) 標準据付工数に含まれる設備は、次のとおりである。 
袋体、袋体取付金具、給気・排気設備（給・排気管を含む）、支持金具、操作設備（倒伏装置、

安全装置）、機側操作盤、各種配電盤、機側操作盤以降（二次側）の電気配線・配管、準備、機側

操作盤以降の試運転調整及び後片付けまでとする。 
なお、減圧室関係、二次コンクリート打設については、含まないため、別途計上するものとす

る。 
(5) 現場条件は、次のとおりである。 

作業現場が仮締切りされたドライな環境で、トラッククレーンにより据付可能な場合に適用出来

る。 
 

（３） 工数補正 
１） 据付数による補正 

同時期・現場、同等規模・形式のゴム引布製起伏ゲート設備を複数（連）据付る場合は、据付数によ

り工数の補正を行うものとする。 
なお、据付数による補正率（Ｋｎ）は、表－３・５のとおりとする。 

 
表－３・５ 据付数による補正係数 （Ｋｎ） 

据付数（連） ２連 ３連 ４連 ５連以上 

補正率（１連当り） ０．９５ ０．９２ ０．９０ ０．８８ 

 
３－３ 機械経費 
（１） 標準機械器具 

据付にかかる機械経費は、表－３・６を標準として計上するものとする。 
なお、機種選定、所要数量、運転日数等については、据付条件並びに関連工事などを勘案のうえ決定す

るものとする。 
 

表－３・６ 標準機械器具 
機械器具名 規    格 摘     要 

クレーン ラフテレーンクレーン 
クレーンの能力は最大部材質量、作業半径 
等を考慮して決定する。 

電気溶接機 交流200～300A  

〃 エンジン付200～300A 商用電源がない場合 

発動発電機 排出ガス対策型 商用電源がない場合 

その他必要なもの  現地条件により計上する 

雑器具損料  機械器具費の２％ 

（注） 「雑器具損料」とは、ジャッキ、チェンブロック類、溶接用雑器具、据付用雑器具等の損料である。 
 

（２） クレーン標準運転日数 
クレーン標準運転日数は、表－３・７を標準とする。 

 
表－３・７ クレーン標準運転日数 

対象設備 機  種 規    格 標準運転日数 摘 要 

袋  体 ラフテレーンクレーン 現場条件により決定する Ｄ＝２  

（注） １．標準運転日数Ｄは設備１連当り運転日数である。 
２．ラフテレーンクレーンの標準運転日数には現地までの回送時間は含まれていない。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ３－３ 機械経費 
       据付に係る機械経費は、必要に応じてラフテレーンクレーン等について積上げ計上するものとする。 
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（３） 電気溶接機標準運転日数  

電気溶接機の運転日数は、表－３・８を標準とする。 
 

表－３・８ 電気溶接機の標準運転日数 

対象設備 機   種 規  格 標準運転日数 摘  要 

配 管 
交流アーク溶接機 
又はエンジン 
駆動溶接機 

200～300A Ｄ＝0.1x＋9 
x：袋体投影面積 

（ｍ２） 

（注） １．標準運転日数Ｄは設備１連当り運転日数である。 
２．ｘ：袋体投影面積（ｍ２）の算出は、以下のとおりである。 

ｘ＝１／２×（堰頂長(m)＋堰底長(m)）×有効高(m)  
３．電気溶接機の機種は、現場条件によって決定する。 
４．電気溶接機の規格は、溶接対象物の形状・寸法等により選定する。 
５．溶接機の運転日当りの標準運転時間は、５時間とする。 

 
３－４ 試運転費 

試運転費は、標準据付工数に含まれるので、別途計上しないものとする。 
なお、標準据付工数に含まれる試運転は、機側操作盤以降の試運転調整である。 

 

  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 揚排水ポンプ設備 

第２ コラム形水中ポンプ設備 
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第４章 揚排水ポンプ設備 
 
第２ コラム形水中ポンプ設備 
１ 適用範囲 

この基準は、コラムパイプに水中モータポンプを取付けて排水を行うコラム形水中ポンプ設備の製作・据付け

に適用する。 
１－１ 適用条件 

この基準が適用出来るポンプ形式、ポンプ口径、計画吐出量及び揚程範囲は、表－４・４１を標準とす

る。 
 

表－４・４１ ポンプ形式、ポンプ口径、計画吐出量及び揚程範囲 

ポンプ形式 ポンプ口径 計画吐出量 揚程範囲 

コラム形着脱式立軸斜流 
水中モータポンプ 

７００mm １m3/s ６～９ｍ 

 
１－２ 区分及び構成 

コラム形水中ポンプ設備の区分及び構成は、表－４･４２のとおりとする。 
 

表－４･４２ 区分及び構成 

区 分 構        成 

ポンプユニット ポンプ本体、コラムパイプ 

配     管 吐出弁、吐出管、継手 

電源・操作設備 
発電装置（原動機、交流発電機、内蔵燃料槽、始動用蓄電池、充電器、

発電機盤、操作盤）、接地端子箱、接続盤、保護装置、ケーブル、ケー

ブルリール 

付 属 設 備 補助燃料タンク、照明設備、水位計 

（注） 発電装置から独立して設置する操作盤は、電源・操作設備に含むものとする。 
 
２ 直接製作費 
２－１ 材料費 

エキストラは、原則として計上しない。ただし、仕様書に明記した場合は必要に応じ計上するものとす

る。 
 

２－２ 機器単体費 
機器単体費として計上する品目は、表－４･４３のとおりとする。 

 
表－４･４３ 機器単体品目 

機器単体品目 
ポンプ本体、コラムパイプ、弁、継手、発電装置、接地端子箱、接続盤、

保護装置、ケーブル、ケーブルリール、水位計 

（注） 発電装置から独立して設置する操作盤は、機器単体費で計上するものとする。 
 

２－３ 製作工数 
（１） 吐出管 

吐出管の製作工数は、「第１８章 鋼製付属設備」によるものとする。 
ただし、吐出管は１系統毎に１本（基）として、区分Ｄにより積算するものとする。 

（２） 付属設備 
付属設備の製作工数は、「第１８章 鋼製付属設備」によるものとする。 
 

現行どおり 
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２－４ 工場塗装費 
吐出管及び付属設備の塗装費は、「第１９章 塗装」によるものとする。 

 
２－５ 間接製作費 
（１） 間接労務費 

吐出管及び付属設備の製作に係る間接労務費は、「第１章 一般共通」によるものとし、間接労務費率

は鋼製付属設備に準ずるものとする。 
 

（２） 工場管理費 
吐出管及び付属設備の製作に係る工場管理費は、「第１章 一般共通」によるものとし、工場管理費率

は鋼製付属設備に準ずるものとする。 
 
３ 直接工事費 
３－１ 材料費 
（１） 材料費の構成 

材料費の構成は、次式のとおりとする。 
材料費 ＝ 据付材料費 ＋ 補助材料費 

（２） 据付材料費 
据付材料費の積算は、次式による。 
据付材料費 ＝ 据付材料所要量 × 据付材料単価 

（３） 補助材料費 
補助材料費の積算は、次式による。 
補助材料費 ＝ 据付労務費 × 据付補助材料費率（％） 

据付労務費は、据付対象設備の据付けに従事する機械設備据付工、普通作業員の労務費をいい、別途計

上される土木工事費、電気工事費中の労務費は対象としない。 
なお、据付補助材料費率は、表－４・４４によるものとする。 

 
表－４・４４ 据付補助材料費率 （％） 

据付補助材料費率 ２ 

 
３－２ 据付工数 
（１） 固定設備据付工数 

固定設備の据付工数は、表－４･４５を標準とする。 
 

表－４･４５ 固定設備標準据付工数 

区 分 標 準 工 数 
職種構成比（％） 

据 付 工 普通作業員 

固定設備 

 
３３ 

ｙ ＝        ＋ ８ 
ｘ ＋ １９ 

８０ ２０ 

（注） １．ｙは標準工数（人／ｔ）、ｘは据付質量（ｔ）である。 
２．標準工数の範囲は、コラムパイプ、吐出弁、吐出管、継手、付属設備（補助燃料タンク、照明

設備、水位計）の準備、据付及び後片付けまでとし、ポンプ及び電源・操作設備は含まない。 
３．本工数は、トラッククレーンにより据付可能な場合のものである。 

４．吐出管が鋼管（鋼板を加工する場合も含む）以外の場合は別途積算するものとする。 

現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ３－１ 材料費 
      据付に使用する電気配線、配管等の材料及び部品費は積上げ計上するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ３－２ 据付工数 
      据付・試運転調査に要する必要工数を積上げるものとする。 
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（２） 可搬設備取付・取外し工数 
可搬設備の取付・取外し工数は、表－４･４６を標準とする。 

 
表－４･４６ 可搬設備標準取付・取外し工数 

区   分 
標準工数 

（人／ポンプ１台） 

職種構成比（％） 

据付工 普通作業員 

可搬設備 
取  付 ４．０ ８０ ２０ 

取 外 し １．２ ７５ ２５ 

（注） １．可搬設備の取付工数の範囲は、ポンプ本体、電源・操作設備の準備、取付、現場総合試運転及

び後片付けまでとする。 
２．可搬設備の取外し工数の範囲は、ポンプ本体、電源・操作設備の準備、取外し及び後片付けま

でとする。 
３．本工数は、新設時に適用するものとし、ポンプ排水運転時（出水時・管理運転時）の積算には

適用出来ない。 
４．本工数は、トラッククレーンにより取付・取外し可能な場合のものである。 

 
（３） 付属設備 

別途単独で据付けを行う付属設備の据付けについては、「第１８章 鋼製付属設備」によるものとする。 
（４） その他工数 

前記（１）～（３）の工数には、次のものは含まれていないので別途積算するものとする。 
１） 配筋工事、水替工事、運搬路等の仮設工事、現場塗装工事 
２） 二次コンクリート、各機器の基礎、シンダーコンクリート、掘削等の土木工事 

 
３－３ 機械経費 

固定設備の据付け及び可搬設備の取付・取外しに係る機械経費は、必要に応じてトラッククレーン、溶

接機等について計上するものとする。 
 

３－４ 試運転費 
試運転工数は、可搬設備取付工数に含まれているので、計上しないものとするが、必要な燃料油脂費の

み次式により算定し計上する。 
Ｗ ＝ ０．１５９ × ＰＥ × Ｔ × Ｙ  

Ｗ ：動力費     円 
ＰＥ：発電機関出力  ｋＷ 
Ｔ ：試運転実働時間 ｈ（積上げによる。） 
Ｙ ：燃料単価    円／ℓ  

 
４ 間接工事費 
４－１ 共通仮設費 

共通仮設費は、「第１章 一般共通（揚排水ポンプ設備）」に準ずるものとする。 
 

４－２ 現場管理費 
現場管理費は、「第１章 一般共通（揚排水ポンプ設備）」に準ずるものとする。 

 
４－３ 据付間接費 

据付間接費は、「第１章 一般共通（揚排水ポンプ設備）」に準ずるものとする。 
 
５ 設計技術費 

設計技術費は、「第１章 一般共通（揚排水ポンプ設備）」に準ずるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ３－３ 機械経費 
      据付に係る機械経費は、必要に応じてラフテレーンクレーン、溶接機等について積上げ計上するものと 

する。 
 
 

削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行どおり 
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第５章 ダム施工機械設備 
 
１ 適用範囲 

この基準は、コンクリートダム及びフィルダムの施工機械設備の製作、据付け、解体撤去に適用する。 
１－１ 区分及び構成 

ダム施工機械設備の区分及び構成は、表－５・１のとおりとする。 
 

表－５・１ 区分及び構成 

区   分 構        成 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
打設設備 

ケーブル 
クレーン 

固定塔、移動塔、走行･横行･巻上装置(鋼索､トロリ等を含む)機械室、軌条、操作制

御装置、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、付属設備等 

ケーブル 
クレーン 
(軌索式) 

固定塔、走行・横行・巻上装置（鋼索、トロリ等を含む）、機械室、操作制御装置、

ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、付属設備等 

ジ  ブ 
クレーン 
(走行式) 

走行体、旋回体、ジブ、マスト、走行・引込・起伏・旋回・巻上装置（鋼索等を含

む）、機械室、軌条、操作制御装置、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｹｯﾄ、付属設備等 

骨材生産設備 
破砕装置（クラッシャ、ミル等）、篩分・分級装置（グリズリスクリーン、分級機等

）、骨材引出装置（フィーダ類）、洗浄装置、シュートホッパ類、架台、操作制御装

置、上屋、付属設備等 

ｺﾝｸﾘｰﾄ生産設備 
コンクリート混合装置、計量装置、貯蔵装置、シュートホッパ類、給気設備、操作

制御装置、上屋、付属設備等 

ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備 
セメントサイロ、セメント輸送装置（コンベヤ式、空気式）、給気設備、 
架台、操作制御装置、上屋、付属設備等 

骨材貯蔵・輸送設備 
骨材貯蔵ビン､ロックラダー､ベルトコンベヤ､脚､骨材引出装置（ﾌｨｰﾀﾞ類)､ 
ｼｭｰﾄﾎｯﾊﾟ類、原料ビン、操作制御装置、付属設備等 

濁水処理設備 
前処理装置、凝集沈降分離装置、中和装置、脱水装置、薬剤供給装置、槽類、架台、

測定・操作制御装置、上屋、付属設備等 

ｺﾝｸﾘｰﾄ冷却設備 冷凍機、クーリングタワー、ポンプ、槽類、架台、操作制御装置、付属設備等 

付属設備 階段、手摺等 

（注） １．骨材貯蔵・輸送設備におけるベルトコンベヤとは、各設備間の骨材の輸送に使用するものをいう。 
２．付属設備とは、各設備とは独立して据付可能な階段、手摺等をいう。 

 
１－２ 適用規格 

この基準に適用する機種の規格は、表－５・２を標準とする。 
 

 
現行のとおり。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム施工機械設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－５・２ 適用規格 

区    分 適  用  規  格 

コンクリート打設設備 巻上荷重 4.5ｔ吊以上 

骨材生産設備 骨材生産能力 ８０ｔ／ｈ以上 

コンクリート生産設備 ミキサ容量×台数 0.75ｍ３×２台 以上 

セメント貯蔵・輸送設備 サイロ容量１００ｔ以上 輸送設備能力１０ｔ／ｈ以上 

骨材貯蔵・輸送設備 ベルト巾４５０mm以上 

濁水処理設備 濁水処理能力 １００ｍ３／ｈ 以上 

コンクリート冷却設備 冷凍能力 ８０ＪＲＴ以上 

 
２ 直接製作費 
２－１ 材料費 
（１） 材料費の構成 

材料費の構成は、次のとおりとする。 
材料費 ＝ 直接材料費 ＋ 部品費 ＋ 補助材料費 

（２） 直接材料費 
１） エキストラ 

寸法エキストラは、厚みエキストラのみとする。 
（３） 部品費 

部品費として計上する品目は、次のとおりとする。 
各種軸受（メタル、ベアリング類）、軌条、プーリ及びローラ類、ゴムベルト、ローラチェン、Ｖベル

ト、各種スイッチ及びリレー等。 
（４） 補助材料費 

補助材料費の積算は、次式による。なお、補助材料費率は、表－５・３によるものとする。 
補助材料費 ＝ 直接材料費 × 補助材料費率（％） 

 
表－５・３ 補助材料費率（％） 

区    分 補助材料費率 

ダム施工機械設備 ７．０ 

 
２－２ 機器単体費 

機器単体費として計上する品目は、次のとおりとする。 
・機関車及び運搬台車、トランスファーカ、冷凍機、空気圧縮機、各種ポンプ、クラッシャ、ミル、ス

クラバ、クラッシファイア、各種フィーダ、篩分機、金属探知器、スクリューコンベヤ、バスケット

エレベータ、セメント空気輸送機、脱水機、撹拌機、計量機、ミキサ、ワイヤロープ、ロックドコイ

ル、内燃機関、減速機、流体継手、油圧ユニット、油圧ポンプ、油圧モータ、油圧シリンダ、油圧制

御装置、電動機、発電機、発動発電機、受配電盤、各種操作盤、通信警報装置、集塵装置、換気装置、

計測装置、チェンブロック、弁及び管継手等 
 

２－３ 製作工数 
製作工数は、次式による。 
Ｙ＝ ｗ × ｙ × Kn 
Ｙ：設備区分毎の製作工数（人） 
ｗ：設備区分毎の製作質量（ｔ） 
ｙ：設備区分毎の標準製作工数（人／ｔ） 

 

 
現行のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ２－１ 材料費 
    製作に使用する材料及び部品は積上げ計上するものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
  ２－３製作工数 

（１） 製作に要する必要工数を積上げるものとする。 
（２） 付属設備の製作工数は、「第 18 章 鋼製付属設備」によるものとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム施工機械設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

Kn：製作数による補正係数 
（１） 標準製作工数 

ダム施工機械設備の製作工数は、表－５・４を標準とする。 
 

表－５・４ ダム施工機械設備標準製作工数 

区   分 製作質量x(t) 標準製作工数ｙ（人／ｔ） 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
打設設備 

ケーブル 
クレーン 

１００未満  ｙ＝１８．８８ 

１００以上 

１，０００ 
 ｙ＝       ＋１３．８８ 

ｘ＋１００ 

ケーブル 
クレーン 
(軌索式) 

２０未満  ｙ＝９．１３ 

２０以上 

８１２．５ 
 ｙ＝       ＋２．３８ 

ｘ＋１００ 

ジ  ブ 
クレーン 
(走行式) 

５０未満  ｙ＝１５．８８ 

５０以上 
１，０００ 

 ｙ＝       ＋９．２５ 
ｘ＋１００ 

骨材生産設備 

１００未満  ｙ＝９．４ 

１００以上 

５２０ 
 ｙ＝       ＋８．４ 

ｘ＋４００ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ生産設備 

５０未満  ｙ＝８．３８ 

５０以上 

５１２．５ 
 ｙ＝       ＋５．０ 

ｘ＋１００ 

ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備 

１０未満  ｙ＝８．７５ 

１０以上 

８７．５ 
 ｙ＝       ＋６．５ 

ｘ＋３０ 

骨材貯蔵・輸送設備 

５０未満  ｙ＝９．１３ 

５０以上 

２８７．５ 
 ｙ＝       ＋７．２５ 

ｘ＋１００ 

濁水処理設備 

１０未満  ｙ＝１４．２５ 

１０以上 
３３７．５ 

 ｙ＝       ＋８．６３ 
ｘ＋５０ 

（注） １．ｙは標準製作工数（人／ｔ）、ｘは区分毎の製作質量である。 
製作質量とは直接材料の仕上り質量で機器単体品及び部品の質量は含めない。 

２．各設備の製作範囲は、表－５・５のとおりである。 
３．骨材生産設備において、設備の内容、規模等から細区分する場合の対象質量ｘは、細区分され

たものの対象質量とする。 
 

 
削除 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム施工機械設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

この場合の細区分は、以下を標準とする。 
(1) 一次破砕設備 
(2) 二次、三次破砕、ふるい分設備 
(3) 製砂設備 

４．付属設備の製作工数は、「第１８章 鋼製付属設備」によるものとする。 
 

表－５・５ 製  作  範  囲 

区   分 製   作   範   囲 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 
 
打設設備 

ケーブルク

レーン 
固定塔､移動塔､走行･横行･巻上装置(鋼索、トロリ等を含む)、コンクリート

バケット、機械室、付属設備等 

ケーブル 
クレーン 
(軌索式) 

固定塔、走行・横行・巻上装置（鋼索、トロリ等を含む）、コンクリートバ

ケット、機械室、付属設備等 

ジ  ブ 
クレーン 
(走行式) 

走行体、旋回体、ジブ、マスト、走行・引込・起伏・旋回・巻上装置、コ

ンクリートバケット、機械室、付属設備等 

骨材生産設備 グリズリ、シュートホッパ類、架台、上屋、付属設備等 

ｺﾝｸﾘｰﾄ生産設備 コンクリート混合装置、貯蔵装置、シュートホッパ類、上屋、付属設備等 

ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備 セメントサイロ、架台、付属設備等 

骨材貯蔵・輸送設備 
骨材貯蔵ビン、ロックラダー・ベルトコンベヤ、脚、シュートホッパ類、

原料ビン、付属設備等 

濁水処理設備 槽類、架台、上屋、付属設備等 

（注） １．骨材貯蔵・輸送設備におけるベルトコンベヤとは、各設備間の骨材の輸送に使用するものをいう。 
２．付属設備とは、各設備とは独立して据付可能な階段、手摺等をいう。 

 
（２） 工 数 補 正 

１） 製作数による補正 
同形状、規格で明確に分離出来る設備を複数組、同時発注する場合の補正係数(Ｋｎ)は、表－５・６

による。 
補正の適用対象区分は、次のとおりとする。 
１．コンクリート打設設備（ジブクレーン（走行式）） 
２．コンクリート生産設備 
３．セメント貯蔵・輸送設備 

 
表－５・６ 製作数による補正係数（Kn） 

製作数（組） ２ ３ 

補  正  率 
０．９５ 

(０．９７) 
０．９３ 

(０．９６) 

(注) 表中の( )は、主たる部材が鋳物類の場合である。 
 

 

 
削除 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム施工機械設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

３ 直接工事費 
３－１ 材料費 
（１） 直接材料費 

据付にかかる直接材料費は、積上げにより計上するものとする。 
（２） 補助材料費 

据付補助材料費の積算は、次式による。 
据付補助材料費 ＝ 据付労務費 × 据付補助材料費率（％） 

据付労務費は、据付対象設備の据付けに従事する機械設備据付工、普通作業員の労務費をいい、別途計

上される土木工事費、電気工事費中の労務費は対象としない。 
なお、据付補助材料費率は、表－５・７によるものとする。 

 
表－５・７ 据付補助材料費率（％） 

区   分 据付補助材料費率 

ダム施工機械設備 ２．０ 

 
３－２ 据付工数 
（１） 据付工数 

ダム施工機械設備の据付工数は、次式による。 
Ｙ＝ ｗ × ｙ 
Ｙ：設備区分毎の据付工数（人） 
ｗ：設備区分毎の据付質量（ｔ） 
ｙ：設備区分毎の標準据付工数（人／ｔ） 
 
 

 
３－１ 材料費 
    据付に使用する材料及び部品は積上げ計上するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－２ 据付工数 
    据付・試運転調整に要する必要工数を積上げるものとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム施工機械設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

（２） 標準据付工数 
ダム施工機械設備の据付工数は、表－５・８を標準とする。 

 
表－５・８  ダム施工機械設備標準据付工数 

区   分 

標準据付工数 職種別構成割合(％) 

据付質量 (t) 標準据付工数（人／ｔ） 
機械設備 
据付工 

普通作業員 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設設備 

５０未満  ｙ＝８．１ 

８５ １５ 

５０以上 

２８ 
ｙ＝     ＋４．１ 

√ｘ 

骨材生産設備 

２００未満  ｙ＝６．３ 

２００以上 

６５ 
ｙ＝     ＋１．７ 

√ｘ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ生産設備 

３０未満  ｙ＝６．７ 

３０以上 

１９ 
ｙ＝     ＋３．２ 

√ｘ 

ｾﾒﾝﾄ貯蔵・輸送設備   ｙ＝５．０ 

骨材貯蔵・輸送設備 

５０未満  ｙ＝７．９ 

５０以上 

４０ 
ｙ＝     ＋２．２ 

√ｘ 

濁水処理設備 

１０未満  ｙ＝７．４ 

１０以上 

１１ 
ｙ＝     ＋３．９ 

√ｘ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ冷却設備 

１未満  ｙ＝３９．７ 

 
１以上 

３７ 
ｙ＝     ＋２．７ 

√ｘ 

（注） １．ｙは標準据付工数（人／ｔ）､ｘは区分毎の据付質量(t)である。据付質量は据付対象となる設備の部品、

機器単体品を含む総質量である。 
２．標準据付工数は、準備、据付け、試運転調整（無負荷運転）、後片付けまでであり、掘削工事、基礎工

事、塗装工事及び機側までの配線、配管工事は含まないものである。 
３．コンクリート打設設備の標準据付工数は、ケーブルクレーン（軌索式を含む）及びジブクレーン（走行

式）の据付けの場合のものである。 
４．骨材生産設備において、設備の内容、規模等から細分化する場合の取扱は、製作工数に準ずる。 
５．標準据付工数は、トラッククレーン等により据付可能な場合のものである。 
６．付属設備を別途単独で据付けを行う場合の積算については、「第１８章 鋼製付属設備」によるものと

する。 
 

 
削除。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム施工機械設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

３－３ 機械経費 
（１） 機械器具に係る経費は必要に応じて、簡易ケーブルクレーン、ウィンチ、ワイヤロープ、溶接機、空気

圧縮機(排出ガス対策型)等について計上するものとする。 
（２） クレーン等は最大部材質量、吊上げ高さ、作業半径等を考慮して据付条件に適合した規格を決定し、台

数、運転日数を別途積上げにより計上するものとする。 
（３） その他機械器具 

溶接機機械経費の積算は、次式による。 
溶接機機械経費 ＝ 据付労務費 × 溶接機機械経費率（％） 

据付労務費は、据付対象設備の据付けに従事する機械設備据付工、普通作業員の労務費をいい、別途計

上される土木工事費、電気工事費中の労務費は対象としない。 
なお、溶接機械経費率は、表－５・９によるものとする。 

 
表－５・９ 溶接機機械経費率（％） 

区     分 溶接機機械経費率 

ダム施工機械設備 ０．５ 

 
３－４ 試運転費 

各設備単独の試運転調整工数は据付工数に含まれているので計上しないものとする。 
ただし、試運転用の電力等は別途積算するものとする。 

 
４ 解体撤去費 
４－１ 材料費 

解体撤去に係る材料費は、積上げにより計上するものとする。 
 

４－２ 解体撤去工数 
（１） 解体撤去工 

ダム施工機械設備の解体撤去工数は、次式による。 
Ｙ＝ ｗ × ｙ 
Ｙ：設備区分毎の解体撤去工数（人） 
ｗ：設備区分毎の解体撤去質量（ｔ） 
ｙ：設備区分毎の標準解体撤去工数（人／ｔ） 

（２） 標準解体撤去工数 
ダム施工機械設備の解体撤去工数は、表－５・１０を標準とする。 

 
表－５・１０  ダム施工機械設備標準解体撤去工数 

区   分 標準解体撤去工数 
職種別構成割合(％) 

解体撤去工 普通作業員 

ダム施工機械設備 標準据付工数×４０％ ７５ ２５ 

（注） １．表中の標準据付工数は、表－５・８によるものとする。ただし、ｙは標準解体撤去工数（人／ｔ）、

ｘは解体撤去質量(ｔ)とする。 
解体撤去質量は、転用する機器及び機器取出しのために解体する部材の総質量である。 

２．標準解体撤去工数は、当該設備の主な機器を他に転用する場合のものであり、準備から別途輸送

が出来るまでの解体、小運搬、集積、後片付けまでとする。  
３．標準解体撤去工数は、トラッククレーン等により解体撤去可能な場合のものである。 

 ３－３ 機械経費 
     据付に係る経費は、必要に応じて簡易ケーブルクレーン等について積上げ計上するものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     削除 
 
 
 
 
     現行どおり 
 
 
  ４－２ 解体撤去工数 
      解体撤去に要する必要工数を積上げ計上するものとする。 
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４－３ 機械経費 
トラッククレーンの運転日数は、別途積上げにより計上するものとする。 

 
４－４ 解体撤去工賃金、間接費 

解体撤去工賃金、間接費は、機械設備据付工賃金、間接費を採用するものとする。 
 

 
現行のとおり。 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 トンネル換気設備 

第１ ジェットファン設備 
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備(ジェットファン設備)】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

第６章 トンネル換気設備 
 
第１ ジェットファン設備 
１ 適用範囲 

この基準は、トンネル換気設備（ジェットファン及びブースタファン、以下、ジェットファン）に適用する。 
１－１ 区分及び構成 

トンネル換気設備の区分及び構成は、表－６・１のとおりとする。 
 

表－６・１ 区分及び構成 

区      分 構       成 

ジェットファン 

本体 ケーシング、動翼、電動機 

吊り金具類 吊り金具、ターンバックル 

手元開閉器箱  

換気制御盤 

ＦＢ フィードバック換気制御盤 

ＦＦ フィードフォワード換気制御盤 

ＡＩ ＡＩファジィ換気制御盤 

ＶＩ計 

投光部  

受光部  

投光部電源ボックス  

受光部電源ボックス  

光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ  

ＣＯ計 ＣＯ計本体  

ＡＶ計 
検出器  

変換器  

計測盤（ＶＩ、ＣＯ、ＡＶ計）  

 
２ 直接製作費 
２－１ 機器単体費 

機器単体費として計上する品目は、次のとおりとする。 
ジェットファン（本体、吊り金具類、手元開閉器箱）、換気制御盤、ＶＩ計（煙霧透過率測定装置）、Ｃ

Ｏ計（一酸化炭素濃度計測装置）、ＡＶ計（風向風速測定装置）、計測盤、その他これらに類するもので積

上げ積算しないもの。 
 
３ 直接工事費 
３－１ 材料費 

据付直接材料費 
据付けに使用するアンカーボルト等の部品をいい、積上げによるものとする。 

 
３－２ 据付工数 
（１） 標準据付工数 

１） ジェットファン本体部 
ジェットファン本体の据付工数は、表－６・２を標準とする。 

 
 

第６章 トンネル換気設備 
 
第１ ジェットファン設備 
１ 適用範囲 

この基準は、トンネル換気設備（ジェットファン及びブースタファン、以下、ジェットファン）に適用する。 
１－１ 区分及び構成 

トンネル換気設備の区分及び構成は、表－６・１のとおりとする。 
 

表－６・１ 区分及び構成 

区      分 構       成 

ジェットファン 

本体 ケーシング、動翼、電動機 

吊り金具類 吊り金具、ターンバックル 

手元開閉器箱  

換気制御盤 ＦＢ フィードバック換気制御盤 

ＶＩ計 

投光部  

受光部  

投光部電源ボックス  

受光部電源ボックス  

光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ  

ＣＯ計 ＣＯ計本体  

ＡＶ計 
検出器  

変換器  

計測盤（ＶＩ、ＣＯ、ＡＶ計）  

 
 
 
 

 現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



1－6－2 

平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備(ジェットファン設備)】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

  表－６・２ ジェットファン本体部標準据付工数 

口 径 
（mm） 

本体据付 
（人／基） 

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 
（人／本） 

手元開閉器箱 
(人／台) 

総合試運転 
調整(人／基) 

職種別構成割合（％） 

機械設備 
据 付 工 

普  通 
作 業 員 

630 1.88 

0.22 0.5 0.75 80 20 
1,030 2.63 

1,250 3.50 

1,530 4.13 

（注） １．本体据付の範囲は、ジェットファン本体の据付け、単独試運転調整、及びそれに伴う準備、後片付け

までとし、電気配線・配管の据付けは含まない。 
２．アンカーボルトの範囲は、本体据付けに係るアンカーボルトの打込、吊り金具取付、引抜試験及びそ

れに伴う準備・後片付けとする。 
３．手元開閉器箱の範囲は、手元開閉器の据付け、アンカーボルト打込及びそれに伴う準備、後片付けま

でとし、電気配線・配管の据付けは含まない。 
４．総合試運転調整の範囲は、単独試運転調整後、一酸化炭素検出装置及び煙霧透過率測定装置、風向風

速測定装置等を連動させ全装置の総合試運転を行い、運転状況を記録するものである。 
なお、総合試運転は自動運転及び手動運転の両方を実施するものとする。 

 
２） 換気制御盤・計測機器類 

換気制御盤・計測機器類の据付工数は、表－６・３を標準とする。 
 

表－６・３ 換気制御盤・計測機器類標準据付工数 

制御盤 
(人／面) 

ＶＩ計 
（人／台） ＣＯ計 

（人／台） 
ＡＶ計 

（人／台） 
計測盤 

（人／面） 

職種別構成割合（％） 

投光部 受光部 
機械設備 
据 付 工 

普 通 
作業員 

ＦＢ 2.0 

1.5 1.5 3.0 3.0 2.0 80 20 ＦＦ 4.0 

ＡＩ 8.0 

（注） 標準据付工数の範囲は、各装置の据付け、アンカーボルト打込、単独試運転調整及びそれに伴う準備、後片

付けまでとし、電気配線・配管の据付け及びトンネル本体のはつりは含まない。 
なお、ＶＩ計のうち、光ファイバーケーブルボックス、電源ボックスは含まない。 

 
３） 風量・騒音測定 

風量・騒音測定にかかる標準工数は、表－６・４を標準とする。 
 

表－６・４ 風量・騒音測定標準工数 

準備・後片付け 
（人／式） 

測 定 
（人／風量） 

職種別構成割合（％） 

機械設備据付工 普通作業員 

7.0 1.25 80 20 

（注）測定はジェットファンの運転組み合わせ毎に風量測定を行うものとする。 
 
 

  表－６・２ ジェットファン本体部標準据付工数 

口 径 
（mm） 

本体据付 
（人／基） 

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 
（人／本） 

手元開閉器箱 
(人／台) 

総合試運転 
調整(人／基) 

職種別構成割合（％） 

機械設備 
据 付 工 

電 工 

630 

3.82 0.22 0.5 0.75 70 30 
1,030 

1,250 

1,530 

（注） １．本体据付の範囲は、ジェットファン本体の据付け、単独試運転調整、及びそれに伴う準備、後片付け

までとし、電気配線・配管の据付けは含まない。 
２．アンカーボルトの範囲は、本体据付けに係るアンカーボルトの打込、吊り金具取付、引抜試験及びそ

れに伴う準備・後片付けとする。 
３．手元開閉器箱の範囲は、手元開閉器の据付け、アンカーボルト打込及びそれに伴う準備、後片付けま

でとし、電気配線・配管の据付けは含まない。 
４．総合試運転調整の範囲は、単独試運転調整後、一酸化炭素検出装置及び煙霧透過率測定装置、風向風

速測定装置等を連動させ全装置の総合試運転を行い、運転状況を記録するものである。 
なお、総合試運転は自動運転及び手動運転の両方を実施するものとする。 

 
２） 換気制御盤・計測機器類 

換気制御盤・計測機器類の据付工数は、表－６・３を標準とする。 
 

表－６・３ 換気制御盤・計測機器類標準据付工数 
 

制御盤 
(人／面) 

ＶＩ計 
（人／台） ＣＯ計 

（人／台） 
ＡＶ計 

（人／台） 
計測盤 

（人／面） 

職種別構成割合（％） 

投光部 受光部 
機械設備 
据 付 工 

電 工 

ＦＢ 2.0 1.5 1.5 3.0 3.0 2.0 70 30 

（注） 標準据付工数の範囲は、各装置の据付け、アンカーボルト打込、単独試運転調整及びそれに伴う準備、後片

付けまでとし、電気配線・配管の据付け及びトンネル本体のはつりは含まない。 
なお、ＶＩ計のうち、光ファイバーケーブルボックス、電源ボックスは含まない。 

 
 
 

３） 風量・騒音測定 
風量・騒音測定にかかる標準工数は、表－６・４を標準とする。 

 
表－６・４ 風量・騒音測定標準工数 

準備・後片付け 
（人／式） 

測 定 
（人／風量） 

職種別構成割合（％） 

機械設備据付工 電 工 

7.0 1.25 70 30 

（注）測定はジェットファンの運転組み合わせ毎に風量測定を行うものとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備(ジェットファン設備)】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

３－３ 直接経費 
（１） 機械経費 

ジェットファン据付けに係る機械経費は、表－６・５、表－６・６を標準とする。 
 

表－６・５ ジェットファン小口径（630、1,030mm） 基当り 

機械器具名 規  格 標準運転時間 摘    要 

高所作業車 
（ボディ昇降型） 

荷重 1.7ｔ 3.5時間 
芯出し、アンカー打設、ジェット

ファン据付用 

クレーン付トラック 4ｔ級、吊能力2.0t 0.5時間  

その他必要器具    

雑器具損料   機械器具費×2％ 

 
表－６・６ ジェットファン大口径（1,250、1,530mm） 基当り 

機械器具名 規  格 標準運転時間 摘    要 

高所作業車 
（ボディ昇降型） 

荷重 3.2ｔ 3.5時間 
芯出し、アンカー打設、ジェット

ファン据付用 

クレーン付トラック 4ｔ級、吊能力2.0t 0.5時間  

その他必要器具    

雑器具損料   機械器具費×2％ 

（注） １．高所作業車は、ボディ昇降型リフトトラックである。 
２．雑器具損料は、打設機器、投光器、引抜試験器、発動発電機等の据付用雑器具の損料である。 

 
（２） 試運転費経費等 

試運転調整、風量・騒音測定に関する電気料金は別途計上するものとする。 
 
 

３－３ 直接経費 
（１） 機械経費 

ジェットファン据付けに係る機械経費は、表－６・５、表－６・６、表－６・７を標準とする。 
 

表－６・５ ジェットファン小口径（630mm） 基当り 

機械器具名 規  格 標準運転時間 摘    要 

高所作業車 
（ボディ昇降型） 

荷重 1.7ｔ 3.5時間 
芯出し、アンカー打設、ジェット

ファン据付用 

クレーン付トラック 2ｔ吊4ｔ積 0.5時間  

その他必要器具    

雑器具損料   機械器具費×2％ 

 
表－６・６ ジェットファン小口径（1,030mm） 基当り 

機械器具名 規  格 標準運転時間 摘    要 

高所作業車 
（ボディ昇降型） 

荷重 1.7ｔ 3.5時間 
芯出し、アンカー打設、ジェット

ファン据付用 

クレーン付トラック 2.9ｔ吊4ｔ積 0.5時間  

その他必要器具    

雑器具損料   機械器具費×2％ 

 
表－６・７ ジェットファン大口径（1,250、1,530mm） 基当り 

機械器具名 規  格 標準運転時間 摘    要 

高所作業車 
（ボディ昇降型） 

荷重 3.2ｔ 3.5時間 
芯出し、アンカー打設、ジェット

ファン据付用 

トラッククレーン 4.9ｔ吊 0.5時間  

その他必要器具    

雑器具損料   機械器具費×2％ 

（注） １．高所作業車は、ボディ昇降型リフトトラックである。 
２．雑器具損料は、打設機器、投光器、引抜試験器、発動発電機等の据付用雑器具の損料である。 

 
（２） 試運転費経費等 

試運転調整、風量・騒音測定に関する電気料金は別途計上するものとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備（送風機設備）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

第６章 トンネル換気設備 
 
第２ 送風機設備 
１ 適用範囲 

この基準は、トンネル換気設備（送風機設備）に適用する。 
１－１ 区分及び構成 

トンネル換気設備の区分及び構成は、表－６・７のとおりとする。 
 

表－６・７ 区分及び構成 

区      分 構       成 

送風機設備 

送風機 
ケーシング、ファンロータ、動力伝達装置（軸、軸受、軸継

手）、減速機、電動機等 

付属装置 ベルマウス、接続管、異形管、ダンパ等 

補助機器設備 
コーナーベーン、スロット調整板、仕切板、天井クレーン、フィ

ルター、集塵装置、計測装置等 

操作制御設備 
操作・制御盤、発電装置、動力・制御用電気配管、配電等 
換気制御盤、ＶＩ計・ＣＯ計、ＡＶ計・計装盤については、ジェ

ットファン設備の表－６・１を準用。 
 

現行どおり  
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備（送風機設備）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

２ 直接製作費 
２－１ 材料費 
（１） 標準質量 

１） 送風機 
横形、電動機外装形送風機の完成質量及び部材別質量は、表－６・８を標準とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） １．動力伝達装置の標準質量には、中間軸部（吸込口風道部の露出部分）が含まれていないので、その寸法

相当等質量を補正質量（動力伝達装置）により加算する。 
２．ケーシング質量は、標準ケーシング寸法に相当したものであり、その寸法が異なる場合は補正質量（ケ

ーシング）により補正する。 
３．標準質量には、ボルト・ナット、軸継手、軸受等が含まれていないので別途加算するものとする。ただ

し、軸受台については、動力伝達装置に含まれる。 
４．鋼板は 3.2mm 以上、25mm 以下を標準とする。 
５．鋼管は 150Ａ以上 500Ａ以下を標準とする。 

 

削除  
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備（送風機設備）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

２） 付属装置 
付属装置の完成質量及び部材別質量は、表－６・９を標準とする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 接続管の標準質量は、長さ１ｍ当りのものであり、その寸法が異なる場合は管胴部のみで補正するものとす

る。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備（送風機設備）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

（２） 材料費の構成 
材料費の構成は、次のとおりとする。 
材料費 ＝ 直接材料費 ＋ 部品費 ＋ 補助材料費 

（３） 直接材料費 
１） エキストラ 

寸法エキストラは、厚みエキストラのみとする。 
（４） 部品費 

部品として計上する品目は、次のとおりとする。 
各種軸受（メタル、ベアリング)､軸継手、気密ゴム、各種スイッチ、各種リレー、ワイヤ－ロ－プ等 

（５） 補助材料費 
補助材料費の積算は次式による。 
補助材料費 ＝ 直接材料費 × 補助材料費率（％） 

なお、補助材料費率は、表－６・１０によるものとする。 
 

表－６・１０ 補助材料費率（％） 

区   分 補助材料費率 

送 風 機 ７．０ 

 
２－２ 機器単体費 

機器単体費として計上する品目は次のとおりである。 
電動機、減速機、ダンパ駆動装置、各種ポンプ、タンク類、天井クレーン、操作・制御盤、製作原価で

計上する弁及び管継手、その他これらに類するもので積上げ積算しないもの。 
 

２－３ 製作工数 
製作工数は、「（１）標準製作工数」により求めた値を「（２）工数補正」により補正して算出するものと

する。 
（１） 標準製作工数 

１） 送風機及び付属装置 
送風機及び付属装置の製作工数は、表－６・１１を標準とする。 

 
 

２－１ 材料費 
  製作に使用する材料及び部品は積上げ計上するものとする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現行どおり 

 
  
 
 
 削除 
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備（送風機設備）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－６・１１ 送風機及び付属装置標準製作工数 

区 分 
口 径 
（mm） 

送風機 
（人／台） 

付 属 装 置 

ベルマウス 
（人／台） 

異形管 
（人／台） 

ダンパ 
（人／台） 

接 続 管 

丸 形 
（人／ｔ） 

角 形 
（人／ｔ） 

１，９００ ２１４ １２ １２ ５３  
 
 
 
 
 
 
    44.6 
 ｙ＝      ＋15.9 

 ｘ＋5 

２，０００ ２５８ １５ １７ ５７ 

２，１２０ ３１０ １８ ２２ ６１ 

２，２４０ ３６３ ２２ ２８ ６６ 

２，３６０ ４１４ ２５ ３３ ７１ 

２，５００ ４７５ ２９ ３９ ７７ 

２，６５０ ５４０ ３３ ４５ ８３ 

２，８００ ６０５ ３８ ５０ ８９ 

３，０００ ６９３ ４４ ５８ ９７ 

３，１５０ ７５８ ４８ ６４ １０３ 

３，３５０ ８４５ ５４ ７１ １１１ 

３，５５０ ９３１ ６０ ７８ １１９ 

（注） １．ｙは、標準製作工数（人／ｔ）、ｘは、１基当りの製作質量（ｔ）である。 
製作質量とは、直接材料の仕上質量であり、部品の質量は含まない。 

２．送風機の標準製作工数の範囲は、ケーシング（ベルマウスと接続管又は異形管との間にある円筒部分で

静翼及び内筒のステー部分を含んだもの。 
ケーシング、軸受台、静翼、ステー、脚等、ファンロータ（羽根及びハブの部分）及び動力伝達装置（電

動機、減速機より軸継手、中間軸及び主軸までの動力伝達機構の部分。主軸、中間軸、軸カバー、軸受箱

等）である。 
３．付属装置の標準製作工数の範囲は、ベルマウス（ケーシングの空気吸入口の部分）接続管・異形管（ケ

ーシングとダンパ及びベルマウスの間で伸縮管、後部取付管を含む静翼又はステーのない部分）及びダン

パ（角形多翼式で送風又は排風を遮断する部分）である。 
 

２） コーナーベーン 
コーナーベーンの製作工数は、表－６・１２を標準とする。 

 
表－６・１２ コーナーベーン標準製作工数  （人／ｔ） 

区       分 標 準 製 作 工 数 

補助機器設備 コーナーベーン ｙ＝－0.066 ｘ ＋ 14.3 

（注） １．ｙは標準製作工数（人／ｔ）、ｘは１基当りの製作質量（ｔ）である。 
製作質量とは、直接材料の仕上質量であり、部品の質量は含まない。 

２．コーナーベーンの標準製作工数の範囲は、風道の屈曲部における多翼整流装置で支持部を

含むものである。 
 

３）補助機器設備のスロット調整板・仕切板 
補助機器設備のスロット調整板・仕切板は別途積算するものとする。 

４）付属設備 
付属設備の製作工数は、「第１８章 鋼製付属設備」によるものとする。 

 削除  
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備（送風機設備）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

（２） 工数補正 
１） 使用材料による補正 

表－６・１１に示す標準製作工数は、主要部分に表－６・８、表－６・９に示す材料を使用した場合

の工数である。また、表－６・１２に示す標準製作工数は、主要部分にＳＳ材を使用した場合の工数で

ある。なお、他の材料を使用する場合は、加工の難易により必要に応じて工数の補正を行うものとする。 
２） 構造による補正 

送風機製作工数は、形式により、表－６・１３に示す補正係数を乗じて補正するものとする。 
 

表－６・１３ 送風機形式による補正係数 

形      式 補正係数 摘   要 

横   形 
電動機外装 １．０７  

電動機内装 １．００  

立   形 
電動機外装 １．０２  

電動機内装 ０．９６  

（注） １．補正係数は、いずれも１段、固定翼のものである。 
２．補正係数は、付属装置、補助機器設備には適用しないものとする。 

 
３） 製作数による補正 

同形状、同規格で複数（台）同時発注する場合は、次式により工数の補正を行うものとする。 
製作工数＝標準製作工数×製作数による補正率 

なお、製作数による補正率は、表－６・１４のとおりとする。 
 

表－６・１４ 製作数による補正率 
製作数（台） ２ ３ ４ ５ ６以上 

補 正 率 
（１台・基当り） 

０．９７ ０．９６ ０．９６ ０．９５ ０．９４ 

 
２－４ 直接経費 
（１） 木型費 

鋳放し単価に含めるものとし、積算の対象としない。 
（２） 試運転費 

送風機設備の工場試運転及び調整工数は、表－６・１５を標準とする。 
 

表－６・１５ 工場試運転及び調整工数   （人／台） 

口径(mm) 1,900 2,000 2,120 2,240 2,360 2,500 2,650 2,800 3,000 3,150 3,350 3,550 

標準工数 ５８ ６１ ６３ ６６ ６８ ７１ ７４ ７７ ８１ ８４ ８９ ９３ 

（注） １．工場試運転及び調整の機器の組合せは、送風機（ケーシング、ファンロータ、動力伝達装置、減速機、

電動機）と付属装置（ベルマウス、接続管、異形管、ダンパ）とする。 
２．標準工数は、機器の組立て取外し、社内試験、立会試験及び必要な各部の調整の一切を含むものとす

る。 
３．標準工数は、横形及び立形の標準値を示したもので送風機の種類、構造等により必要に応じて補正を

行うものとする。 
 

 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
削除 
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備（送風機設備）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

４．同口径、同規格の送風機を複数台同時発注する場合は、「２－３(2)３)製作数による補正」に準じて工

数の補正を行うものとする。 
 
３ 直接工事費 
３－１ 据付工数 

据付工数は、「(１) 標準据付工数」により求めた値を「(２) 工数補正」により補正して算出するもの

とする。 
（１） 標準据付工数 

１） 送風機設備 
送風機設備の据付工数は、表－６・１６を標準とする。 

 
表－６・１６ 送風機設備標準据付工数 

区   分 標準据付工数（人／ｔ） 
職種別構成割合（％） 

機械設備据付工 普通作業員 

送風機設備 

 
６４３ 

ｙ＝         ＋５ 
ｘ＋１５０ 

 

９０ １０ 

（注） １．ｙは標準据付工数（人／ｔ）、ｘは据付質量（ｔ）である。据付質量とは製作質量（全数）に部

品及び機器単体品を加えた総質量である。 
２．標準据付工数の範囲は、送風機、付属装置、補助機器設備、電源・操作設備（動力・制御用電

気配線配管を除く）の据付け、現場試運転調整及び準備、後片付けまでである。 
３．標準据付工数には次のものは含まないので別途積算するものとする。 

(1) 補助機器設備のスロット調整板、仕切板 
(2) 動力・制御用電気配線配管工事 
(3) 塗装工事 
(4) 二次コンクリート、各機器の基礎コンクリート、シンダーコンクリート工事 

 
２） 付属設備 

別途単独で据付けを行う付属設備の据付費の積算については「第１８章 鋼製付属設備」によるもの

とする。 
（２） 工数補正 

１） 据付条件による補正 
関連工事との関係もしくは供用開始後現道の交通制限等で特に工程等に影響がある場合については、

必要に応じて工数の補正を行うものとする。 
２） 据付数による補正 

送風機設備の据付数による補正は、標準据付工数に含まれているので行わないものとする。 
３） 換気制御盤・計測機器類 

換気制御盤・計測機器類の据付費の積算については、「第１ ジェットファン設備」によるものとす

る。 
４） 風量・騒音測定 

換気制御盤・計測機器類の据付費の積算については、「第１ ジェットファン設備」によるものとす

る。 
 
 

 
 
 
 
 ３－１ 据付工数 
     据付・試運転調整に要する必要工数を積上げるものとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【トンネル換気設備（送風機設備）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

３－２ 直接経費 
（１） 機械器具にかかる経費は、必要に応じラフテレーンクレーン、組立架台、ジャッキ、溶接機等を計上す

るものとする。 
（２） 試運転費 

試運転費は据付工数に含まれているので計上しないものとするが必要な試運転用電力等は、別途積上げ

るものとする。 

３－２ 直接経費 
     据付に係る経費は、必要に応じてラフテレーンクレーン等について積上げ計上するものとする。 
     また、試運転に必要な試運転用電力等についもて、別途積上るものとする。 
  

 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

第１２章 車両重量計設備 
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平成２７年度 機械設備積算基準【車両重量計設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

第１２章 車両重量計設備 
 
１ 適用範囲 

この基準は、車両重量計設備の製作、据付けに適用する。ただし、計量検定は含まない。 
１－１ 区分及び構成 

車両重量計設備の区分及び構成は、表－１２・１のとおりとする。 
 

表－１２・１区分及び構成 

区  分 構        成 

車 
重 
計 

本体部 積荷ブロック、ロードセル、横振れ防止装置、接続箱等 

指示記録部 測定部、設定部、記録部、表示部、電源部、時計部等 

表示部 表示装置等（外部表示） 

軸 
重 
計 

検出部 載荷板、外箱、ロードセル、保温装置等 

指示記録部 測定部、記録部、警報部、表示部、電源部、時計部筐体等 

モニター表示器 デジタルモニター表示器、ランプモニター表示器等 

警告表示部 表示器、警報器等 

接続箱 接続箱等 

付属設備 ベースプレート、ストッパプレート等 

 
２ 直接製作費 
２－１ 材料費 
（１） エキストラ 

鋼材のエキストラは、必要に応じ計上するものとする。 
 

２－２ 機器単体費 
機器単体費として計上する品目は、次のとおりとする。 
車重計（本体、指示記録部、表示部）、軸重計（検出部、指示記録部、モニター表示器、表示器、警報

器、接続箱）等で積上げ積算しないもの。 
 

２－３ 製作工数 
付属設備の製作工数は「第１８章 鋼製付属設備」によるものとする。 

 
３ 直接工事費 
３－１ 材料費 
（１） 据付材料費 

据付けに使用する配線材及び樹脂モルタル等の材料をいい、積上げによるものとする。 
 

３－２ 据付工数 
（１） 車重計 

車重計（ピットタイプ）の据付工数は、表－１２・２を標準とする。 
 

 

 
 
  現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－２ 据付工数 
（１） 車重計 

車重計（ピットタイプ）の据付工数、試運転調整、荷重試験に要する必要工数を積上るものとする。 
 

 
 

 

 

 
 



1－12－2 

平成２７年度 機械設備積算基準【車両重量計設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－１２・２ 標準据付工数 

秤 量 

標準据付工数（人/台） 荷重試験 
工数 

（人/台） 

職種別構成割合（％） 

本体部 
指示 

記録部 
表示部 

機械設備 
据 付 工 

普通作業員 

６０ｔ １１．５ ２．５ １．５ ４．５ 

６０ ４０ 
７０ｔ １３．０ ２．５ １．５ ５．０ 

８０ｔ １５．０ ２．５ １．５ ５．０ 

１００ｔ １８．５ ２．５ １．５ ５．５ 

（注） １．標準据付工数の範囲は、準備・後片付け、機器の据付け（ベースプレートの据付けを含む、本体（ロー

ドセル）と指示記録部間の配線（配管は除く）、及び試運転調整とする。 
２．試運転調整とは、車重計の据付完了後に実施する外観寸法・据付状態の検査をいう。 
３．荷重試験とは、車重計の据付完了後に実施する荷重試験・印字動作試験及び表示確認試験をいう。 

 
（２） 軸重計 

軸重計(秤量 20t)の据付工数は、表－１２・３を標準とする。 
 

表－１２・３ 標準据付工数 

名称 単位 機械設備据付工 普通作業員 

検出部 人/台 ５．７ ３．８ 

指示記録部 人/面 １．２ ０．８ 

モニター表示器 人/台 ０．３ ０．２ 

警告表示部 人/面 ０．９ ０．６ 

接続箱 人/個 ０．６ ０．４ 

試運転調整 人/台 ３．０ ２．０ 

（注） １．検出部の標準据付工数には、準備・後片付け、樹脂モルタルの混練り等を含む。 
２．指示記録部の据付工数は、測定部・警報部・記録部・表示部・電源部・時計部等を同一

筺体に収納した１面当りの工数を示す。 
３．警告表示部の歩掛には、建柱を含まない。 
４．各機器間の配線工数は、別途計上するものとする。 
５．試運転調整とは、軸重計の据付完了後に実施する監視・制御・動作状態の確認及び、静

荷重試験、走行試験をいう。 
 

３－３ 機械経費 
（１） 車重計 

車重計（ピットタイプ）の据付け及び現地試験に伴う機械器具は、表－１２・４を標準とする。 
 

 
 （削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 軸重計 
軸重計(秤量 20t)の据付工数は、表－１２・２を標準とする。 

 
表－１２・２ 標準据付工数 

名称 単位 機械設備据付工 普通作業員 

検出部 人/台 ５．７ ３．８ 

指示記録部 人/面 １．２ ０．８ 

モニター表示器 人/台 － － 

警告表示部 人/面 ０．９ ０．６ 

接続箱 人/個 ０．６ ０．４ 

試運転調整 人/台 ３．０ ２．０ 

（注） １．検出部の標準据付工数には、準備・後片付け、樹脂モルタルの混練り等を含む。 
２．指示記録部の据付工数は、測定部・警報部・記録部・表示部・電源部・時計部等を同一

筺体に収納した１面当りの工数を示す。 
３．警告表示部の歩掛には、建柱を含まない。 
４．各機器間の配線工数は、別途計上するものとする。 
５．試運転調整とは、軸重計の据付完了後に実施する監視・制御・動作状態の確認及び、静

荷重試験、走行試験をいう。 
 
３－３ 機械経費 
（１） 車重計 

車重計（ピットタイプ）の据付け及び現地試験に伴う機械経費は、必要に応じてラフテレーンクレーン

等について積上げ計上するものとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【車両重量計設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－１２・４標準機械器具 

秤 量 機械器具名 規 格 所要日数 摘   要 

60ｔ・70ｔ 

ラフテレーンクレーン 

油圧式 
２０ｔ吊 

１．５ 
車重計１台当り 
（本体部据付） 

80ｔ・100ｔ 
油圧式 
３５ｔ吊 

２．０ 

60ｔ～100ｔ 
ラフテレーンクレーン 

油圧式 
２０ｔ吊 

１．０ 車重計１台当り 
（荷重試験） 

試験用分銅 － １．０ 

（注） １．試験用分銅の数量（質量）は、試験に必要な数量を計上する。 
２．試験用分銅は、最寄りの検定所より運搬費を計上する。 
３．溶接機が必要な場合は、別途計上するものとする。 

 
（２） 軸重計 

軸重計（秤量 20t）の据付け及び現地試験に伴う機械器具は、表－１２・５を標準とする。 
 

表１２・５ 標準機械器具 

機械器具名 規   格 機器名 所要日数 摘   要 

トラック 
８ｔ車 
（クレーン 
装置付2.9t吊） 

検出部 １．５ 検出部１台当り 

警告表示部 ０．５ 警告表示部１面当り 

発動発電機 ２ｋＶＡ － ２．５  

試験用トラック ８ｔ車 － ０．５ 検出部１台当り 
（荷重試験） 試験用分銅 ８ｔ － ０．５ 

（注） １．試験用分銅は、最寄りの検定所より運搬費を計上する。 
２．発動発電機は、商用電源がない場合に計上する。 
３．荷重試験を実施しない場合、又は別途専用の試験車両を計上する場合は、試験用トラック及び試

験用分銅を計上しない。 
 

 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行どおり 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

第１３章 ダム管理設備 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム管理設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

第１５章 ダム管理設備 
 
１ 適用範囲 

この基準は、ダム管理設備の製作、据付けに適用する。 
１－１ 区分及び構成 

ダム管理設備の区分及び構成は、表－１５・１のとおりとする。 
 

表－１５・１ 区分及び構成 

区   分 構       成 

昇降設備 
エレベーター 搬器、駆動装置、昇降路、乗場、操作制御機器等 

モノレール キャビン、走行レール、駆動装置、操作制御機器等 

流木止設備 
網   場 主ロープ、フロート、ネット、結束ロープ、ウエイト等 

通船ゲート ゲート枠、ゲート、開閉装置、操作台等 

係船設備 
ｲﾝｸﾗｲﾝ方式 昇降台車、走行レール、巻上装置、浮桟橋、保管船台、操作制御機器等 

浮桟橋方式 浮桟橋、ガイドレール等 

水質保全設備 

深層曝気 
方式 

揚水筒、巻上装置、給気装置、送気管、浮桟橋、打上・拡散ノズル 
浮上槽、上昇・下降管、操作制御機器等 

表層・全層 
曝気方式 

揚水筒、巻上装置、給気装置、送気管、浮桟橋、打上・拡散ノズル 
、操作制御機器等 

噴水方式 揚水ポンプ装置、浮桟橋、打上・拡散ノズル、操作制御機器等 

（注） １．昇降設備（エレベーター）とは、人荷用ロープ式のエレベーターをいう。 
２．昇降設備（モノレール）とは、懸垂型、床面走行型であり、集電方式は、トロリ式の場合をいう。 
３．係船設備とは、インクライン方式、浮桟橋方式であり、連絡船方式には、適用しない。 
４．水質保全設備とは、深層、表層・全層の各曝気方式及び噴水方式をいう。 

 
２ 直接製作費 
２－１ 機器単体費 

機器単体費として計上する品目は、表－１５・１に示す構成の内容のとおりとする。 
 

２－２ 付属設備 
各設備に付帯する付属設備の製作工数は、「第１８章 鋼製付属設備」によるものとする。 

 
３ 直接工事費 
３－１ 材料費 
（１） 材料費の構成 

材料費の構成は、次のとおりとする。 
材料費 ＝ 据付材料費＋補助材料費 

（２） 据付材料費 
据付材料費の積算は、次式による。 
据付材料費 ＝ 据付労務費×据付材料費率（％） 

据付労務費は、据付対象設備の据付けに従事する機械設備据付工、普通作業員の労務費をいい、別途計

上される土木工事費、電気工事費中の労務費は、対象としない。 
なお、据付材料費率は、表－１５・２によるものとする。 

 
 
  現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 直接工事費 
３－１ 材料費 
    据付に必要な現地加工するステー材及びアンカー材及び、電気配線・配管材等は積上げ計上するものとす 

る。  

 

 
  



1－15－2 

平成２７年度 機械設備積算基準【ダム管理設備】対比表 

現   行 
 

改   訂 
備 考 

表－１５・２ 据付材料費率       （％） 

区     分 据付材料費率 

昇降設備 
エレベーター １１．０ 

モノレール ４０．０ 

流 木 止 設 備 必要に応じて別途積上げ 

係船設備 
インクライン方式 ７．０ 

浮桟橋方式 ３．０ 

水質保全設備 必要に応じて別途積上げ 

（注） 据付材料費率に含まれる据付材料は、次のとおりとする。 
据付けに必要な現地加工するステー材及びアンカー材、機側操作盤以降の電気配線・配管

材、油脂類（作動油、潤滑油を含む。）とする。 
 

（３） 据付補助材料費 
据付補助材料費の積算は、次式による。 
据付補助材料費 ＝ 据付労務費×据付補助材料費率（％） 

据付労務費は、据付対象設備の据付けに従事する機械設備据付工、普通作業員の労務費をいい、別途計

上される土木工事費、電気工事費中の労務費は、対象としない。 
なお、据付補助材料費率は、表－１５・３によるものとする。 

 
表－１５・３ 据付補助材料費率      （％） 

区     分 据付補助材料費率 

昇降設備 
エレベーター ４．５ 

モノレール ２．５ 

流木止設備 － 

係船設備 
インクライン方式 ０．５ 

浮桟橋方式 － 

水質保全設備 １．０ 

（注） 据付補助材料費率に含まれる補助材料は、次のとおりとする。 
製作及び機器単体品等を据付ける過程で消費される溶接材、酸素、アセチレンガス等 

 

 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（削除） 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム管理設備】対比表 

現   行 改   訂 備 考 

３－２ 据付工数 
（１） 標準据付工数 

ダム管理設備の据付工数は、表－１５・４を標準とする。 
 

表－１５・４ ダム管理設備標準据付工数 

区  分 
標 準 据 付 工 数 
ｙ＝据付工数（人） 

適    要 

職種別構成割合（％） 

機械設備 
据 付 工 

普通作業員 

昇 
降 
設 
備 

エレベーター ｙ＝0.0093ｘ+135.0 
ｘ：定員（人）×昇降速度 
（m/min）×停止箇所（箇所） 
（1,000≦ｘ≦8,000） 

８０ ２０ 

モノレール 

〔キャビン〕 
ｙ＝0.0011ｘ-1.9 

ｘ：走行速度（m/min） 
     ×積載質量（㎏） 
（3,000≦ｘ≦25,000） 

〔走行レール等〕 
ｙ＝1236.4ｘ+46.3 

ｘ：走行路長(㎞) 
（0.02≦ｘ≦0.8） 

流 
木 
止 
設 
備 

網場部 ｙ＝0.086ｘ+18.0 
ｘ：ﾈｯﾄ長(m)×ﾈｯﾄ高さ(m) 
（100≦ｘ≦2,000） 

通船ｹﾞｰﾄ部 ｙ＝0.84ｘ+1.0 
ｘ：通船幅(m)×通船深(m) 
（6≦ｘ≦30） 

係船設備 
（ｲﾝｸﾗｲﾝ方式） 

ｙ＝0.0536ｘ+62.9 
ｘ：軌長(m)×傾斜角(度) 
（800≦ｘ≦5,000） 

水 
質 
保 
全 
設 
備 

深層及び 
表層・全層 
曝気方式 

ｙ＝1.77ｘ+60.6 
ｘ：据付質量（t） 
（1≦ｘ≦90） 

噴水方式 ｙ＝9.19ｘ+90.8 
ｘ：据付質量（t） 
（5≦ｘ≦50） 

（注） １．標準据付工数の範囲 
(1) 標準据付工数の範囲は、表－１５・１に示す各設備の構成の他、機側操作盤以降の電気配線及び配管、

付属設備の据付け、準備、試運転調整、後片付けまでとする。 
(2) 据付数による補正は、標準据付工数に含まれている。 
(3) 二次コンクリート打設については、標準据付工数に含まれていないため、別途積算するものとする。 
(4) 昇降設備(モノレール)のｘで、走行路長（㎞）は、走行レールの総延長をいい、走行速度（m/min）

は、最大速度をいう。 
(5) 昇降設備(モノレール)の標準据付工数に含まれる構成は、次のとおりとする。 

キャビン ・・・キャビン、駆動装置 
走行レール・・・走行レール、操作制御機器、付属設備等 

(6) 流木止設備の標準据付工数には、アンカーブロックを含まないので別途積算するものとする。 
(7) 係船設備のｘで、軌長（ｍ）は、軌道の長さをいう。 
(8) 係船設備の標準据付工数は、インクライン方式のものである。浮桟橋方式の場合は、標準据付工数ｙ

の０．５倍とする。 
２．作業環境等 

 

 ３－２ 据付工数 
     据付・試運転調整等に要する必要工数を積上げるものとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム管理設備】対比表 

現   行 改   訂 備 考 

標準据付工数は、作業現場がドライな環境で、トラッククレーンにより据付可能な場合のものであり、

据付時に水中作業等の特殊作業が伴う場合には、別途積み上げるものとする。 
 

３－３ 機械経費 
（１） 据付けに係る機械経費は、表－１５・５を標準として計上するものとする。 

なお、機種選定、所要数量、運転時間（日数）等については、据付条件並びに関連工事などを勘案のう

え決定するものとする。 
 

表－１５・５ 標準機械器具 

機械器具名 標準規格 摘     要 

クレーン  
クレーンの能力は最大部材質量、作業

半径等を考慮して決定する。 

電気溶接機 交流２００～５００Ａ  

  〃 エンジン付２００～５００Ａ  

発動発電機 排出ガス対策型 商用電源がない場合 

その他必要なもの   

雑器具損料  機械器具費×２％ 

（注） 「雑器具損料」とは、ジャッキ、チェンブロック類、溶接用雑器具、据付用雑器具等の損料である。 
 

（２） クレーンの運転日数は、表－１５・６を標準とする。 
 

表－１５・６ トラッククレーン標準運転日数 

対象設備 機 種 規  格 標準運転日数等 摘    要 

昇 
降 
設 
備 

エレベーター 
ラフテレー

ンクレーン 
現場条件により

決定する 
別途積上げ  

モノレール 
ラフテレー

ンクレーン 
現場条件により

決定する 
Ｄ＝ 
0.0015ｘ+0.9337 

ｘ：走行路長(㎞)×走行速度 
（m/min）×積載質量（㎏） 

（60≦ｘ≦20,000） 

流木止設備 
ラフテレー

ンクレーン 
現場条件により

決定する 
Ｄ＝ 
0.0048ｘ+1.2282 

ｘ：ネット面積(㎡) 
〔ﾈｯﾄ長（m）×ﾈｯﾄ高さ（m）〕 
（100≦ｘ≦2,000） 

係船設備 
ラフテレー

ンクレーン 
現場条件により

決定する 
Ｄ＝ 
0.0009ｘ+5.0353 

ｘ：軌長（m）×傾斜角（度） 
（800≦ｘ≦5,000） 

水質保全設備 
ラフテレー

ンクレーン 
現場条件により

決定する 
Ｄ＝ 
0.1373ｘ+3.5 

ｘ：据付質量（ｔ） 
（1≦ｘ≦90） 

（注） １．昇降設備（モノレール）のｘで、走行路長（㎞）は、走行レールの総延長をいい、走行速度（m/min）
は、最大速度をいう。 

２．流木止設備の運転日数Ｄは、網場部と通船ゲート部を含んだ日数であり、網場部のみの場合は、運転日

数Ｄより１日減じるものとする。 
３．係船設備の運転日数Ｄは、インクライン方式を標準とし、浮桟橋方式の場合は、運転日数Ｄより１日減

じるものとする。 
 

（３） 発動発電機の運転日数は、表－１５・７を標準とする。 
 

 
 
 
３－３ 機械経費 

     据付に係る機械経費は、必要に応じてラフテレーンクレーン等について積上げ計上するものとする。 
 
 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （削除） 
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平成２７年度 機械設備積算基準【ダム管理設備】対比表 

現   行 改   訂 備 考 

表－１５・７ 発動発電機標準運転日数 

対象設備 規 格 標準運転日数等 摘    要 

昇 
降 
設 
備 

エレベーター 
現場条件により

決定する。 
別途積上げ  

モノレール 
現場条件により

決定する。 
Ｄ＝0.0171ｘ+21.158 

ｘ：走行路長（㎞）×走行速度 
（m/min）×積載質量（㎏） 

（60≦ｘ≦20,000） 

流木止設備 
現場条件により

定する。 
必要に応じて別途積上げ  

係船設備 
現場条件により

決定する。 
Ｄ＝0.0234ｘ-26.818 

ｘ：軌長（m）×傾斜角（度） 
（800≦ｘ≦5,000） 

水質保全設備 
現場条件により

決定する。 
必要に応じて別途積上げ  

（注） 昇降設備（モノレール）のｘで、走行路長（㎞）は、走行レールの総延長をいい、走行速度 
（m/min）は、最大速度をいう。 

 

 
（削除） 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

第１９章 塗装 
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平成２７年度 機械設備積算基準【塗装（解説）】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

第１９章 塗  装 

 

［解］１ ペイント使用量 

ペイント使用量は、表－１を標準とする。 

 

表－１ ペイント標準使用量 

[上段：標準使用量（kg／100 ㎡／回）、下段：標準膜厚（μｍ）］ 

塗 料 名 
ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｰ塗 はけ塗 

下塗 中塗 上塗 下塗 中塗 上塗 

一般さび止めペイント 
18 － － 14 － － 

35 － － 35 － － 

ｼﾞﾝｸｸﾛﾒｰﾄさび止めペイント 
18 － － 14 － － 

35 － － 35 － － 

エポキシ樹脂塗料(水中部用) 
50 － － 38 － － 

100 － － 100 － － 

エポキシ樹脂塗料(大気部用) 
40 － － 31 － － 

80 － － 80 － － 

エポキシ樹脂塗料 
－ 22 20 － 18 17 

－ 40 40 － 40 40 

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(水中部用) 
50 － － 40 － － 

100 － － 100 － － 

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(大気部用) 
30 － － 24 － － 

60 － － 60 － － 

長油性フタル酸樹脂塗料 
－ 16 14 － 12 11 

－ 30 25 － 30 25 

フェノール樹脂塗料 
－ 16 16 － 12 12 

－ 30 30 － 30 30 

ポリウレタン樹脂塗料 
－ 22 17 － 18 14 

－ 40 30 － 40 30 

ふっ素樹脂塗料 
－ 22 17 － 18 14 

－ 40 30 － 40 30 

フェノールＭＩ０塗料 
－ 30 － － 25 － 

－ 45 － － 45 － 

エポキシＭＩ０塗料 
－ 35 － － 27 － 

－ 60 － － 60 － 

アルミニウム 
－ － 12 － － 9 

－ － 20 － － 20 

有機ジンクリッチペイント 
65 － － 50 － － 

75 － － 75 － － 

無機ジンクリッチペイント 
65 － － 50 － － 

75 － － 75 － － 

有機ジンクリッチプライマ 
 20   15  

 15   15  

無機ジンクリッチプライマ 
 20   15  

 15   15  

長曝型エッチングプライマ 
 14   11  

 15   15  

ミストコート（エポキシ樹脂） 
16 － － 12 － － 

－ － － － － － 

 
(注） 上表の数値は、塗装作業中に飛散したものや、残余塗料で使用不能等になった塗料のロス分を含んだも

のである。 

 

［解］２ １種ケレンの原板ブラストによる素地調整 

１種ケレンの原板ブラストによる素地調整は、工場管理費が含まれていない単価である。 

 

第１９章 塗  装 

 

［解］１ ペイント使用量 

ペイント使用量は、表－１を標準とする。 

 

表－１ ペイント標準使用量 

[上段：標準使用量（kg／100 ㎡／回）、下段：標準膜厚（μｍ）］ 

塗 料 名 
ｴｱﾚｽｽﾌﾟﾚｰ塗 はけ塗 

下塗 中塗 上塗 下塗 中塗 上塗 

エポキシ樹脂塗料(水中部用) 
50 － － 38 － － 

100 － － 100 － － 

エポキシ樹脂塗料(大気部用) 
40 － － 31 － － 

80 － － 80 － － 

エポキシ樹脂塗料 
－ 22 20 － 18 17 

－ 40 40 － 40 40 

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(水中部用) 
50 － － 40 － － 

100 － － 100 － － 

変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(大気部用) 
30 － － 24 － － 

60 － － 60 － － 

長油性フタル酸樹脂塗料 
－ 16 14 － 12 11 

－ 30 25 － 30 25 

ポリウレタン樹脂塗料 
－ 22 17 － 18 14 

－ 40 30 － 40 30 

ふっ素樹脂塗料 
－ 22 17 － 18 14 

－ 40 30 － 40 30 

エポキシＭＩ０塗料 
－ 35 － － 27 － 

－ 60 － － 60 － 

アルミニウム 
－ － 12 － － 9 

－ － 20 － － 20 

有機ジンクリッチペイント 
65 － － 50 － － 

75 － － 75 － － 

無機ジンクリッチペイント 
65 － － 50 － － 

75 － － 75 － － 

有機ジンクリッチプライマ 
 20   15  

 15   15  

無機ジンクリッチプライマ 
 20   15  

 15   15  

長曝型エッチングプライマ 
 14   11  

 15   15  

ミストコート（エポキシ樹脂） 
16 － － 12 － － 

－ － － － － － 

 
(注） １．上表の数値は，塗装作業中に飛散したものや，残余塗料で使用不能等になった塗料のロス分を含む。 

   ２．変性エポキシ樹脂塗料(大気部用)，ポリウレタン樹脂塗料，ふっ素樹脂塗料には，弱溶剤形塗料を含

む。 

 

 

 

 

 

 

 

［解］２ １種ケレンの原板ブラストによる素地調整 

１種ケレンの原板ブラストによる素地調整は、工場管理費が含まれていない単価である。 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ編 機械設備点検・整備積算基準 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 一般共通
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

 
第１章 一般共通 

 
１ 適用範囲 

この基準は、各地方整備局及び北海道開発局所管の直轄工事の治水事業、道路事業等における機械設備のうち

水門設備、揚排水ポンプ設備、トンネル換気設備・非常用施設、散水融雪設備、道路排水設備等の点検・整備費

積算に適用する。 
ここでいう点検・整備とは、点検要領等に基づいて、機械設備の装置・機器の回転数、寸法、温度、異音等を

目視、聴視、触診、計測・測定、管理運転等により異常、損傷の有無、点検要領等で定められている管理値との

比較、分析※を行い、点検表（記録）にとりまとめ、さらに今後の維持管理に資するための考察を行うものであ

る。 
（※：オイル等の簡易的な分析等） 
また、上記設備の点検と同時に行う小規模な修理や整備及び機能保持のための定期整備は、この基準によるも

のとし、それ以外の修理や整備（ＯＨ等）及び改造に伴う部材、部品、機器単体品等の取替は第Ⅰ編機械設備工

事積算基準によるものとする。 
なお、小規模な修理や整備及び機能保持のための定期整備とは、設備（又は施設）の機能保持のために定期的

に、又は点検結果にもとづき実施する調整、給油脂、部品交換などの作業及びその整備記録作成までの一連の作

業をいう。 
 
 ２ 点検・整備費の構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 

 

 
 

消 費 税 等相 当額

点検・整備費

技 術 調 査 費

現 場 管 理 費

点検整 備間 接費

点 検 ・ 整 備 原 価

一 般 管 理 費 等

運 搬 費

派 遣 費

宿 泊 費

安 全 費

技 術 管 理 費

共 通 仮 設 費

直 接 材 料 費

補 助 材 料 費

水 道 光 熱電 力料

特 別 経 費

機 械 経 費直 接 経 費

直 接 労 務 費

塗 装 費

点 検 ・ 整備 価格

材 料 費
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

３ 点検・整備費の費目 
点検・整備にかかる積算の各費目は、次のとおりとする。 

３－１ 点検・整備原価 
（１） 材料費 

１） 直接材料費 
設備の点検・整備に際して直接消費され、原則として設備の基本的実体となって再現する材料及び部

品の費用である。 
（部品の例） 
潤滑油、作動油、各種軸受（ベアリング、ピローユニット等）、水密ゴム、オイルシール、各種スト

レーナ、各種スイッチ、各種リレー、軸継手、チェーン、スプロケット、ボルト・ナット、弁及び管継

手等 
２） 補助材料費 

設備の点検・整備に際して補助的に消費され、作業過程において多くは消滅し、原則として設備の基

本的実体となって再現されない材料の費用である。 
（補材材料の例） 
接着材料、ハンダ、油脂類（洗浄油、雑油等で潤滑油及び作動油を除く。 
ただし、軸受給油等の少量の油脂類は含む。）、くぎ、ウェス、サンドペーパ、筆塗程度の塗料等。 

（２） 直接経費 
点検・整備を実施するために必要な水道光熱電力料、機械経費、特別経費に要する費用である。 

１） 水道光熱電力料 
点検・整備を実施するために必要とする電力料等である。 

２） 機械経費 
設備の点検・整備を実施するために必要とする機械器具の経費で、機械損料、運転経費及び仮設材の

損料の合計額である。 
３）特別経費 

点検・整備に係る材料分析等に必要とする特別費用である。 
（３） 直接労務費 

点検・整備に直接従事する作業者に対して支払われる賃金である。 
（直接工の例） 点検整備工、普通作業員等 
点検整備工…直接点検整備に従事する工員 
普通作業員等…設備周辺の除草、排泥、清掃等を行う現地採用の作業員 

（４） 塗装費 
点検・整備に伴う部分的な補修塗装に要する費用である。 

（５） 共通仮設費 
１） 運搬費 

点検・整備に使用する機械器具、仮設材（足場等）の運搬及び現場内における器材の運搬に要する費

用である。 
２） 派遣費 

点検整備工を派遣する会社の所在地から現場までの派遣に要する費用で、旅費及び日当、宿泊費、賃

金、間接費である。 
３） 宿泊費 

点検整備工の現地での作業期間における宿泊に要する費用である。 
４） 安全費 

当該業務の安全施工に必要な交通管理、安全管理及び安全施設等に要する費用である。 
５） 技術管理費 

点検・整備記録、報告書等の技術管理上必要な資料の作成及び打合せ等に要する費用である。 
（６） 現場管理費 

点検・整備に当って、現場を管理するために必要な経費である。 
「現場管理費」の項目は、現地採用の作業員の労務管理費、法定福利費、作業員の安全訓 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

練費、工場・発注者・本支店への電話料、郵便料等、点検・整備に直接使用しない光熱水道料、保険料、

現場での交際費、雑費等である。 
（７） 点検整備間接費 

点検整備工を派遣する会社の点検整備部門を管理運営するために要する費用である。 
「点検整備間接費」の項目は、間接工・管理業務者（管理技術者を含む）の給料、賞与及び諸手当、法

定福利費、退職金、旅費交通費、会議費、交際費、福利厚生費、動力用水光熱費、印刷製本費、教育訓練

費、図書費、不動産賃借料、保険料、租税公課、事務用品費、雑費等である。 
 

３－２ 一般管理費等 
「一般管理費（企業全体の管理運営及び財務処理等のために要する費用）」及び「付加利益」である。 
「一般管理費」の項目は役員給与、従業員の給料、賞与及び諸手当、法定福利費、福利厚生費、退職金、

修繕維持費、事務用品費、通信交通費、交際費、不動産賃借料、保険料、減価償却費、動力用水光熱費、

調査研究費、寄附金、租税公課、広告宣伝費、契約保証費、雑費等である。 
「付加利益」の項目は法人税、都道府県民税、市町村民税、株主配当金、役員賞与、内部留保金、支払

利息割引料、支払保証料、その他営業外費用等である。 
 

３－３ 技術調査費 
点検・整備に関して高度な技術的調査、対策の立案等に要する特別な費用であり、旅費、日当、宿泊費、

賃金、間接費、一般管理費等である。 
 

３－４ 消費税等相当額 
消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分の費用である。 

 
４ 点検・整備費の積算 

点検・整備に係る各費目の積算は、次のとおりとする。 
４－１ 点検・整備原価 
（１） 材料費 

１） 直接材料費 
（イ） 直接材料費の積算は(所要量)×(単価)とする。 
（ロ） 所要量の算定は、積上げによるものとする。 
（ハ） 単価は「建設物価」、「積算資料」、見積価格、実績価格等の資料により決定するものとする。 

なお、統一単価を定めているものについては、それを適用するものとする。 
２） 補助材料費 
（イ） 補助材料費の積算は、(点検整備工費)×(補助材料費率)とする。 
（ロ） 点検整備工費とは、直接労務費中の現地採用の普通作業員等を除く点検整備工に対する労務費とす

る。 
（ハ） 補助材料費率は、表－１・１のとおりとする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 

 

 
 



2－1－4 

平成２７年度 機械設備積算基準【点検・一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－１・１ 補助材料費率 

機械設備名 補助材料費率（%） 

河川用 
水門設備 

河川用 
水門・堰設備 

鋼製ゲート ４ 

ゴム引布製起伏ゲート ４ 

樋門樋管ゲート ３ 

ダム用水門設備 ４ 

揚排水ポンプ設備 ３ 

トンネル 
換気設備 

送（排）風機 ２ 

ジェットファン ２ 

非常用施設 ２ 

道路排水設備 ２ 

 
（２） 直接経費 

１） 直接経費の積算は〔(点検整備工費)×(直接経費率)＋(積上げ積算による直接経費)〕とする。 
２） 直接経費率による直接経費は、次のとおりとする。 
（イ） 基地又は宿泊地から現場間の移動等に要する連絡車等 
（ロ） 点検・整備に必要な各種計測機器 
３） 直接経費率は、表－１・２によるものとする。 
４） 積上げによる直接経費は、次のとおりとし必要額を適正に積上げるものとする。 
（イ） 高所作業車、発動発電機(排出ガス対策型)、洗浄機等の損料、及び仮設材（足場等）の損料とする。 
（ロ） 水道光熱電力料及び特別経費 
（ハ） 個々の費目別に見積書、実績価格、標準料金等の資料により決定するものとする。 

なお、機械経費は「請負工事機械経費積算要領」又は「建設機械等賃料積算基準」等によるものと

する。 
 

表－１・２ 直接経費率 

機械設備名 直接経費率（%） 

河川用 
水門設備 

河川用 
水門・堰設備 

鋼製ゲート ８ 

ゴム引布製起伏ゲート ８ 

樋門樋管ゲート １０ 

ダム用水門設備 ８ 

揚排水ポンプ設備 ７ 

トンネル 
換気設備 

送（排）風機 ６ 

ジェットファン ６ 

非常用施設 ６ 

道路排水設備 １０ 

消雪設備 
井戸・ポンプ及び電気設備 ４ 

散水配管 ２３ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 

 

 
 



2－1－5 

平成２７年度 機械設備積算基準【点検・一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

（３） 直接労務費 
１） 直接労務費の積算は、(工数)×(賃金)とする。 
２） 工数は各機械設備毎の各章によるものとする。 
３） 点検整備工の賃金は、公共事業企画調整課長が別に定める機械設備据付工の日当り賃金とする。 

普通作業員の賃金は、各地整統一単価を適用する。 
４） 各賃金は次の各項の補正を行うものとする。 
（イ） 積雪寒冷地（豪雪地帯対策特別措置法「昭和３７年法律第７３号」第２条第１項に定められた地域）

における冬期屋外作業の場合は、必要に応じて労務単価又は歩掛の補正をするものとする。 
（４） 塗装費 

１） 塗装費の積算は(塗装面積)×(１㎡当りの単価)とする。 
２） 塗装面積の算定は、積上げによるものとする。ただし、実績等により塗装面積の明らかなものはそれ

によってもよいものとする。 
３） 塗装面積１㎡当りの単価は、積上げ又は見積価格、実績価格等の資料により決定するものとする。 

（５）共通仮設費 
１） 共通仮設費の積算は、率計算による額と積上げ積算による額とを加算して算定するものとする。 
２） 率計算による積算は、次に示す対象額に率を乗じて得た額とする。 

対象額 ＝ 直接点検・整備費＋（無償貸付機械等評価額＋支給品費） 
共通仮設費（率分） ＝ 対象額×共通仮設費率 

ただし、共通仮設費率は、表－１・３によるものとする。 
直接点検・整備費とは、「材料費」、「直接経費」、「直接労務費」、「塗装費」とし、無償貸付機械等評

価額及び支給品費は、「直接点検・整備費」に含まれるものを対象とする。 
３） 複数種の設備を１件の点検整備業務で発注する場合の共通仮設費率は、設備毎の共通仮設費率を採用

し、設備毎の共通仮設費（率分）を単純合算するものとする。 
 

表－１・３ 共通仮設費率 

機械設備名 共通仮設費率（%） 

河川用 
水門設備 

河川用 
水門・堰設備 

鋼製ゲート １９ 

ゴム引布製起伏ゲート １９ 

樋門樋管ゲート ２０ 

ダム用水門設備 １９ 

揚排水ポンプ設備 ２１ 

トンネル 
換気設備 

送（排）風機 １６ 

ジェットファン ３９ 

非常用施設 ２７ 

道路排水設備 ３５ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 

 

 
 



2－1－6 

平成２７年度 機械設備積算基準【点検・一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

４） 運搬費 
運搬費については共通仮設費率に含まれていないので、必要に応じて積上げ等により積算するものと

する。 
５） 派遣費 
（イ） 派遣費については共通仮設費率に含まれていないので、点検整備工の旅行日における旅費、日当、

宿泊費、賃金、点検整備間接費を積上げるものとする。 
（ロ） 旅費、日当、宿泊費は「国土交通省職員日額旅費支給規則」の旅館に宿泊する場合の２級相当額を

標準とする。 
（ハ） 賃金は（３）によるものとする。 
（ニ） 点検整備間接費は、(賃金)×(点検整備間接費率)とし、点検整備間接費率は、 

表－１・５のとおりとする。 
６） 宿泊費 

宿泊費については共通仮設費率に含まれないので、現地での作業開始日から終了日までの作業期間に

おける宿泊費を必要に応じて積上げるものとする。この場合の費用算定は、「国土交通省職員日額旅費

支給規則」の旅館に宿泊する場合によるものとし、点検整備工は２級相当額を標準とする。 
ただし、宿泊費は直接労務費中の点検整備工にのみ計上し、公共工事設計労務単価を適用する普通作

業員等は、現地採用とし、計上しないものとする。 
なお、宿泊費は現場管理費及び一般管理費等の算定の対象とする。 

７） 安全費 
（イ） 共通仮設費率に含まれる安全費は、次のとおりとする。 

ａ 現場内全般の安全管理上の監視、あるいは連絡等に要する費用 
ｂ 保安帽、命綱、救命胴衣、耳栓等の安全用品の費用 
ｃ 安全委員会等に要する費用 
ｄ 交通規制を伴わない標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード、照明等の安全施設類の設置、撤

去、補修に要する費用及び使用期間中の損料 
（ロ） 積上げによる安全費は、次のとおりとし、現場状況を適確に把握し必要額を適正に積上げるものと

する。 
なお、積上げ計上した場合は特記仕様書に明示するものとする。 

ａ 交通誘導員等の交通管理に要する費用 
ｂ 夜間作業を行う場合における照明に要する費用 
ｃ 酸素欠乏症の予防に要する費用 
ｄ 粉塵作業の予防に要する費用 
ｅ 高圧作業の予防に要する費用 
ｆ 交通規制に伴い必要となる安全施設類の設置・撤去・補修に要する費用 
ｇ バリケード、転落防止柵、工事標識、照明等のイメージアップに要する費用 
ｈ その他現場条件等により積上げを要する費用 

８） 技術管理費 
（イ） 共通仮設費率に含まれる技術管理費は、次のとおりとする。 

ａ 点検・整備における工程管理に要する費用 
ｂ 点検・整備における出来形管理に要する費用 
ｃ 点検・整備における点検結果報告の確認等に必要な写真管理に要する費用 
ｄ 点検・整備における報告書作成及び打合せに要する費用 
ｅ その他点検・整備の実施に際し、必要な資料の作成に要する費用 

（ロ） 積上げ積算による技術管理費は、必要額を適正に積上げるものとする。なお、積上げ計上した場合

は、特記仕様書に明示するものとする。 
（６） 現場管理費 

１） 現場管理費の積算は、(純点検・整備費)×(現場管理費率)とする。 
２） 純点検・整備費とは〔材料費＋直接経費＋直接労務費＋塗装費＋共通仮設費（派遣費を除く）〕とす

る。 
３） 現場管理費率は、表－１・４によるものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



2－1－7 

平成２７年度 機械設備積算基準【点検・一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－１・４ 現場管理費率 

純点検・整備費 現場管理費率 

３００万円以下 ２０．２１％ 

３００万円を超えるもの 
Ｊ＝５１．８９Ｎ－０．０６３２２ 
ただし、Ｊ：現場管理費率（%） 

Ｎ：純点検・整備費（単位円） 

（注） Ｊは小数点以下第 3 位を四捨五入して 2 位止めとする。 
 

（７） 点検整備間接費 
１） 点検整備間接費の積算は、(点検整備工費)×(点検整備間接費率)とする。 
２） 点検整備間接費率は、表－１・５のとおりとする。 
３） 複数種の設備を１件の点検整備業務で発注する場合の点検整備間接費率は、設備毎の点検整備間接費

率を採用し、設備毎の点検整備間接費を単純合算するものとする。 
 

表－１・５ 点検整備間接費率 

機械設備名 点検整備間接費率（%） 

河川用 
水門設備 

河川用 
水門・堰設備 

鋼製ゲート １１０ 

ゴム引布製起伏ゲート １１０ 

樋門樋管ゲート １００ 

ダム用水門設備 １１０ 

揚排水ポンプ設備 １６０ 

トンネル換気設備・非常用施設 １６０ 

道路排水設備 １００ 

 
４－２ 一般管理費等 
（１） 一般管理費等の積算は、(点検・整備原価)×(一般管理費等率)とする。 

（注）一般管理費等率の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 
１） 標準一般管理費等率は、表－１・６によるものとする。 

 
                  表－1・6 標準一般管理費等率(前払金のない場合) 

点検・整備原価 標準一般管理費等率 

５０万円以下 １８．３５％ 

５０万円を超えるもの 
Ｇ＝－１．５９３ｌｏｇ Ｃ＋２７．４３ 
ただし、Ｇ：標準一般管理費等率（％） 

Ｃ：点検・整備原価（単位円） 

（注） Ｇの値は、小数点以下第 3 位を四捨五入して 2 位止めとする。 
 

４－３ 技術調査費 
技術調査に従事する技術員の旅費、日当、宿泊費、賃金、間接費、一般管理費等の積算は下記により積

上げるものとする。 
（１） 旅費、日当、宿泊費は「国土交通省職員日額旅費支給規則」の旅館に宿泊する場合の３級相当額による

ものとする。 
（２） 技術員の賃金は、点検整備工の賃金に準ずるものとする。 
（３） 間接費は「（７）点検整備間接費」に準ずるものとする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４－２ 一般管理費等 
（１） 一般管理費等の積算は、(点検・整備原価)×(一般管理費等率)とする。 

（注）一般管理費等率の値は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 
１） 標準一般管理費等率は、表－１・６によるものとする。 

 
                  表－1・6 標準一般管理費等率(前払金のない場合) 

点検・整備原価 標準一般管理費等率 

５０万円以下 １９．３７％ 

５０万円を超えるもの 
Ｇ＝－１．９９８ｌｏｇ Ｃ＋３０．７６ 
ただし、Ｇ：標準一般管理費等率（％） 

Ｃ：点検・整備原価（単位円） 

（注） Ｇの値は、小数点以下第 3 位を四捨五入して 2 位止めとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・一般共通】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

（４） 一般管理費等は「４－２ 一般管理費等」に準ずるものとする。 
 

４－４ 消費税等相当額 
消費税等相当額は、点検・整備価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。 

 
４－５ 支給品の取扱い 
（１） 支給品とは設備の点検・整備に際して別途契約により取得した材料等を受注者に支給するものをいう。 
（２） 支給品の現場間接費に対する取扱いは、次による。 

１） 直接材料は全額を現場間接費算定の対象とする。 
（３） 支給品は一般管理費等の算定の対象としない。 

 
４－６ 各間接費等の項目別対象表 

 
表－１・７ 各間接費等の項目別対象表 

項   目 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等 

材料費 ○ ○ ○ 

直接経費 ○ ○ ○ 

直接労務費 ○ ○ ○ 

塗装費 ○ ○ ○ 

共 通 
仮設費 

派遣費 － × ○ 

派遣費以外 － ○ ○ 

現場管理費 － － ○ 

点検整備間接費 － × ○ 

支給品費 直接材料 ○ ○ × 

無償貸付機械等評価額 ○ ○ × 

○：対象とする 
×：対象としない 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

第２章 水門設備 
 
１ 適用範囲 

この基準は、水門設備の点検・整備に適用する。 
 

１－１ 区分及び構成 
水門設備の区分及び構成は、表－２・１のとおりとする。 

 
表－２・１ 区分及び構成 

区     分 構        成 

河 
川 
用 
水 
門 
設 
備 

河川用水門・堰 

鋼製ゲート 扉体、戸当り、開閉装置、操作制御設備等 

ゴム引布製 
起伏ゲート 

袋体、取付金具、起伏装置、操作制御設備等 

樋門樋管ゲート 
(ローラゲート・スライドゲート) 

扉体、戸当り、開閉装置、操作制御設備等 

ダ 
ム 
用 
水 
門 
設 
備 

放流設備 
(主放流 
・非常用放流) 

ローラゲート 
ラジアルゲート 

扉体、戸当り、開閉装置、基礎材、空気管、充水装置、操作制御設備

等 

高圧スライド 
ゲート 

扉体又は弁体、ボンネット、ケーシング又は弁胴、ボンネットカバー

、開閉装置、空気管、充水装置、操作制御装置等 

小容量放流設備用ゲート・バルブ 
扉体又は弁体、ボンネット、ケーシング又は弁胴、ボンネットカバー

、開閉装置、空気管、充水装置、操作制御装置等 

制水設備 
扉体、戸当り、開閉装置、基礎材、空気管、充水装置、操作制御設備

等 

取水設備 
扉体、戸当り、開閉装置、整流装置、スクリーン、取水塔、操作制御

設備等 

 
 

 
現行どおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

１－２ 適用規格 
この基準を適用する設備の規格は、表－２・２を標準とする。 

 
表－２・２ 適 用 規 格 

区     分 適 用 規 格 

河 
川 
用 
水 
門 
設 
備 

河川用水門・堰 

普通ローラゲート 
シェルローラゲート 

開閉装置がワイヤロープウインチ式を標準とする。 

起伏ゲート 開閉装置が油圧シリンダ式を標準とする。 

ゴム引布製起伏ゲート 起伏方式が空気式を標準とする。 

樋門樋管ゲート 
（ローラゲート・スライドゲート） 

樋門・樋管に設置されたゲートで、開閉装置がスピンド

ル式又はラック式のものを標準とする。 

ダ 
ム 
用 
水 
門 
設 
備 

放流設備 
(主放流 
・非常用放流) 

ローラ 
ゲート 

油圧式 主放流又は中位放流設備を標準とする。 

ワイヤ式 クレストゲートを標準とする。 

ラジアル 
ゲート 

油圧式 主放流又は中位放流設備を標準とする。 

ワイヤ式 クレストゲートを標準とする。 

高圧スライドゲート 主放流又は中位放流設備を標準とする。 

小容量放流設備用ゲート・バルブ 
小容量放流管に付随するゲート・バルブ（主・副） 
とする。 

制水設備 
主放流又は中位放流設備の予備・修理用ゲートで開閉装

置がワイヤロープウインチ式を標準とする。 

取水設備 
選択（表面）取水設備で開閉装置がワイヤロープウイン

チ式を標準とする。 

 
 
２ 点検原価 
２－１ 点検工数 

点検工数は、「（２）標準点検日数」により求めた値を「（４）形式補正」により補正し、「（１）標準

点検構成人員」を掛けたものに、必要に応じて「（５）加算工数」及び「（６）施設間の移動に伴う拘束工

数」を加算して算出するものとする。 
点検工数 ＝ （標準点検日数×形式補正）×標準点検構成人員 

＋加算工数＋施設間移動に伴う拘束工数 
 

（１） 標準点検構成人員 
水門設備の標準点検構成人員は、表－２・３を標準とする。 

 
表－２・３ 標準点検構成人員（人／日） 

作業区分 管理運転点検 月点検 年点検 

標準点検構成人員 ３ ３ ４ 

 
 
 

 
 現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１） 標準点検構成人員 
水門設備の標準点検構成人員は、表－２・３を標準とする。 

 
表－２・３ 標準点検構成人員（人／日） 

作業区分 管理運転点検 目視点検 年点検 

標準点検構成人員 ３ ３ ４ 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

（２） 標準点検日数 
１） 河川用水門設備（管理運転点検） 

河川用水門設備の管理運転点検の標準点検日数は、表－２・４を標準とする。 
 
表－２・４ 河川用水門設備標準点検日数（管理運転点検） 

区      分 標準点検日数（日／門） 

河 
川 
用 
水 
門 
設 
備 

河川用水門・堰 

普通ローラゲート Ｙ＝0.31 

シェルローラゲート Ｙ＝0.44 

起伏ゲート Ｙ＝0.29 

ゴム引布製起伏ゲート Ｙ＝0.0033ｘ＋0.21 

樋門樋管ゲート 
(ローラゲート 
・スライドゲート) 

動力式 
電動式 

ｘ≧10㎡ Ｙ＝0.23 

ｘ＜10㎡ Ｙ＝0.15 

エンジン式 Ｙ＝0.12 

手動式 Ｙ＝0.08 

（注） １．Ｙは標準点検日数(日/門)、ｘは１門当り（各構成毎）扉体面積（㎡）である。 
標準点検日数は、小数点第３位を四捨五入して２位止めとする。 

２．扉体面積とは、扉体の有効幅（純径間）×有効高である。 
３．標準点検日数は、点検整備工による点検を標準とする。 
４．管理運転点検の内容は、可能な限りの負荷状態において運転をしながら、設備の状況確認、動作確認、

扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤の目視による外観の異常の有無、前回点検時以降の変化の有無に

ついて確認を行うことを標準とする。 
５．標準点検日数の点検範囲は、上記４．及び準備、後片付けまでとし、以下の作業は含まないので、必

要な場合は別途積上げるものとする。 
（１） 不具合原因の高度な技術的調査・検討、設備の劣化診断、並びに修繕等の計画案の作成。 
（２） 潤滑油類の交換は別途「２－２ 整備工数」による。 

ただし、点検時に行う軸受給油等の少量の潤滑油類の補給は、標準点検日数に含まれる。 
（３） 点検における施設間の移動のための作業員の拘束工数は、「（６）施設間の移動に伴う拘束工

数」による。 
６．樋門樋管ゲートを除く各設備の標準点検日数は、開閉装置（起伏装置）の動力が電動機を標準とする。 
７．普通ローラゲートの開閉装置がラック・スピンドル式の場合は樋門樋管ゲートの点検日数による。 
８．起伏ゲートの開閉方式は油圧シリンダ駆動方式とする。 
９．点検日数算出に当って、起伏ゲート、ゴム引布製起伏ゲート及び２段ゲートの扉体面積は次のとおり

とする。 
（１） 起伏ゲートの扉体面積は、純径間に扉体を起立させた状態の有効高を乗じた面積とする。 
（２） ゴム引布製起伏ゲートの扉体面積は、純径間に扉体を起立させた状態の有効高を乗じた面積と

する。 
（３） 普通ローラゲート、シェルローラゲートの２段ゲートの扉体面積は、純径間に上段扉の有効高

に下段扉の有効高を加算した高さを乗じた面積とする。 
10．管理運転点検が出来ない場合は、月点検として設備条件に適した内容で点検日数を算出するものとす

る。 
 

 
 現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10．管理運転点検が出来ない場合は、目視点検として設備条件に適した内容で点検日数を算出するものと

する。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

２） 河川用水門設備（月点検・年点検） 
河川用水門設備の月点検及び年点検の標準点検日数は、表－２・５を標準とする。 

 
表－２・５ 河川用水門設備標準点検日数（月点検・年点検） 

区      分 
標準点検日数（日／門） 

月 点 検 年 点 検 

河 
川 
用 
水 
門 
設 
備 

河川用水門・堰 

普通ローラゲート Ｙ＝0.31 Ｙ＝0.006ｘ＋0.44 

シェルローラゲート Ｙ＝0.44 Ｙ＝0.004ｘ＋1.06 

起伏ゲート Ｙ＝0.29 Ｙ＝0.005ｘ＋0.50 

ゴム引布製起伏ゲート Ｙ＝0.33 Ｙ＝0.004ｘ＋0.63 

樋門樋管ゲート 
(ローラゲート 
・スライドゲート) 

動力式 
電動式 

ｘ≧10㎡ 
Ｙ＝0.17 

Ｙ＝0.41 

ｘ＜10㎡ Ｙ＝0.28 

エンジン式 Ｙ＝0.12 Ｙ＝0.19 

手動式 Ｙ＝0.08 Ｙ＝0.13 

（注） １．Ｙは標準点検日数（日/門）、ｘは１門当り（各構成毎）扉体面積（㎡）である。 
標準点検日数は、小数第３位を四捨五入して２位止めとする。 

２．扉体面積とは扉体の有効幅（純径間）×有効高である。 
３．２段扉の場合は、扉体の全面積をｘに代入してＹを求め、表２－１８の補正係数で補正して算出する。 
４．作業区分別日数は、次式によるものとする。 

作業区分別点検日数（日/門）＝ 全体日数（日/門）×作業区分別日数比率（％） 
作業区分別日数比率は、表－２・８～表－２・１１のとおりとする。 

５．標準点検日数は、点検整備工による点検を標準とする。 
６．月点検は、管理運転点検が困難な設備において行うものとし、点検内容は、施設全般の目視点検、扉

体、戸当り、開閉装置、機側操作盤の目視による外観の異常の有無、前回点検時以降の変化の有無につ

いて確認を行い、確認運転は行わないことを標準とする。 
７．年点検の内容は、施設全般の目視点検、扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤を外部からの目視によ

る点検及び分解を伴う内部の目視点検のほか、点検用器具（テストハンマー、メガーテスタ、マイクロ

メーター、シックネスゲージ、塗膜厚計等）を用いた計測、簡易な給油脂を行った後、システム全体の

機能確認を目的とした確認運転を行うことを標準とする。 
８．標準点検日数の点検範囲は、上記６．又は７．及び準備、後片付けまでとし、以下の作業は含まない

ので、必要な場合は別途積上げるものとする。 
（１） 不具合原因の高度な技術的調査・検討、設備の劣化診断、並びに修繕等の計画案の作成。 
（２） 潤滑油類の交換は別途「２－２ 整備工数」による。 

ただし、点検時に行う軸受給油等の少量の潤滑油類の補給は、標準点検日数に含まれる。 
（３） 点検における施設間の移動のための作業員の拘束工数は、「（６）施設間の移動に伴う拘束工

数」による。 
９．樋門樋管ゲートを除く各設備の標準点検日数は、開閉装置（起伏装置）の動力が電動機を標準とする。 
10．普通ローラゲートの標準点検日数は、扉体が単葉扉で開閉装置が電動ワイヤロープ式のものとする。 
11．普通ローラゲートの開閉装置がラック・スピンドル式の場合は樋門樋管ゲートの点検日数による。 
12．シェルローラゲートの標準点検日数は、扉体が単葉扉で開閉装置が電動ワイヤロープ式 

２） 河川用水門設備（目視点検・年点検） 
河川用水門設備の目視点検及び年点検の標準点検日数は、表－２・５を標準とする。 

 
表－２・５ 河川用水門設備標準点検日数（目視点検・年点検） 

区      分 
標準点検日数（日／門） 

目 視 点 検 年 点 検 

河 
川 
用 
水 
門 
設 
備 

河川用水門・堰 

普通ローラゲート Ｙ＝0.31 Ｙ＝0.006ｘ＋0.44 

シェルローラゲート Ｙ＝0.44 Ｙ＝0.004ｘ＋1.06 

起伏ゲート Ｙ＝0.29 Ｙ＝0.005ｘ＋0.50 

ゴム引布製起伏ゲート Ｙ＝0.33 Ｙ＝0.004ｘ＋0.63 

樋門樋管ゲート 
(ローラゲート 
・スライドゲート) 

動力式 
電動式 

ｘ≧10㎡ 
Ｙ＝0.17 

Ｙ＝0.41 

ｘ＜10㎡ Ｙ＝0.28 

エンジン式 Ｙ＝0.12 Ｙ＝0.19 

手動式 Ｙ＝0.08 Ｙ＝0.13 

（注） １．Ｙは標準点検日数（日/門）、ｘは１門当り（各構成毎）扉体面積（㎡）である。 
標準点検日数は、小数第３位を四捨五入して２位止めとする。 

２．扉体面積とは扉体の有効幅（純径間）×有効高である。 
３．２段扉の場合は、扉体の全面積をｘに代入してＹを求め、表２－１８の補正係数で補正して算出する。 
４．作業区分別日数は、次式によるものとする。 

作業区分別点検日数（日/門）＝ 全体日数（日/門）×作業区分別日数比率（％） 
作業区分別日数比率は、表－２・８～表－２・１１のとおりとする。 

５．標準点検日数は、点検整備工による点検を標準とする。 
６．目視点検は、管理運転点検が困難な設備において行うものとする。また、点検内容は、施設全般及び

扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤を目視により、外観の異常の有無や前回点検時以降の変化の有無

について確認し、確認運転は行わないことを標準とする。 
７．年点検の内容は、施設全般及び扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤を外部からの目視及び分解を伴

う内部からの目視による点検のほか、点検用器具（テストハンマー、メガーテスタ、マイクロメーター、

シックネスゲージ、塗膜厚計等）を用いた計測、簡易な給油脂及びシステム全体の機能確認を目的とし

た確認運転を行うことを標準とする。 
８．標準点検日数の点検範囲は、上記６．又は７．及び準備、後片付けまでとし、以下の作業は含まない

ので、必要な場合は別途積上げるものとする。 
（１） 不具合原因の高度な技術的調査・検討、設備の劣化診断、並びに修繕等の計画案の作成。 
（２） 潤滑油類の交換は別途「２－２ 整備工数」による。 

ただし、点検時に行う軸受給油等の少量の潤滑油類の補給は、標準点検日数に含まれる。 
（３） 点検における施設間の移動のための作業員の拘束工数は、「（６）施設間の移動に伴う拘束工

数」による。 
９．樋門樋管ゲートを除く各設備の標準点検日数は、開閉装置（起伏装置）の動力が電動機を標準とする。 
10．普通ローラゲートの標準点検日数は、扉体が単葉扉で開閉装置が電動ワイヤロープ式のものとする。 
11．普通ローラゲートの開閉装置がラック・スピンドル式の場合は樋門樋管ゲートの点検日数による。 

12．シェルローラゲートの標準点検日数は、扉体が単葉扉で開閉装置が電動ワイヤロープ式 
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のものとする。 
13．起伏ゲートの開閉方式は油圧シリンダ駆動方式とする。 
14．フラップゲートの年点検日数は樋門樋管ゲート（手動式）の歩掛×0.6、陸閘門の年点検日数は樋門

樋管ゲート（手動式）により算出出来る。 
15．標準点検日数算出に当って、起伏ゲート、ゴム引布製起伏ゲート及び２段ゲートの扉体面積は、次の

とおりとする。 
（１） 起伏ゲートの扉体面積は、純径間に扉体を起立させた状態の有効高を乗じた面積とする。 
（２） ゴム引布製起伏ゲートの扉体面積は、純径間に扉体を起立させた状態の有効高を乗じた面積と

する。 
（３） 普通ローラゲート、シェルローラゲートの２段ゲートの扉体面積は、純径間に上段扉の有効高

に下段扉の有効高を加算した高さを乗じた面積とする。 
 

３） ダム用水門設備（管理運転点検） 
ダム用水門設備の管理運転点検の標準点検日数は、表－２・６を標準とする。 
 

表－２・６ ダム用水門設備標準点検日数（管理運転点検） 

区      分 標準点検日数（日／門） 

ダ 
ム 
用 
水 
門 
設 
備 

放流設備 
（主放流 
・非常用放流） 

ローラゲート 
油圧式 Ｙ＝0.65 

ワイヤ式 Ｙ＝0.36 

ラジアルゲート 
油圧式 Ｙ＝0.59 

ワイヤ式 Ｙ＝0.41 

小容量放流設備用ゲート・バルブ Ｙ＝0.35 

制水設備 Ｙ＝0.42 

取水設備 
円形・半円形多段式 － 

多段式ローラゲート － 

（注） １．Ｙは標準点検日数（日/門）である。 
２．標準点検日数は、点検整備工による点検を標準とする。 
３．管理運転点検の内容は、以下のとおりとする。 
（１） 管理運転点検（待機系） 

可能な限りの負荷状態において運転をしながら、設備の状況確認、動作確認、扉体、戸当り、

開閉装置、機側操作盤の目視による外観の異常の有無、前回点検時以降の変化の有無について確

認を行うことを標準とする。 
（２） 管理運転点検（常用系） 

設備の実運転に合せて負荷状態により、設備の状況確認、動作確認、扉体、戸当り、開閉装置、

機側操作盤の目視による外観の異常の有無、前回点検時以降の変化の有無について確認を行うこ

とを標準とする。 
４．標準点検日数の点検範囲は、上記３．及び準備、後片付けまでとし、以下の作業は含まないので、必

要な場合は別途積上げるものとする。 
（１） 不具合原因の高度な技術的調査・検討、設備の劣化診断、並びに修繕等の計画案の作成。 
（２） 潤滑油類の交換は別途「２－２ 整備工数」による。 

ただし、点検時に行う軸受給油等の少量の潤滑油類の補給は、標準点検日数に含まれる。 
（３） 点検における施設間の移動のための作業員の拘束工数は、「（６）施設間の移動に伴う拘束工

数」による。 
５．制水設備とは、主放流設備、中位放流設備に付随する修理用ゲートや流水遮断機能をもった予備ゲー

トをいう。 
 

 
  現行どおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

６．各設備の標準点検日数は、開閉装置の動力が電動機を標準とする。 
７．小容量放流設備用ゲートとは、リングシールゲート、高圧スライドゲート、ジェットフローゲート、

リングホロワゲートとする。 
８．小容量放流設備用バルブとは、ホロージェットバルブ、コーンスリーブバルブ、フィックストコーン

バルブ、スルースバルブとする。 
９．制水ゲートは高圧ローラゲートとする。なお、高圧スライドゲート及びキャタピラゲートは含まない。 
10．制水設備の開閉装置には、ガントリークレーンを含まない。 
11．取水設備の点検日数には、予備ゲート又は修理用ゲートの日数は含まないので別途加算すること。 
12．主放流設備の高圧スライドゲートは、小容量放流設備用ゲート・バルブの日数による。 

ただし、ｘは、下記による。 
（１） 通水路断面が円形状の場合 

ｘ：口径（ｍ） 
（２） 通水路断面が矩形状の場合 

ｘ：矩形断面積を等価な円形断面積に置換えた場合の等価口径（ｍ） 
ｘ ＝ ２× (Ｂ×Ｈ／π）１/２ 

Ｂ：純径間（ｍ） 
Ｈ：有効高（ｍ） 

13．管理運転点検が出来ない場合は、月点検として設備条件に適した内容で点検日数を算出するものとす

る。 
 

４） ダム用水門設備（月点検・年点検） 
ダム用水門設備の月点検及び年点検の標準点検日数は、表－２・７を標準とする。 

 
表－２・７ ダム用水門設備標準点検日数（月点検・年点検） 

区      分 
標準点検日数（日／門） 

月 点 検 年 点 検 

ダ 
ム 
用 
水 
門 
設 
備 

放流設備 
（主放流 
・非常用放流） 

ローラゲート 
油圧式 Ｙ＝0.57 Ｙ＝0.006ｘ＋1.84 

ワイヤ式 Ｙ＝0.29 Ｙ＝0.004ｘ＋1.09 

ラジアルゲート 
油圧式 Ｙ＝0.52 Ｙ＝0.001ｘ＋2.00 

ワイヤ式 Ｙ＝0.37 Ｙ＝0.003ｘ＋1.53 

小容量放流設備用ゲート・バルブ Ｙ＝0.28 Ｙ＝0.403ｘ＋0.56 

制水設備 Ｙ＝0.35 Ｙ＝0.011ｘ＋1.41 

取水設備 
円形・半円形多段式 Ｙ＝0.61 Ｙ＝0.002ｘ＋2.47 

多段式ローラゲート Ｙ＝0.52 Ｙ＝0.004ｘ＋1.59 

（注） １．Ｙは標準点検日数（日/門）、ｘは１門当り（各構成毎）扉体面積（㎡)である。 
ただし、小容量放流設備用ゲート・バルブにあっては口径（ｍ）、円形・半円形多段式にあっては最

大口径（ｍ）×全伸長（ｍ）、多段式ローラゲートにあっては純径間（ｍ）×全伸長（ｍ）とする。 
標準点検日数は、小数第３位を四捨五入して２位止めとする。 

２．扉体面積とは、扉体の有効幅（純径間）×有効高である。 
３．作業区分別日数は、次式によるものとする。 

作業区分別日数（日/門） ＝ 全体日数（日/門）×作業区分別日数比率（％） 
作業区分別日数比率は、表－２・１２～表－２・１７のとおりとする。 

４．標準点検日数は、点検整備工による点検を標準とする。 
５．月点検の内容は、施設全般の目視点検、扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤の目視による外観の異

常の有無、前回点検時以降の変化の有無について確認を行い、確認運転は行わないことを標準とする。 
 

 
現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13．管理運転点検が出来ない場合は、目視点検として設備条件に適した内容で点検日数を算出するものと

する。 
 
４） ダム用水門設備（目視点検・年点検） 

ダム用水門設備の目視点検及び年点検の標準点検日数は、表－２・７を標準とする。 
 

表－２・７ ダム用水門設備標準点検日数（目視点検・年点検） 

区      分 
標準点検日数（日／門） 

目 視 点 検 年 点 検 

ダ 
ム 
用 
水 
門 
設 
備 

放流設備 
（主放流 
・非常用放流） 

ローラゲート 
油圧式 Ｙ＝0.57 Ｙ＝0.006ｘ＋1.84 

ワイヤ式 Ｙ＝0.29 Ｙ＝0.004ｘ＋1.09 

ラジアルゲート 
油圧式 Ｙ＝0.52 Ｙ＝0.001ｘ＋2.00 

ワイヤ式 Ｙ＝0.37 Ｙ＝0.003ｘ＋1.53 

小容量放流設備用ゲート・バルブ Ｙ＝0.28 Ｙ＝0.403ｘ＋0.56 

制水設備 Ｙ＝0.35 Ｙ＝0.011ｘ＋1.41 

取水設備 
円形・半円形多段式 Ｙ＝0.61 Ｙ＝0.002ｘ＋2.47 

多段式ローラゲート Ｙ＝0.52 Ｙ＝0.004ｘ＋1.59 

（注） １．Ｙは標準点検日数（日/門）、ｘは１門当り（各構成毎）扉体面積（㎡)である。 
ただし、小容量放流設備用ゲート・バルブにあっては口径（ｍ）、円形・半円形多段式にあっては最

大口径（ｍ）×全伸長（ｍ）、多段式ローラゲートにあっては純径間（ｍ）×全伸長（ｍ）とする。 
標準点検日数は、小数第３位を四捨五入して２位止めとする。 

２．扉体面積とは、扉体の有効幅（純径間）×有効高である。 
３．作業区分別日数は、次式によるものとする。 

作業区分別日数（日/門） ＝ 全体日数（日/門）×作業区分別日数比率（％） 
作業区分別日数比率は、表－２・１２～表－２・１７のとおりとする。 

４．標準点検日数は、点検整備工による点検を標準とする。 
５．目視点検の内容は、施設全般及び扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤を目視により、外観の異常の

有無や前回点検時以降の変化の有無について確認し、確認運転は行わないことを標準とする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

６．年点検の内容は、施設全般の目視点検、扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤を外部からの目視によ

る点検及び分解を伴う内部の目視点検のほか、点検用器具（テストハンマー、メガーテスタ、マイクロ

メーター、シックネスゲージ、塗膜厚計等）を用いた計測、簡易な給油脂を行った後、システム全体の

機能確認を目的とした確認運転を行うことを標準とする。 
７．標準点検日数の点検範囲は、上記５．又は６．及び準備、後片付けまでとし、以下の作業は含まない

ので、必要な場合は別途積上げるものとする。 
（１） 不具合原因の高度な技術的調査・検討、設備の劣化診断、並びに修繕等の計画案の作成。 
（２） 潤滑油類の交換は別途「２－２ 整備工数」による。 

ただし、点検時に行う軸受給油等の少量の潤滑油類の補給は、標準点検日数に含まれる。 
（３） 点検における施設間の移動のための作業員の拘束工数は、「（６）施設間の移動に伴う拘束工

数」による。 
８．制水設備とは、主放流設備、中位放流設備に付随する修理用ゲートや流水遮断機能をもった予備ゲー

トをいう。 
９．各設備の標準点検日数は、開閉装置の動力が電動機を標準とする。 
10．小容量放流設備用ゲートとは、リングシールゲート、高圧スライドゲート、ジェットフローゲート、

リングホロワゲートとする。 
11．小容量放流設備用バルブとは、ホロージェットバルブ、コーンスリーブバルブ、フィックストコーン

バルブ、スルースバルブとする。 
12．制水ゲートは、高圧ローラゲートとする。なお高圧スライドゲート及びキャタピラゲートは含まない。 
13．制水設備の開閉装置には、ガントリークレーンを含まない。 
14．主放流設備の高圧スライドゲートは、小容量放流設備用ゲート・バルブの日数による。 

ただし、ｘは、下記による。 
（１） 通水路断面が円形状の場合 

ｘ：口径（ｍ） 
（２） 通水路断面が矩形状の場合 

ｘ：矩形断面積を等価な円形断面積に置換えた場合の等価口径（ｍ） 
ｘ ＝ ２×（Ｂ×Ｈ／π）１/２ 

Ｂ：純径間（ｍ） 
Ｈ：有効高（ｍ） 

 
 

６．年点検の内容は、施設全般及び扉体、戸当り、開閉装置、機側操作盤を外部からの目視及び分解を伴

う内部からの目視による点検のほか、点検用器具（テストハンマー、メガーテスタ、マイクロメーター、

シックネスゲージ、塗膜厚計等）を用いた計測、簡易な給油脂及びシステム全体の機能確認を目的とし

た確認運転を行うことを標準とする。 
 
 
 
 
 
 
 
  現行どおり 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

（３） 作業区分別日数比率 
各設備の作業区分別日数比率は、次のとおりとする。 

１） 河川用水門設備（月点検） 
月点検の作業区分別日数比率は、表－２・８，表－２・９を標準とする。 

 
表－２・８ 河川用水門・堰設備（月点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 普通ローラ 
ゲート 

シェルローラ 
ゲート 

起伏ゲート 
ゴム引布製 
起伏ゲート 構成機器名等 数 量 

全般 １門分 １８ １３ １４ １６ 

扉体（袋体） １ 門 １８ １６ １２ ２０ 

戸当り・固定部（取付金具） １門分  ９  ９  ７ １４ 

開閉装置・油圧ユニット 
（起伏装置） 

１門分 ３８ ４２ ５２ ３１ 

機側操作設備 １門分 １７ ２０ １５ １９ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ 

 （注）１．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット（起伏装置）｣及び「機側操作設備」

は別途考慮するものとする。 
３．付属設備の目視点検は、全般に含む。 
４．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付けとする。 
 
５．普通ローラゲートの開閉装置がラック・スピンドル式の場合は、樋門樋管ゲートの作業区分別日数比

率による。 
 

表－２・９ 樋門樋管ゲート設備（月点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 ローラゲート、スライドゲート 

構成機器名等 数 量 
電動式 

エンジン式 手動式 
ｘ≧10㎡ Ｘ＜10㎡ 

全般 １門分 １２ ２５ １２ 

扉体 １ 門 ３１ ２６ ２６ 

戸当り １門分 １８ １７ １８ 

開閉装置 １門分 ２２ ３２ ４４ 

機側操作設備 １門分 １７ － － 

計 １門分 １００ １００ １００ 

（注） １．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付けとす

る。 
２．付属設備の目視点検は、全般に含む。 

 
２） 河川用水門設備（年点検） 

年点検の作業区分別日数比率は、表－２・１０，表－２・１１を標準とする。 
 
 

（３） 作業区分別日数比率 
各設備の作業区分別日数比率は、次のとおりとする。 

１） 河川用水門設備（目視点検） 
目視点検の作業区分別日数比率は、表－２・８，表－２・９を標準とする。 

 
表－２・８ 河川用水門・堰設備（目視点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 普通ローラ 
ゲート 

シェルローラ 
ゲート 

起伏ゲート 
ゴム引布製 
起伏ゲート 構成機器名等 数 量 

全般 １門分 １８ １３ １４ １６ 

扉体（袋体） １ 門 １８ １６ １２ ２０ 

戸当り・固定部（取付金具） １門分  ９  ９  ７ １４ 

開閉装置・油圧ユニット 
（起伏装置） 

１門分 ３８ ４２ ５２ ３１ 

機側操作設備 １門分 １７ ２０ １５ １９ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ 

 （注）１．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット（起伏装置）｣及び「機側操作設備」

は別途考慮するものとする。 
３．付属設備の目視による点検は、全般に含む。 
４．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後片付けとす

る。 
５．普通ローラゲートの開閉装置がラック・スピンドル式の場合は、樋門樋管ゲートの作業区分別日数比

率による。 
 

表－２・９ 樋門樋管ゲート設備（目視点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 ローラゲート、スライドゲート 

構成機器名等 数 量 
電動式 

エンジン式 手動式 
ｘ≧10㎡ Ｘ＜10㎡ 

全般 １門分 １２ ２５ １２ 

扉体 １ 門 ３１ ２６ ２６ 

戸当り １門分 １８ １７ １８ 

開閉装置 １門分 ２２ ３２ ４４ 

機側操作設備 １門分 １７ － － 

計 １門分 １００ １００ １００ 

（注） １．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後片付

けとする。 
２．付属設備の目視による点検は、全般に含む。 

 
２） 河川用水門設備（年点検） 

年点検の作業区分別日数比率は、表－２・１０，表－２・１１を標準とする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－２・１０ 河川用水門・堰設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 普通ローラ 
ゲート 

シェルローラ 
ゲート 

起伏ゲート 
ゴム引布製 
起伏ゲート 構成機器名等 数 量 

全般 １門分  ９  ８  ３  ５ 

扉体（袋体） １ 門 １７ １７ ２０ １８ 

戸当り・固定部（取付金具） １門分  ７  ６  ９ １０ 

開閉装置・油圧ユニット 
（起伏装置） 

１門分 ４４ ４７ ４４ ３７ 

機側操作設備 １門分  ７ １０  ８ １１ 

確認運転 １門分 １６ １２ １６ １９ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ 

 （注）１．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット（起伏装置)｣及び「機側操作設備」

は別途考慮するものとする。 
３．確認運転は、ゲートの全開全閉運転を行うものとする。 
４．付属設備の目視点検は、全般に含む。 
５．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付けとする。 
６．普通ローラゲートの開閉装置がラック・スピンドル式の場合は、樋門樋管ゲートの作業区分別日数比

率による。 
 

表－２・１１ 樋門樋管ゲート設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 ローラゲート、スライドゲート 

構成機器名等 数 量 
電動式 

エンジン式 手動式 
ｘ≧10㎡ Ｘ＜10㎡ 

全般 １門分 １６ １５ ２１ １０ 

扉体 １ 門 １７ １５ ２１ ２１ 

戸当り １門分 １１ １０ １４ １４ 

開閉装置 １門分 ３０ ３２ ２７ ３６ 

機側操作設備 １門分  ９ １１ － － 

確認運転 １門分 １７ １７ １７ １９ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ 

（注） １．確認運転は、ゲート全開全閉運転を行うものとする。 
２．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付けとす

る。 
３．付属設備の目視点検は、全般に含む。 

 
３） ダム用水門設備（月点検） 

ダム用水門設備（月点検）の作業区分別日数比率は、表－２・１２～表－２・１４を標準とする。 
 
 

 
現行どおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．付属設備の目視による点検は、全般に含む。 
５．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後片付けとす

る。 
６．普通ローラゲートの開閉装置がラック・スピンドル式の場合は、樋門樋管ゲートの作業区分別日数比

率による。 
 

表－２・１１ 樋門樋管ゲート設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 ローラゲート、スライドゲート 

構成機器名等 数 量 
電動式 

エンジン式 手動式 
ｘ≧10㎡ Ｘ＜10㎡ 

全般 １門分 １６ １５ ２１ １０ 

扉体 １ 門 １７ １５ ２１ ２１ 

戸当り １門分 １１ １０ １４ １４ 

開閉装置 １門分 ３０ ３２ ２７ ３６ 

機側操作設備 １門分  ９ １１ － － 

確認運転 １門分 １７ １７ １７ １９ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ 

（注） １．確認運転は、ゲート全開全閉運転を行うものとする。 
２．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後片付

けとする。 
３．付属設備の目視による点検は、全般に含む。 

 
３） ダム用水門設備（目視点検） 

ダム用水門設備（目視点検）の作業区分別日数比率は、表－２・１２～表－２・１４を標準とする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－２・１２ ダム用水門設備（月点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 
放流設備 

制水設備 
ローラゲート ラジアルゲート 

構成機器名等 数 量 油圧式 ワイヤ式 油圧式 ワイヤ式 ワイヤ式 

全般 １門分 ９ １２ １１ １３ １１ 

扉体 １ 門 １９ ２４ １６ ２３ ２４ 

戸当り・固定部 １門分 ８ ９ ８ ９ １２ 

開閉装置・油圧ユニット １門分 ３８ ３９ ３５ ３８ ３８ 

充水装置・空気管 １門分 ８ － ８ － － 

放流管・整流板 １門分 ５ － ７ － － 

機側操作設備 １門分 １３ １６ １５ １７ １５ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ １００ 

（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」は別途考慮す

るものとする。 
３．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付けとする。 

 
表－２・１３ ダム用水門設備（月点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 小容量放流設備用ゲート・バルブ 

構成機器名等 数 量 油圧式・スピンドル式 

全般 １門分 １２ 

扉体・本体 １ 門 ２１ 

開閉装置・油圧ユニット １門分 ３５ 

充水装置・空気管 １門分 １３ 

放流管・導水管 １門分  ６ 

機側操作設備 １門分 １３ 

計 １門分 １００ 

（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」

は別途考慮するものとする。 
３．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付け

とする。 
４．主放流設備の高圧スライドゲートは小容量放流設備用ゲート・バルブの作業区分別工数比

率による。 
 
 

表－２・１２ ダム用水門設備（目視点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 
放流設備 

制水設備 
ローラゲート ラジアルゲート 

構成機器名等 数 量 油圧式 ワイヤ式 油圧式 ワイヤ式 ワイヤ式 

全般 １門分 ９ １２ １１ １３ １１ 

扉体 １ 門 １９ ２４ １６ ２３ ２４ 

戸当り・固定部 １門分 ８ ９ ８ ９ １２ 

開閉装置・油圧ユニット １門分 ３８ ３９ ３５ ３８ ３８ 

充水装置・空気管 １門分 ８ － ８ － － 

放流管・整流板 １門分 ５ － ７ － － 

機側操作設備 １門分 １３ １６ １５ １７ １５ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ １００ 

（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」は別途考慮する

ものとする。 
３．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後片付けとする。 

 
表－２・１３ ダム用水門設備（目視点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 小容量放流設備用ゲート・バルブ 

構成機器名等 数 量 油圧式・スピンドル式 

全般 １門分 １２ 

扉体・本体 １ 門 ２１ 

開閉装置・油圧ユニット １門分 ３５ 

充水装置・空気管 １門分 １３ 

放流管・導水管 １門分  ６ 

機側操作設備 １門分 １３ 

計 １門分 １００ 

（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」

は別途考慮するものとする。 
３．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後

片付けとする。 
４．主放流設備の高圧スライドゲートは小容量放流設備用ゲート・バルブの作業区分別工数比

率による。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－２・１４ ダム用水門設備（月点検）作業区分別日数比率（％） 
作 業 区 分 取 水 設 備 

構成機器名等 数 量 
円形・半円形 

シリンダーゲート 
多段式 

ローラゲート 
全般 １門分 １２ １１ 

扉体・本体 １ 門 １２ １９ 

戸当り・固定部 １門分  ６  ９ 

取水塔体・スクリーン １門分 １６ ２４ 

開閉装置 １門分 ３５ ２８ 

機側操作設備 １門分 １９  ９ 

計 １門分 １００ １００ 
（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 

２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」は別

途考慮するものとする。 
３．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付けとす

る。 
４．扉体・本体には、取水蓋、リフティング装置を含む。 
５．戸当り・固定部にはローラレールを含む。 
６．戸当り・固定部、取水塔体・スクリーン等の点検は水中部を除く箇所の点検とする。 
７．扉体・本体は引き上げて休止状態での点検を標準とする。 

 
４） ダム用水門設備（年点検） 

ダム用水門設備（年点検）の作業区分別日数比率は、表－２・１５～表－２・１７を標準とする。 
 

表－２・１５ ダム用水門設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 
放流設備 

制水設備 
ローラゲート ラジアルゲート 

構成機器名等 数 量 油圧式 ワイヤ式 油圧式 ワイヤ式 ワイヤ式 

全般 １門分  ２  ９  ３  ４  ７ 

扉体 １ 門 １９ １５ １６ １７ １８ 

戸当り・固定部 １門分  ８  ７  ５  ８  ６ 

開閉装置・油圧ユニット １門分 ３９ ３０ ３６ ４２ ３１ 

充水装置・空気管 １門分  ２ －  ３ － － 

放流管・整流板 １門分  ６ －  ３ － － 

機側操作設備 １門分  ８ １２ １３ １４  ９ 

確認運転 １門分 １６ ２７ ２１ １５ ２９ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ １００ 

（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」は別途考慮す

るものとする。 
３．確認運転は、ゲートの全開全閉運転を行うものとする。 
４．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付けとする。 
 

表－２・１４ ダム用水門設備（目視点検）作業区分別日数比率（％） 
作 業 区 分 取 水 設 備 

構成機器名等 数 量 
円形・半円形 

シリンダーゲート 
多段式 

ローラゲート 
全般 １門分 １２ １１ 

扉体・本体 １ 門 １２ １９ 

戸当り・固定部 １門分  ６  ９ 

取水塔体・スクリーン １門分 １６ ２４ 

開閉装置 １門分 ３５ ２８ 

機側操作設備 １門分 １９  ９ 

計 １門分 １００ １００ 
（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 

２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」は別

途考慮するものとする。 
３．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後片付

けとする。 
４．扉体・本体には、取水蓋、リフティング装置を含む。 
５．戸当り・固定部にはローラレールを含む。 
６．戸当り・固定部、取水塔体・スクリーン等の点検は水中部を除く箇所の点検とする。 
７．扉体・本体は引き上げて休止状態での点検を標準とする。 

 
４） ダム用水門設備（年点検） 

ダム用水門設備（年点検）の作業区分別日数比率は、表－２・１５～表－２・１７を標準とする。 
 

表－２・１５ ダム用水門設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 
放流設備 

制水設備 
ローラゲート ラジアルゲート 

構成機器名等 数 量 油圧式 ワイヤ式 油圧式 ワイヤ式 ワイヤ式 

全般 １門分  ２  ９  ３  ４  ７ 

扉体 １ 門 １９ １５ １６ １７ １８ 

戸当り・固定部 １門分  ８  ７  ５  ８  ６ 

開閉装置・油圧ユニット １門分 ３９ ３０ ３６ ４２ ３１ 

充水装置・空気管 １門分  ２ －  ３ － － 

放流管・整流板 １門分  ６ －  ３ － － 

機側操作設備 １門分  ８ １２ １３ １４  ９ 

確認運転 １門分 １６ ２７ ２１ １５ ２９ 

計 １門分 １００ １００ １００ １００ １００ 

（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」は別途考慮する

ものとする。 
３．確認運転は、ゲートの全開全閉運転を行うものとする。 
４．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後片付けとする。 
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平成２７年度 機械設備積算基準【点検・水門設備】対比表 
現   行 改   訂 備 考 

表－２・１６ ダム用水門設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 小容量放流設備用ゲート・バルブ 

構成機器名等 数 量 油圧式・スピンドル式 

全般 １門分 １０ 

扉体・本体 １ 門 １９ 

開閉装置・油圧ユニット １門分 ３２ 

充水装置・空気管 １門分  ７ 

放流管・導水管 １門分  ５ 

機側操作設備 １門分 １１ 

確認運転 １門分 １６ 

計 １門分 １００ 

（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」

は、別途考慮するものとする。 
３．確認運転は、ゲートの全開全閉運転を行うものとする。 
４．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付け

とする。 
５．主放流設備の高圧スライドゲートは、小容量放流設備用ゲート・バルブの作業区分別工数

比率による。 
 

表－２・１７ ダム用水門設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 
作 業 区 分 取 水 設 備 

構成機器名等 数 量 
円形・半円形 

シリンダーゲート 
多段式 

ローラゲート 
全般 １門分  ４  ５ 

扉体・本体 １ 門 １１ １４ 

戸当り・固定部 １門分  ６  ６ 

取水塔体・スクリーン １門分 １０  ４ 

開閉装置 １門分 ４０ ４９ 

機側操作設備 １門分  ９ １２ 

確認運転 １門分 ２０ １０ 

計 １門分 １００ １００ 
（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 

２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」は、

別途考慮するものとする。 
３．確認運転は、ゲートの全開全閉運転を行うものとする。 
４．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視点検及び準備・後片付けとす

る。 
５．扉体・本体には、取水蓋、リフティング装置を含む。 
６．戸当り、固定部には、ローラレールを含む。 
７．戸当り・固定部・取水塔、スクリーン等の点検は、水中部を除く箇所の点検とする。 

 

表－２・１６ ダム用水門設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 

作 業 区 分 小容量放流設備用ゲート・バルブ 

構成機器名等 数 量 油圧式・スピンドル式 

全般 １門分 １０ 

扉体・本体 １ 門 １９ 

開閉装置・油圧ユニット １門分 ３２ 

充水装置・空気管 １門分  ７ 

放流管・導水管 １門分  ５ 

機側操作設備 １門分 １１ 

確認運転 １門分 １６ 

計 １門分 １００ 

（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 
２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」

は、別途考慮するものとする。 
３．確認運転は、ゲートの全開全閉運転を行うものとする。 
４．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後

片付けとする。 
５．主放流設備の高圧スライドゲートは、小容量放流設備用ゲート・バルブの作業区分別工数

比率による。 
 

表－２・１７ ダム用水門設備（年点検）作業区分別日数比率（％） 
作 業 区 分 取 水 設 備 

構成機器名等 数 量 
円形・半円形 

シリンダーゲート 
多段式 

ローラゲート 
全般 １門分  ４  ５ 

扉体・本体 １ 門 １１ １４ 

戸当り・固定部 １門分  ６  ６ 

取水塔体・スクリーン １門分 １０  ４ 

開閉装置 １門分 ４０ ４９ 

機側操作設備 １門分  ９ １２ 

確認運転 １門分 ２０ １０ 

計 １門分 １００ １００ 
（注） １．区分別日数比率は、開閉装置主動力が電動機の場合である。 

２．開閉装置主動力がエンジンの場合は、「開閉装置・油圧ユニット」及び「機側操作設備」は、

別途考慮するものとする。 
３．確認運転は、ゲートの全開全閉運転を行うものとする。 
４．全般とは、ゲート設備周辺の土木構造物を含めた施設全体の目視による点検及び準備・後片付

けとする。 
５．扉体・本体には、取水蓋、リフティング装置を含む。 
６．戸当り、固定部には、ローラレールを含む。 
７．戸当り・固定部・取水塔、スクリーン等の点検は、水中部を除く箇所の点検とする。 
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８．扉体・本体は、引き上げて休止状態での点検を標準とする。 
 
（４） 形式補正 

点検日数は、設備の規模、設備の構成を検討し、作業区分別日数比率等を参考に補正するものとする。 
１） 河川用水門設備 

河川用水門設備の点検日数補正は、次を標準とする。 
（イ） 扉体形式及び開閉装置形式による補正は、表－２・１８「扉体・開閉装置形式補正係数（河川

用水門設備）」による。 
（ロ） 各補正係数は、「（３）作業区分別日数比率」の各表の作業区分の該当部分のみ補正を行うも

のとする。 
（ハ） 作業区分別日数の補正方法は、次による。 

補正日数＝標準点検日数×作業区分別日数比率×扉体・開閉装置形式補正係数 
 

表－２・１８ 扉体・開閉装置形式補正係数（河川用水門設備） 

作 業 区 分 普通ローラ 
ゲート 

シェルローラ 
ゲート 扉体形式 構成機器名等 数 量 

単葉扉 

扉体 １ 門 １．０ １．０ 

戸当り・固定部 １門分 １．０ １．０ 

開閉装置 １門分 １．０ １．０ 

確認運転 １門分 １．０ １．０ 

２段扉 

扉体 １ 門 １．２ １．２ 

戸当り・固定部 １門分 １．１ １．１ 

開閉装置 
1M1D・1M2D １門分 １．０ － 

1M2D×2、2M2D×2 １門分 １．２ １．３ 

確認運転 
1M1D・1M2D １門分 １．２ － 

1M2D×2、2M2D×2 １門分 １．３ １．３ 

（注） １．開閉装置主動力は電動機とする。 
２．２段扉の場合の点検日数算出は、上下段扉全体の扉体面積をｘに代入して標準点検日数を算出した後

に補正係数を掛けるものとする。 
 

（５） 加算工数 
１） 河川用水門設備 

河川用水門設備に付帯する設備において標準点検日数に含まれていない機器等の点検工数は、表－

２・１９を標準とする。 
 
 

 
 現行どおり 
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表－２・１９ 河川用水門加算工数（人） 

作 業 区 分 河川用水門・堰 樋門樋管ゲート 

機 器 名 数 量 年点検 月点検 年点検 月点検 

水位計 １ 台 0.15 0.11 0.09 0.03 

自家発電設備 予備電源用 １ 台 0.41 － 0.30 － 

受変電設備（低圧受電） １ 台 0.16 － 0.08 － 

（注） １．水位計以外の計測機器類は別途積上げるものとする。 
２．自家発電設備の区分は、次のとおりである。 

予備電源用：常用は商用電源で非常時の電源供給が自家発電設備の方式とする。 
３．河川用水門・堰の自家発電設備の発電容量は、２５０ＫＶＡまでを標準とする。 
４．分解、調整等を伴う詳細点検を実施する場合は、別途積上げるものとする。 
５．月点検は、管理運転点検の場合も適用出来る。 

 
２） ダム用水門設備 

ダム用水門設備に付帯する設備において標準点検日数に含まれていない機器等の点検工数は、表－

２・２０を標準とする。 
 

表－２・２０ ダム用水門加算工数（人） 

作 業 区 分 ダム用 
放流設備 

ダム用 
取水設備 

小容量放流 
ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ 機 器 名 数 量 

凍結防止装置 １ 式 0.18 0.18 0.04 

流量計 １ 式 － － 0.26 

水位計・濁度計 １ 式 － 0.19 － 

（注） １．流量計は、小容量放流設備用ゲート・バルブに付随するものである。 
２．水位計・濁度計は取水設備に付随するものである。 
３．分解、調整等を伴う詳細点検を実施する場合は別途積上げるものとする。 

 
３） 上記１）、２）の記載以外の機器等は適宜積上げ加算するものとする。 

 
（６） 施設間の移動に伴う拘束工数 

複数施設を同日に点検する場合、施設間の移動に伴う作業員の拘束工数はそれぞれ次による。 
１） 樋門樋管ゲート 

施設間移動に伴う拘束工数 ＝ 0.05ｘ 
ｘ：管理運転点検、月点検、年点検のそれぞれの点検施設箇所数 

２） 河川用水門・堰、ダム用水門設備 
必要に応じて別途積上げるものとする。 

 
 

表－２・１９ 河川用水門加算工数（人） 

作 業 区 分 河川用水門・堰 樋門樋管ゲート 

機 器 名 数 量 年点検 目視点検 年点検 目視点検 

水位計 １ 台 0.15 0.11 0.09 0.03 

自家発電設備 予備電源用 １ 台 0.41 － 0.30 － 

受変電設備（低圧受電） １ 台 0.16 － 0.08 － 

（注） １．水位計以外の計測機器類は別途積上げるものとする。 
２．自家発電設備の区分は、次のとおりである。 

予備電源用：常用は商用電源で非常時の電源供給が自家発電設備の方式とする。 
３．河川用水門・堰の自家発電設備の発電容量は、２５０ＫＶＡまでを標準とする。 
４．分解、調整等を伴う詳細点検を実施する場合は、別途積上げるものとする。 
５．目視点検は、管理運転点検の場合も適用出来る。 

 
２） ダム用水門設備 

ダム用水門設備に付帯する設備において標準点検日数に含まれていない機器等の点検工数は、表－

２・２０を標準とする。 
 

表－２・２０ ダム用水門加算工数（人） 

作 業 区 分 ダム用 
放流設備 

ダム用 
取水設備 

小容量放流 
ｹﾞｰﾄ･ﾊﾞﾙﾌﾞ 機 器 名 数 量 

凍結防止装置 １ 式 0.18 0.18 0.04 

流量計 １ 式 － － 0.26 

水位計・濁度計 １ 式 － 0.19 － 

（注） １．流量計は、小容量放流設備用ゲート・バルブに付随するものである。 
２．水位計・濁度計は取水設備に付随するものである。 
３．分解、調整等を伴う詳細点検を実施する場合は別途積上げるものとする。 

 
３） 上記１）、２）の記載以外の機器等は適宜積上げ加算するものとする。 

 
（６） 施設間の移動に伴う拘束工数 

複数施設を同日に点検する場合、施設間の移動に伴う作業員の拘束工数はそれぞれ次による。 
１） 樋門樋管ゲート 

施設間移動に伴う拘束工数 ＝ 0.05ｘ 
ｘ：管理運転点検、目視点検、年点検のそれぞれの点検施設箇所数 

２） 河川用水門・堰、ダム用水門設備 
必要に応じて別途積上げるものとする。 
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２－２ 整備工数 
 

表－２・２１ 潤滑油類交換工数 

区 分 標準整備工数 摘   要 
構 成 割 合 

点検整備工 普通作業員 

減速機 
ｙ=0.004ｘ＋0.24 

（人／台） 
ｘ：１台当り潤滑油量 

（Ｌ／台） 
８５％ １５％ 

動力切換装置 ｙ＝0.13 （人／台）  

ワイヤロープ 
ｙ=0.016ｘ＋0.19 

（人／門） 
ｘ：１門当りﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ長 

（ｍ／門） 
１００％ － 

（注） １．潤滑油類交換工数の適用範囲は、潤滑油類交換に伴う準備、交換作業、清掃、後片付けまでとする。 
２．標準整備工数は、小数第３位を四捨五入して２位止めとする。 
３．減速機の潤滑油交換はラック式開閉装置にも適用出来る。交換作業にはフラッシングは含まない。 
４．ワイヤロープ油の交換作業は、旧油除去及び新油塗布とし、ゲート操作を行いながらの作業を標準と

する。（足場等が必要な場合は、別途費用を計上する。） 
５．ワイヤロープ長は、ドラムの捨て巻を含む全長とする。 
６．廃油等の処分費は別途計上するものとする。 

 

 
  現行どおり 
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第１章 一般共通 
 
１ 適用範囲 

この積算基準は、各地方整備局及び北海道開発局所管の直轄事業の治水事業、道路事業等における機械設備に

係わる設計業務に適用するものとする。 
 
２ 業務委託料 

業務委託料の構成 

電子成果品作成費

消費税等相当額

間 接 原 価

そ の 他

業 務 価 格

業務 委 託料

特許使用料、製図費等

そ の 他原価

一 般 管 理 費 等

直接 人 件費

直 接 原 価 事務 用品費

直 接 経 費 旅費 交通費

電子計算機使用料
　及び機械器具損料

 
 
３ 業務委託料構成費目の内容 
３－１ 直接原価 
（１） 直接人件費 

直接人件費は、業務処理に従事する技術者の人件費とする。 
（２） 直接経費 

直接経費は、業務処理に必要な経費のうち、次のａから e までに掲げるものとする。 
ａ 事務用品費 
ｂ 旅費交通費 
ｃ 電子成果品作成費 
ｄ 電子計算機使用料及び機械器具損料 
ｅ 特許使用料、製図費等 

これ以外の経費については、その他原価として計上する。 
（３） その他原価 

その他原価は、間接原価及び直接経費（積上計上するものを除く。）からなる。 
なお、特殊な技術計算、図面作成等の専門業に外注する場合に必要となる経費、業務実績の登録等に要

する費用を含む。 
 

３－２ 間接原価 
当該業務担当部署の事務職員の人件費及び福利厚生費、水道光熱費等の経費とする。 

 
３－３ 一般管理費等 

業務を処理する建設コンサルタント等における経費等のうち、直接原価、間接原価以外の経費とする。

一般管理費等は、一般管理費及び付加利益よりなる。 
（１） 一般管理費 

一般管理費は、建設コンサルタント等の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与

手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際

費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
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（２） 付加利益 
付加利益は、当該業務を実施する建設コンサルタント等を、継続的に運営するのに要する費用であって、

法人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業

外費用等を含む。 
 

３－４ 消費税等相当額 
消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分の費用である。 

 
４ 業務委託料の積算 
４－１ 建設コンサルタントに委託する場合 
（１） 業務委託料の積算方式 

業務委託料は、次の方式により積算するものとする。 
業務委託料 ＝ （業務価格）＋（消費税等相当額） 

＝〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝ 
＋（一般管理費等）〕×｛１＋（消費税率）｝ 

（２） 各構成要素の算定 
１） 直接人件費 

設計業務等に従事する技術者の人件費とする。 
なお、名称及びその基準日額は、別途定める。 

２） 直接経費 
直接経費は、３－１（２）の各項目について必要額を積算するものとし、旅費交通費については、各

所管の「旅費取扱規則」及び「日額旅費支給規則」等に準じて積算するものとする。３－１（２）の各

項目以外の必要額については、その他原価として計上する。 
３） その他原価 

その他原価は、次式により算定した額の範囲内とする。 
その他原価 ＝ （直接人件費）×α／（１－α） 

ただし、αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く。）に占めるその他原価の割合であり、３５％

とする。 
４） 一般管理費等  

一般管理費等は、次式により算定した額の範囲内とする。 
一般管理費等 ＝ （業務原価）×β／（１－β） 

ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３０％とする。 
５） 消費税相当額 

消費税等相当額は、業務価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。 
消費税等相当額 ＝ 〔｛（直接人件費）＋（直接経費）＋（その他原価）｝ 

＋（一般管理費等）〕×｛１＋（消費税率）｝ 
 

４－２ 個人（建設コンサルタント以外の個人をいう）に委託する場合（諸謝金による場合を除く。） 
４－１と同一の方法により積算するものとする。 
ただし、その他原価、一般管理費等については算入しないものとする。 

 
５ 設計変更の積算 

業務委託の変更は、官積算書を基にして次式により算出する。 
直前の請負額 

業 務 価 格 ＝ 変更官積算業務価格×            
（落札率を乗じた額）               直前の官積算額 

 
変更業務委託料 ＝ 業 務 価 格×（１＋消費税率） 

（落札率を乗じた額） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４） 一般管理費等  
一般管理費等は、次式により算定した額の範囲内とする。 
一般管理費等 ＝ （業務原価）×β／（１－β） 

ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、３５％とする。 
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（注）１．変更官積算業務価格は、官単位、官経費を基に当初設計と同一方法により積算する。 
２．直前の請負額及び直前の官積算額は、消費税等相当額を含んだ額とする。 

 
６ 設計留意書の作成 

予備（概略）設計業務において、その設計を通じて得た着目点、留意点等（コスト縮減の観点から後段階設計

時に一層の検討を行うべき事項）後段階の設計時に検討すべき提案をとりまとめたコスト縮減設計留意書を作成

する場合は、１業務当り、主任技師０．５人、技師（Ａ）１．０人を別途計上すること。 
ただし、これにより難い場合は、別途考慮するものとする。 

 
７ 電子成果品作成費 

「機械設備工事設計業務等の電子納品要領」に基づく電子成果品の作成費用は、次の計算式により算出するも

のとする。 
ただし、これにより難い場合は別途考慮する。 

７－１ 概略設計、予備設計又は詳細設計 
電子成果品作成費(千円) ＝ ６．９ｘ０．４５ 

ｘ：直接人件費（千円） 
 

７－２ その他の設計業務（７－１以外） 
電子成果品作成費(千円) ＝ ５．１ｘ０．３８ 

ｘ：直接人件費（千円） 
 

（注）１．上式の電子成果品作成費の算出に当っては、直接人件費を千円単位（小数点以下切り捨て）

で代入する。 
２．算出された電子成果品作成費（千円）は、千円未満を切り捨てる（小数点以下切り捨て）

ものとする。 
３．電子成果品作成費の上下限については、 

７－１の場合、上限：７００千円、下限：２０千円 
７－２の場合、上限：２５０千円、下限：２０千円とする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現行のとおり 

 

 
 


